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て
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３．農業用取水の設置は
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（午前 10時02分 開議）

○ 議長 喜久里猛

おはようございます。会議を開く前にご報

告します。本日、内山幹雄様、智子様ご夫妻

から傍聴の申請がありましたので許可いたし

ました。お二人には傍聴規則を守っていただ

いて傍聴していただきたいと思います。

ただいまから平成27年第４回久米島町議会

定例会を開会します。

本日の議事日程は、予めお手元に配布した

とおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 喜久里猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、４番翁長学議員、５番宇

江原総清議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 喜久里猛

日程第２、会期の決定を行います。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日９月７日から９月

25日までの19日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。したがって、会期は

本日９月７日から９月25日までの19日間に決

定しました。

日程第３ 議長諸般の報告

○ 議長 喜久里猛

日程第３、議長諸般の報告を行います。

平成27年６月７日から私が出席しました会

議等の内容をお手元に配布してありますの

で、ご覧になっていただきたいと思います。

次に、地方自治法第235条の２第３項の規

定により、例月現金出納検査の結果をお手元

に配布してあります。朗読は省略します。

次に、町長から平成27年６月定例会後の町

政一般報告書が別紙のとおりありましたの

で、お手元に配布してあります。朗読は省略

いたします。

これで諸般の報告を終わります。

日程第４ 一般質問

○ 議長 喜久里猛

日程第４、ただいまから一般質問を行いま

す。

一般質問の時間は、会議規則第56条第１項

の規定によって、これまでどおり30分以内と

します。なお、質問は質問席から一括質問、

総括質問のあと一問一答方式で行います。

それでは、順次発言を許します。

４番翁長学議員

（４番翁長学議員登壇）

○ ４番 翁長学議員

おはようございます。４番翁長学です。私

は１点質問します。

平成26年度に行われた地域行政懇談会につ

いて。平成26年度に地域行政懇談会が行われ

たが、27年度以降の町の計画にどう取り上げ

られているか、見えてこない。私は実際に比

屋定地区の懇談会に参加したが、出た要望が

タチジャミ周辺の整備、新原の護岸の管理、
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海に流れていく水の農業への利用、図書館の

建設、いろいろと意見が出ました。他校区を

聞くと、大岳校区では、仲村渠池の整備、町

営住宅の建設、農道整備等が出たと聞く。町

はどのように計画しているか伺いたい。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

おはようございます。ただいまの４番翁長

学議員の質疑にお答えします。私、昨年の５

月12日に就任しまして、さっそく６月の地域

懇談会を実施し、各字から出されました要望

等については、すぐに実施できるものについ

ては各担当課で個別に対応しておりますが、

他機関との調整が必要な事案については、方

針の決定や実施に時間を要するものもありま

す。

比屋定地区からの要望についてですが、１

番目のタチジャミ周辺の整備については、現

段階では県及び町において整備の予定はござ

いません。利活用については、島の学校の体

験プログラム「タチジャミ散策」として２時

間コースを実施しています。

２つ目の新原の水資源確保についてであり

ます。平成26年度に県が調査事業を実施して

おり、その結果を踏まえて事業化が検討され

る予定であります。

次に、大岳校区からの要望については、先

だって文書でも回答していますが、仲村渠池

の溜池事業についてですが、県主体の町内の

溜池整備事業については既に完了しており、

溜池等の整備は県の管轄となっているため、

町独自での事業実施は難しい状況にありま

す。

次に、町営住宅の建設については、数年以

内の新たな町営住宅整備は計画していません

が、今後の人口動向や町民ニーズ、社会状況

を判断しながら検討を進めていく方針であり

ます。

次に、農道整備については、各地域から多

数の要望が出されており、補助事業で取り組

めないか県と調整中です。補助事業の採択要

件に合致しない農道については、全て町単独

予算での対応となっているため、必要性・緊

急性については精査して優先順を決め、予算

の範囲内で順次整備していく方針でありま

す。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

ただいま私が質問したことに回答として１

番から⑤というかたちで回答を受けておりま

す。町長が就任し最初の年ということで、地

域と町民の要望等を聞くというすごい意気込

みを感じておりました。その後なかなかその

内容が見えてこないので今回この私の質問と

させていただいております。

総務に伺いたいんですが、各地域の懇談会

の中の議事録等は残っていますか。

○ 議長 喜久里猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

昨年行われました各校区別の地域懇談会に

ついては音声テープ、音声の記録が残ってお

りまして、テープ起こしをしていま議事録の

方は作成しています。その後の対応も含めて

各地域から出された要望、それから町の対応

については、会期の最終日25日には皆さんの
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方にお手元にお配りできるようにしたいと思

います。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

この議事録も私が気にしていたところなん

ですが、課長の返答を聞きますとちゃんと録

音で残っているということで、後日、我々に

配布して、やはり町民がどういう意見が出て

いるのか我々も知りたいところでありますの

で、ぜひ配布お願いしたいと思います。

さっそく質問内容に移っていきたいと思い

ます。まず①から⑤に返答を受けていますが、

まず最初にタチジャミの公園周辺の整備につ

いては、現段階では計画がないと言われまし

た。本当に町の施設管理課の作業班の方で階

段、そして海岸に降りたときの歩道等は整備

されております。しかしながら雨降りとか、

だいぶぬかるんでいるんですよね、道路が、

下の方ですよ。もうちょっとですね、その階

段はいいんですが、雨降ったあとの道を降り

てみるとやはりぬかるんで、観光客というの

は長靴とか水に対しての備えはしてないと思

うんです。スリッパとか運動靴等、濡れやす

いものですので、その方をもうちょっと歩き

やすいように整備できないものか、どうでし

ょうか。

○ 議長 喜久里猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問にお答えします。タチジャ

ミ周辺の整備につきましては、県立自然公園

になっています。町の方で委託を受けて管理

をしています。大がかりな整備につきまして

は県の予算で行いますので、この件につきま

しては県の方に要請していきたいと思いま

す。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

タチジャミに関してもう１点要望したいと

ころがあります。いま階段を何百段か降りて

いってだいぶ時間を要してタチジャミの方ま

で、やはり時間をかけないと直に見ることは

できないです。しかし宇江城の下に降りない

で見える地点もあるんですよね。上の方から

このタチジャミを眺める場所があります。他

のところに展望台を新たに築く提案をしたい

と思いますが、そういう要望ですね、そうい

うのはどうでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

タチジャミ周辺は県立自然公園に入ってま

して、特別区域である程度の規制がされてい

る部分があります。そういった整備が可能な

のか、あと県で可能なのか、町の方でそうい

った整備をする必要があるのか、今後関係か

と調整をしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

タチジャミはレンタカーで乗り付け、地元

の皆さんもだいぶ来て、見晴らしの素晴らし

いところです。簡単な軽装で訪れる皆さんが

多いので、ぜひ公園地域に入っているという

ことで開発も厳しいかと思いますが、やはり

あの素晴らしい景色を上の方からも眺めるよ

うなちょっとした展望台でも新たに建設して

いただきたいと思います。開発に関しては厳
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しいことだと思うんですが、そういう要望が

あったということで地域の比屋城、宇江城か

らも出ていますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

続きまして２番目です。新原の水源確保と

いうことで、比屋城、宇江城地域にはダムが

ないと。以前に私も一般質問の中で、水が海

に流れていくのでもったいないということで

以前に質問した経緯もございます。再度懇談

会の中で比屋城の方からこの水をなんとか活

かし、新原の農業用水に活用できないかとい

う意見があったので質問させていただきまし

た。回答を見ますと、26年度で調査が県の方

で行われたと回答を受けております。その詳

しい内容をもう一度お願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

去年、翁長議員から６月に一般質問が出て、

そのあと農林水産部で写真と動画を持ってい

って、こういう水流があるということで、宇

江城、比屋城地区畑地灌漑の調査設計入って

終わっています。プランとして３プランが出

ててき、総合整備、個別整備、中間整備とい

う報告が出ています。26億円から47億円とい

う、これが概算出したんですが、ファームポ

ンドで水源取水を６カ所取れる水源があると

いうことで、県の方も非常に、すぐ９月補正

とっていただいて、11月だったと思いますが

現況調査終わっています。これの事業を検討

して何とかしたいということで、非常に前向

きに考えているようです。事業化に向けてで

すね。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

回答の方でも26年度に調査が入って、いま

課長の返答でだいぶ大きな額の予算がついて

いるということで、一歩前進したかなと思っ

ております。ダムがない、やはり農業には水

が必要ですので、ぜひそれもどんどん計画を

進めていっていただきたいと思います。方式

として聞くとファームポンド方式６カ所とい

うことで、いいんですが、やはり農家の要望

は、農家からお金が出ない方法というものを

要望されてます。やはり負担がくると農家経

営に圧迫されますので、その方はどうでしょ

うか。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

非常に簡易的なやつとなると1億8千万円。

これは取水施設、ちょっと見えにくいと思い

ますが山の上の方で水を溜めて、自然落下で

畑地かんがいの方までできるというプラン。

これ自体はダムは一応調査報告を受けて、県

と我々と協議して、地元も含めてどのプラン

がいいかというのは進めていきますので、ま

だどの方にやるという、その47億円というプ

ランは素晴らしいです。ただこれにはかんが

い、スプリンクラー等々が出ますので、負担

金というお金が発生してきます。そのへんは

いくらなりとも負担ができないというのであ

れば、取水施設をファームポンドはつかない

ですね。これで自然流下でできるような方法

がないかということで今から検討に入りま

す。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員
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ありがとうございます。本当に水というの

は農業にかかせないものです。一昨年に大干

ばつがあって近くの溜め池を利用して農家の

皆さんは一生懸命運んで水をサトウキビ、農

作物に散水して努力しながら農業を進めてま

すので、今の意見がどんどん計画通り進んで

行くように、そして建設の内容に関してはや

はり地域の皆さんのニーズ、話を聞いて、ど

の方式がいいのか、ぜひ進めていただきたい

と思います。

そして私の要望の中に、図書館の建設等も

あったんですが、回答には出てこなかったん

ですが、後で同僚議員の方から図書館の建設

に関しては質問が出てますので、そちらの方

を参考にしたいと思います。

比屋城地域においては、いろいろと細かい

農道の整備とか出ておりましたが、今回主に

この件を私は質問しましたが、ぜひ、地域の

話を行政の中に、計画の中にぜひ取り入れて

いただきたいと思います。

続きまして③に移ります。仲村渠池の改修

についてなんですが、回答の中では県の事業

であって、久米島の溜め池等についての整備

は完全に終わっているということで計画はな

いと返答を受けております。この話を聞いた

のが仲村渠の区長さんの方から、こういう行

政懇談会の中で出したんだが、いい返答をも

らえなかったと。いま私の方にも回答があり

ますが文書でもって地域の方に回答したとい

うお答えをもらっておりますが、やはり地域

の人たちは元々ある池をもうちょっと利活用

できないかということで再度浚渫等、周辺の

伐採とか、池に行く道の整備等。今は中山間

事業の中で宇江城、仲村渠で掃除をやってい

るんですが、やはり行政としてこの水をいか

に大事に使うかということで、新たな産業に

つなげようということで仲村渠の方から出た

ようですが、この溜め池事業が終わったあと、

できないという回答ではなく、もうちょっと

親身になって返答いただきたいのですが、そ

の方はどうでしょうか、課長。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

一応、南部農林と調べました。久米島町に

は旧具志川村で13の溜め池が、整備はダム整

備事業で、旧仲里で６カ所、儀間と比嘉がダ

ム、要は国土交通省という位置づけになって

まして、比嘉、仲村渠溜め池は昭和63年から

平成２年に完了済みです。堤体、余水吐等々

は完了となっているため、これ自体は町に財

産移管されています。いまそのへんも踏まえ

て、県の整備は終わったという回答でしたの

で、そこから取水して、かんがい事業に走り

たいんであればそのへんは県は調査入っても

いいと。入っていいというのは、いま県は水

質、かんがい、それを促進しようとしてます

ので、そういう目的であれば一緒になって合

同でやりましょうということでありました。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

仲村渠池に関しては、先ほど宇江城、比屋

城の中でファームポンド方式という案があっ

たんですが、この仲村渠池では小さいファー

ムポンドでは水は足りないと。この仲村渠池

の下の方には元々田んぼがいっぱいあったそ

うです。いま遊休地が多くて、その水を活用

すれば他の産物ですね、ターウムとか、クレ

ソンとか、そういう別の品目で活用できるの
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ではないかという意見もあったんです。下で

何か作物をつくりたいと。キビ以外の作物が

つくりたいと。そういうときに地域からここ

を何かの産地にしたいと、ターウムなりです

ね、例を出しますと一番水が使えるのはター

ウムとかクレソンとかですね。地元からそう

いう提案が出た場合、前向きに話を聞いても

らえないでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

そういう要望は一応出します。地域開発に

ついては10月に今後の久米島町の事業計画等

のヒヤリング等がありますので、その中にお

いてでもそういう話は出したいと思います。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

せっかくの水があるので、地域の声を取り

入れていただきたいと思います。もう計画は

ないからそこで門前払いするのではなくて、

親身になって地域の皆さんの声をぜひ聞いて

いただきたいと思います。

この仲村渠池に関しては一昨年の大干ばつ

の時にもすごい活躍しました。宇江城の散水

をしたときにシーナの方から水を運ぶ時間

と、その池から取水し10分足らずで現場へ到

着できたという、以前にそういう利用された

池ですので、ぜひ水源確保を、先ほど言った

ように比屋城地区での水源確保とか、こうい

うダムのない畑かんのない地域の農業にとっ

ての水をうまく利用できるように計画をよろ

しくお願いしたいと思います。

続きまして④ですが、町営住宅の建設要望

が出たといっております。町では今まだ町営

住宅の予定がないと返答を受けております

が、その地域に要望があれば考えて検討を進

めていくという、社会状況を判断しながらと

ありますが、いま仲村渠、具志川方面と聞く

と、わりと若い青年達が残っているらしいで

す。他の地域へ行ってアパートを借りたりし

ていると聞いております。そういう要望も踏

まえて、いま仲村渠が４所帯でしょうか、足

りないと。そういう若い者、今から第一産業

のいろいろな補助メニューもいっぱい出てき

ておりますので、そういう若者を地域に残す

ということで町営住宅、必要な箇所は建設は

可能ではないでしょうか、町長どうでしょう

か。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

この件に関しましては要望等も出ました。

これを補助メニューがどういうものが現時点

であるのか、そのへんも調査しながら皆さん

の期待に応えられるように今後担当課と詰め

ながら進めていきたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

これもやはり民間のアパートもいまだいぶ

余っている状態と聞いております。しかしな

がら字具志川から仲村渠、比屋城地域につい

ては民間のアパートがありません。その中で

はやはり町営住宅というのは必要なものでは

ないかと思います。地元へ来て、地元で生活

し、地域の行事に参加しやすいとなると、や

はり地元にある町営住宅が必要になってくる

と思いますので、その方もぜひ耳を貸してい

ただいて、必要な字の現状を聞いていただき
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たいと思います。よろしくお願いします。

続きまして農道整備についてですが、単純

に私、農道整備と質問したんですが、久米島

町内においては農道整備は一番出ている案件

だと思います。建設課長もだいぶ各地域から

この道は壊れている、ここを整備してほしい、

優先順位をつけながら計画を取り入れている

と思いますが、私が今日この農道整備につい

ての質問というのは、いま字具志川の方から

おばけ坂、そして仲村渠の部落の中に通って

いる道がありますよね、あれは観光にとって

もぜひ整備の必要な道路なんです。いま観光

に関してはバスの方も行って、奥の方でＵタ

ーンして帰ってくる状態。Ｕターンしてくる

場所が本当に危ない、あの大きな22ｍのバス

が２、３回切り返して元の入り口に、そして

対向もできないです大型になりますと。仲村

渠側に通り抜けすれば、その道路は本当に利

用価値があると思いますが、その計画はない

でしょうか。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

建設課に来て、各部落からの区長からやい

のやいのお叱りを受けています。いま25年度

の整備は本数として449本、概算で62から65

億円。我々が毎年整備、２カ年がかり農業基

盤整備事業というのがありまして、それで年

間だいたい12本から15本。25、26年採択で12

本。27、28年採択で15本というかっこうで採

択されていくんですけど、但し土地改良区内

なんです。その整備をやっているのは。なぜ

かというと、用買が必要ないところ、法手続

が必要ないところ、相続が必要ないところ。

厳選で落とされていきます。

事業１本、農道１本を整備するのにだいた

い３年かかります採択までに。そのへんで今

100％に近い同意率がなければ県の査定の中

で採択要件に満たさないということで落ちて

いくんです。いかに同意率を上げるかという

ものでやるんですけど、一昨日現場を見に行

きましたが田幸第２道路だと思うんですけれ

ども、やっぱりバス等が走ったら狭いんじゃ

ないかと思っています。農道ですのでこれを

町道に上げれば何とかできる。今の農道のま

まであればちょっと厳しいので、そのへんは

補助メニュー、その省庁と相談して実施の方

向で考えたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

各地域からの要望がすごい量が各箇所、字、

地域から農道の整備に関してはやはり建設課

に対しての要望は多いとは分かっておりま

す。厳しいことは分かっております。建設課

長が各地域の要望を聞いて、いつも頭を悩ま

しているところだと思いますが、このおばけ

坂に通じる道は本当に第一優先というかたち

で、ここはぜひ必要ではないかと。今いった

ように町道に格上げするか、農道として厳し

ければ、国、県そういう行政機関を交えて、

ここはぜひ道路として認めて、観光にもよく

使われております。おばけ坂というのは久米

島で五枝の松、おもしろい地点ということで

いま観光客からもだいぶ喜ばれております。

ぜひ、農道整備というのは、この地域の仲村

渠の皆さんも町がそういう話をもってくれば

協力的に話に乗って計画に向けて協力したい

ということも聞いていますので、ぜひこちら

の方も地域と連携をとりながら、ぜひこの道
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を整備していただきたいなと。町長お願いし

ます。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの道路の件ですが、確かに私もこ

の必要性を感じております。おっしゃるよう

に観光バスがＵターンしかできないというこ

とであります。県道側に出ると祖根さんの家

の入り口が確かに大型バスは尻をついてそこ

から通り抜けできないかと思います。それを

解消するために、とりあえずＵターンできる

ような安全な確保ができないかどうか、その

へんも担当課と調整して、まずは検討してい

きたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

町長、Ｕターンじゃなくて、ぜひ通り抜け

を第一に考えて下さい。今いったように祖根

さんのところは段差があってバスの通り抜け

はまず無理です。今いった言葉ですが、Ｕタ

ーンできるじゃなくて、ぜひ通り抜けできる

ような道を計画して下さい。もう一度お願い

します。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

これまでできなかったというのは、その地

区においては、ほ場整備の計画がありました。

しかしそれが地元の同意また町有地が結構あ

るものですから、ほ場整備された場合は、そ

の町有地がとられるんじゃないかという地権

者、その利用者の皆さんから当時、村時代あ

りまして、道路ができなかったということは

事実であります。そのへん現場ももう少し調

査しながらできるようなかたちで担当課と詰

めていきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

４番翁長学議員。

○ ４番 翁長学議員

最後になりますが、せっかく去年町長が就

任し、意気込みで各地域の意見を聞いて、膝

を交わって聞いていますので、ぜひ各地域か

ら出た要望を親身になって聞いていただい

て、大田町長に言ったらできるという意気込

みで、ぜひこの各地域の要望等、財政との相

談になると思いますが、ぜひ、地域の声を町

長しっかりと受け取って事業計画等を取り入

れていただきたいと思います。

総務課長、最後に先ほどの議事録、ぜひ配

布よろしくお願いします。

（４番翁長学議員降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで４番翁長学議員の一般質問を終わり

ます。

次に、13番玉城安雄議員の発言を許します。

（13番玉城安雄議員登壇）

○ 13番 玉城安雄議員

13番玉城です。私の方から２点ほど質問し

たいと思います。まず最初に幼稚園の統廃合

について伺いたいと思います。幼稚園の統廃

合については、統廃合検討委員会を設置し議

論しているところですが、その進捗状況と今

後の取り組みについて伺います。

(1)今後のスケジュールはどうなっている

か。

(2)通園について。

(3)給食について。

(4)あずかり保育について伺います。
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次に２番目の質問です。議会答弁の検討事

項等について伺いたいと思います。今期最後

の議会に当たり、過去に私が議会で取り上げ

た何点かの質問に対し検討する等の答弁につ

いて現段階での状況を伺います。

(1)公立図書館について、設立検討委員会

を立ち上げて検討するとの答弁だったがどう

なっているか。

(2)窓口サービス向上についての取り組み

はどうになっているか。

(3)検討する、考慮する、努力する等の言

葉で結ぶ答弁は町長が議会を通して町民に約

束したことである。現在、各議員の一般質問

に対する対応については、年１回の報告で済

ませているが、当該議会の一般質問の検討事

項は直近の定例会での報告を要望したが町長

はどう考えるか。以上２点伺います。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

玉城安雄議員のご質問中の(1)今後のスケ

ジュールについてお答えいたします。「幼稚

園の統廃合」については、久米島町立幼稚園

統廃合検討委員会において、現在の６園を仲

里幼稚園と清水幼稚園の２園に統廃合するこ

とが決定しました。８月４日に、教育委員会

への答申を経て、８月10日には、定例教育委

員会議におきまして、審議結果についての承

認を頂きました。そして、25日には、答申内

容について、町長、副町長への報告を終えて

おります。

今後は、今月中に、各幼稚園の代表として、

園長、教諭、ＰＴＡ会長の３名を委員とする

「久米島町立幼稚園統廃合準備委員会」を組

織し、その中で、統合園への移転計画、通園

支援、教育課程の作成や学校行事の計画等に

ついて、一つ一つ協議していく予定です。

次に、(2)通園についてですが、幼稚園統

廃合検討委員会からの答申書資料にも、通園

時の支援を強く要望があることから、仲里幼

稚園の指定区域である久米島校区や美崎校区

から通う園児、また、清水幼稚園の指定区域

である大岳校区や比屋定校区から通う園児に

ついては、安心・安全に通園できるように、

各幼稚園、それぞれに通園バスを準備し、送

迎を行う予定です。

続きまして、(3)給食についてですが、こ

れについては、給食センターの施設や職員の

数等の理由で今以上の給食の供給は厳しく、

また各幼稚園には給食配膳室がないことなど

から、幼稚園への給食の対応はできないと考

えており、給食の実施については予定してお

りません。

最後に、(4)あずかり保育につきましては、

統廃合になったとしても、預かりの指定区域

が変わらないため、現状どおりの実施となり

ます。

引き続き、２つ目の議会答弁の検討事項等

の(1)についてお答えいたします。図書館設

立検討委員会の立ち上げにつきましては、平

成26年度での立ち上げを目指しておりました

が、諸事情により未だ立ち上げておりません。

今後は、関係課との調整を行いながら、年内

には、公立図書館建設に向けた委員会を立ち

上げるよう努めてまいります。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 喜久里猛

休憩します。（午前 10時41分）

○ 議長 喜久里猛
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再開します。（午前 10時42分）

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

13番玉城安雄議員議員の質問にお答えしま

す。(2)からであります。(2)現在の窓口サー

ビスへの取り組みとしましては、町民課窓口

を総合案内窓口として位置づけ、町民からの

各種相談をハンドリングする機能を持たせて

おります。また、担当が不在の場合でも他の

職員が対応できるよう、文書管理改革による

行政文書の共有化を図っております。また、

陳情、要請、苦情等については、各課で記録

していますが、全庁的に情報共有できるよう、

現在建設課で使用している様式を基に、総務

課で処理簿の作成をしているところでありま

す。

平成25年の議会で答弁いたしました「接遇

マニュアル」については、作成はしておりま

せんが、日々の業務の中で、職員の資質向上

ならびに町民サービス向上に向けて取り組ん

でおります。

(3)一般質問で挙げられる事項の中には、

県をはじめとする他機関との調整が必要な

ど、方針の決定や実施に時間を要する案件も

あるため、執行部からの報告は、今までどお

り年１回とさせていただきたいと思っており

ます。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

それでは順を追って再質問していきたいと

思います。まず最初に幼稚園の統廃合につい

て再質問いたします。今後のスケジュールに

ついてなんですが、８月４日に検討委員会よ

り教育委員会へ答申があり、８月10日に教育

委員会の会議で承認をいただき、また25日に

は町長、副町長への報告を済ませているとい

う報告で、今後、準備委員会を組織し、課題

等を検討していくとしているということでの

答弁です。この答弁を見てみますと、清水小

学校と仲里小学校に統合するというかたちで

検討委員会の中では決定しているようです

が、この検討委員会の中で、先だって９月８

日に久米島町あげての防災訓練とかございま

したが、その中で清水幼稚園、仲里幼稚園は

比較的海抜の低いところにありますが、この

立地条件についての議論は、防災面から考え

て、要するに地震はともかくとして津波、町

でも津波を想定して避難訓練をしているわけ

ですが、この中で場所についての議論、防災

的な面からの議論とかなかったのか。清水幼

稚園と仲里幼稚園に決まった経緯等ありまし

たら教えて下さい。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

玉城議員のご質問にお答えします。検討委

員会の中でも海抜の低い地域ということで何

件か意見が出ておりました。しかし今回の統

廃合につきましては、まず子どもたちの教育

環境を良くしよう、手始めにそういうことを

考えて、まず短期間でできるにはどうすれば

いいかということで考えて今回の統廃合にな

りました。実質的におっしゃるとおり比屋城

幼稚園、大岳幼稚園からすると、要するに低

いところに学校が移設されるもんですから非

常にこのへん気にしておりました。ただ、今

後新しい幼稚園を設立する、そういう時期に

なるとやはり防災面の観点や教育面の観点、
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各地域から平等に行ける場所という用地の選

定というのは今後必要になってくると思いま

す。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

本来ならば高い地域にやるべきなんです

が、財政面、早急に統廃合しなければいけな

いという事情もありまして、また検討委員会

でも決まったことですので、この場所等にと

やかく言うつもりはありませんが、その旨検

討委員会の方でいろいろ議論したということ

は非常によかったかなと思っております。今

後新しく幼稚園建設するか分かりませんが、

その時はぜひそういうのも想定して検討して

いただければいいのかなと思っております。

今後、準備委員会を組織し、課題を検討し

ていくということがあるわけですが、その結

果を踏まえて、中学の統廃合の時には地域説

明会がありましたが、この地域説明会を開く

考えはありますか。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。準備委員会の中で先ほ

ど答弁いたしましたような、いろんな課題を

審議いたします。その中で決定したものにつ

いては実は11月から12月の間に各校区ごとに

地域説明会を実施する予定です。この中で統

廃合の意義であるとか、目的、あるいは方法

などについて丁寧に説明していく予定でござ

います。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

球美中学校の統廃合の時は約５年以上かか

ったわけです。この幼稚園の統廃合について

はこれから準備委員会を設立し、また地域説

明会をしていくと。先ほど早急に統廃合する

ということがありましたが、何年に統廃合す

る予定ですか。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

平成28年４月１日には開始する予定でおり

ます。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

28年４月１日ですね。これからいろいろ話

し合われるわけですが、間に合いますか。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

中学校の統廃合と違うところは、幼稚園統

廃合は現存の施設を活用して行うということ

でありますので、場所も決まっております。

そしてまた園の広さとか、そういう施設につ

いても話し合いをもたれておりますので、あ

とはソフト的な部分で行事をどうするのか、

あるいは教育課程をどうするのかといったよ

うなものに、かなり時間がかかるのではいか

なと思いますが、私たちとしては28年の４月

１日までには開始していくというふうに思っ

ております。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

準備委員会の中で十分議論していただい

て、統廃合して良かったなというかたちで４
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月１日を迎えられるようにしっかり取り組ん

でほしいと思います。これから準備委員会の

中で話していくわけなんですが、今から話し

合われると思いますが、また何点か質問して

いきたいと思います。

通園についてですが、通園については、や

はり統廃合により通園区域が広がるというこ

とで私も気にはなっていたんですが、答弁で

は通園バスを準備し対応するとのことであり

ます。これも今後準備委員会の中で議論して

決定していくと思うんですが、そうした場合

に利用料とか、また今預かり保育とかもして

いますよね、午後は。この預かり保育につい

ても対応するのか。例えば降園時にというの

まで今の段階での委員会としての考えを。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。統廃合してあとは、や

はり通園に関して一番大きな支援が必要だろ

うということがありましたので、先ほど答弁

いたしましたようにバスを使っての通園が、

美崎校区、久米島校区、比屋城校区、大岳校

区に関しては考えております。このバスに関

して、これについて予算的な面に関してはた

だいま財政と調整をしながら進めているとこ

ろであります。

準備したあとの通園バスの利用についてな

んですが、原則幼稚園の園児の降園と登園と

いうことになりまして、預かりに関しまして

は今のところ考えておりません。預かりは今

までどおり、帰るときには保護者がお迎えに

来るというふうに考えております。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

今の答弁では預かりについては考えていな

い。預かり保育も幼稚園生ですよね。形態は

違いますけれども、午前中は幼稚園生、午後

は教育委員会を中心とした預かり保育という

ことで預かっているわけですが、統廃合によ

ってこの預かり保育も区域が広くなるわけで

すよね、迎えたり。今幼稚園の月額の料金は

いくらですか、５千円ぐらいですか。預かり

は聞いてみたら月７千円、おやつ代１千円と

か、結構なお金が出るんですよ。この預かり

保育は親が仕事をして保育に欠ける状態だか

ら預けるわけですよね。ぜひ、保護者のアン

ケートを取っていただいて、登園はいいんで

すよ、降園の場合、帰るときとかできないか、

もう一度検討する余地はあるんじゃないかと

考えますが、教育長どうですか。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

預かりに関しては統廃合する前も後も全く

同じような体制になっておりますので、これ

については幼稚園統廃合の区域と全く一緒で

すので全然変わりなく今まで通りというふう

に考えております。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

そのへんをちょっと頭に入れて検討してい

ただきたいと思います。

この問題は終わりますけど、給食について

なんですが、給食については考えていないと。

確かに今週２回の弁当保育があるようです

が、ほとんど午前中で帰るということで、私

もこれは理解をしているんですが、この預か
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りについて、今毎日弁当を持っていっていま

すよね、預かり保育について。これも別のこ

とではあるんですが、この預かり保育につい

ての給食とかを考える余地はないですか。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

玉城議員の質問にお答えします。幼稚園も

預かり保育も給食については同じですが、先

ほど教育長からご説明されたとおり、まず配

送用のプラットホーム、配膳室等、それをぜ

ひ準備する必要があります。その場合にも配

膳の場合補助員が必要ということで、糸満あ

たりではボランティアで保護者が交互に出た

り、そして支援の方を早めに出勤させたり、

そういうかたちで対応しながらやっているそ

うです。ただ、幼稚園生となると、どうして

も管理が行き届かないところが多々ありまし

て、小学校と違って各自子どもたちが配膳と

かやるのではなくて、どうしてもサポートが

必要ということで、そのへんのところも今後

考えながら進めていかないといけないと思い

ます。早急にということは、まずは今非常に

厳しいと思います。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

この預かり保育についてですが、私は預か

り保育について、先の議会にも質問したんで

すが、十分な回答が得られなくて今質問して

いるんですが、この預かり保育というのは今

教育委員会が主体でやっていて、連絡とかも

全て教育委員会を通してやるわけですよね。

そこらへんですね、今公立の保育園に例えれ

ば、福祉課に電話して保育園に連絡するとい

う形になると思うんですよ、例えですよ。こ

れを保護者と幼稚園と、幼稚園の指導員は午

後から出勤になると思いますが、幼稚園に連

絡したらすぐできるというようなかたちは今

後考える余地はありますか。委員会を通さず

直接幼稚園との連携をとりながらというかた

ちはとれないものか、伺います。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

この件につきましては、実は幼稚園の教諭

との間で話し合いを済ませております。幼稚

園教諭というのは絶えず子どもたちのところ

におりますので、なかなか電話が取りにくい

ということもあって、すぐにそれを把握する

のは、すぐ電話が取れる教育委員会が電話を

取って把握して、それから伝えるといったこ

との方が幼稚園教諭としても一番いいという

ことでのそういう対応になっております。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

幼稚園と連携をとって、そういうかたちに

なっているということであれば、それで仕方

ないかなと思いますが、やっぱりこの預かり

保育というのは統廃合に向けて、よりまた学

校自体も２校になって充実してくと思います

ので、使い勝手のあるように、６時以降や土

曜日や、また春休みとかにも利用できないと

いう面もありますので、ぜひ保護者の声を聞

いて、思い切った預かりについては子どもの

放課後の居場所にもなりますので、思い切っ

た拡充政策をとっていただきたいと思いま

す。

幼稚園の統廃合については終わりたいと思



- 16 -

います。

次は、議会答弁の検討事項についての再質

問をいたしたいと思います。

図書館の建設についてでありますが、先の

議会で図書館の必要性を私は質問し、図書館

設立検討委員会を早急に立ち上げるという答

弁でありました。未だ立ち上げていませんと

いう回答であります。図書館についてはいろ

いろ事業メニューの問題もあろうかと思いま

すが、出来る、出来ないは別にして、議論の

場は非常に大切なことだと思いますので、予

算を必要するものでもないので、早めに立ち

上げてこの議論の場をつくっていただきたい

と思いますが、町長どうでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。担当の方から、検討委員会

の立ち上げが遅れているということがありま

したが、私としても今いろんな事業メニュー、

より高率な補助をいろいろ模索して、関係部

署と調整を進めています。これが目に見える

かたちできたときに皆さんとも相談しなが

ら、ある程度私の政策の中にも図書館はうた

っておりますので、早めに実現できるように

調整していきたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

この図書館については、先ほど同僚議員か

らもありましたが、各地域でも各団体からで

も必要性というのは結構いわれています。ぜ

ひ前向きに検討していただいて取り組んでほ

しいと思います。

続きまして、窓口サービス向上についてで

すが、答弁では窓口サービスの取り組みとし

て、町民課窓口を総合案内窓口として機能を

もたしているとしています。頻繁に役所に来

る人もいれば年に２、３回しか訪れない人も

いるわけでして、役所の機構を理解している

とはなかなかいえないと思います。この用事

ならどこへ行くのか分からないのが実態だと

思っております。実状として総合案内窓口と

しての機能を果たしているのかどうか、町民

課の総合案内窓口として機能を果たしている

のか、担当課長の方から。

○ 議長 喜久里猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

平成21年の機構改革の中で、ワンストップ

の窓口を設けましょうということで町民課の

方に行政相談、それから消費者相談などの窓

口業務というものを移行した経緯がありま

す。やはり町民の方は自分が持っている悩み

がいったいどういう分野のところになるのか

というのは相談をしてみないと分からないと

いうところがありますので、そういうかたち

をとりました。

現在は消費者相談については商工観光課の

方に移行していますが、町民課の方では来庁

した方のお話を伺って、それだったら福祉課

の介護の方ですねとかいうふうに、それぞれ

の窓口や担当の方を紹介できるようなかたち

になっています。

特に福祉関係のものが中心にはなっており

ますが、その他農業関係とかであれば産業振

興課、もしくは農業委員会の方に行かれて、

そこから案内してもらうというかたちをとっ

ています。

○ 議長 喜久里猛
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13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

今の答弁では、そういうかたちでいろいろ

課に案内して上手くいっているという答弁で

ありますが、しかし、役場の正面玄関から入

ったらそこに相談室があって、掲示板があっ

て、パッと入って役場の中が分からない状態

なんですよね、初めて来る方々が。その意味

で総合案内窓口としての機能を果たしてます

かという質問だったんですよ。このロビーの

あり方、その方はどう考えますか。

○ 議長 喜久里猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ロビーに今大きなついたてを立てて、税務

相談などを受けられるブースを設けておりま

す。以前、ここもオープンスペースにしまし

ょうということで提案したこともあります

が、逆に町民の方から役場に行くとロビーが

広すぎて、なんか人に見られてるみたいで嫌

だという意見もいただいたこともあります。

もう少し来場した方が分かりやすいように工

夫も含めてやっていきたいと考えます。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

ぜひパッと、誰が行ってもどこへ行けば何

があるというのが分かるように、分からない

人も町民課の総合窓口に行けば全て分かるよ

うな導線をつくったらいいかなと思ってこの

話をしていますので、ぜひそのように取り組

んでいただきたいと思います。

引き続きまして、要望、苦情等につきまし

ては、文書管理改革により情報の共有化に取

り組んでいるという答弁ですので、これを改

善したら引き続き全庁的に情報の共有化に取

り組んでいただきたいと思います。

３番目に、接遇マニュアルについては作成

していないとの答弁ですが、職員の意識向上

については、やっぱり職員の公務員としての

公僕としての意識が非常に重要となってくる

と思っています。そのことによって、これを

意識することによって町民へのサービス向上

になると思うので、意識の向上については引

き続き取り組んでいただきたいと思います。

この意識改革について町長お願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。私は常日頃から役場の職員

においては地域からの要望等を受けた場合に

は、先ほどからも答弁でやっていますが、す

ぐ出来るものはすぐ対応すると、そして時間

がかかるものは時間がかかるなりに相談を受

けた方が納得するようなことをやってほしい

と、朝礼の場でも何回も言っております。庁

議の中でもですね。今後においても同じかた

ちで、町民の皆さんが何を求めて来ているか

というのを、それぞれが判断して、本人が判

断できない場合は上司と相談するとか、また

我々にも相談するとか、いろんなかたちで今

後においても取り組んでいきたいと思ってお

ります。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

まず職員の意識の改革、向上によって住民、

町民へのサービスも上がっていくと思います

ので、引き続き取り組んでいただきたいと思

います。
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最後ですが、検討事項等の答弁についてで

すが、確かに答弁の中には他機関との調整が

必要で時間を要するもの等もあります。でき

る、できないは別として、年１回の報告でい

たしかたないかなとは思うんですが、私が言

いたいのは、先ほどからも再質問しているん

ですが、検討事項と緊急を要するもの等は、

特に関係機関との調整に時間がかかるもので

はないので、すぐに対応できるものは議会の

場でなくても全員協議会等で報告すべきでは

ないかと思っているわけです。関係機関との

調整、先ほどやっている図書館建設の検討委

員会とかこういうことについてはすぐ報告で

きるものですので、今後これについては、ど

のように考えますか、担当課長。

○ 議長 喜久里猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

文書にして報告するのは年１回とさせてい

ただきたいと思いますが、先ほど玉城議員が

おっしゃったように、すぐに実施できるもの

については、各担当課が各議員さん個人に報

告しているものもございます。その点につい

ても先ほどありました議員全員協議会などで

報告できるものについては報告をする方向で

検討していきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

ぜひその方向で取り組んでいただきたいと

思います。これらの他に議場における議員の

一般質問は年間相当な件数に及んでいるわけ

ですが、中には行政執行において建設的な提

言も少なくありません。一般質問は地域住民

を代表する議員の活動にとっては最も重要な

ものであります。その代表機関である議会で

行った答弁には責任を執行するのも当然の措

置ではないかと私は思っております。そうす

ることによって執行部の信頼も高まり、町政

運営の一躍を果たすことにもなります。議会

答弁の調査して検討する、考慮する、関係機

関と調整し報告する等の答弁には、今後とも

責任をもち対応していただきたいと思いま

す。

最後になりますが、町長の答弁をいただい

て私の一般質問を終わりたいと思います。

（13番玉城安雄議員降壇）

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今の質問にお答えしますが、今はＦＭで、

この一般質問が全て放送されます。だいたい

の町民はお聞きしています。それに役場職員

としても責任をもって、いま議員から指摘が

あるようなかたちで対処するものについては

早急に対処するかたちで、それぞれの議員さ

んがいろんな地域の意見が反映できることを

実現するためにも我々と一体となってやるこ

とが望ましいと思っておりますので、今後に

ついても前向きに早めにできるものについて

は早めに、いろんなかたちで進めてまいりた

いと思います。

○ 議長 喜久里猛

これで13番玉城安雄議員の一般質問をおわ

ります。

次に、１番棚原哲也議員の発言を許します。

（１番棚原哲也議員登壇）

○ １番 棚原哲也議員

おはようございます。本議会には私の方か

ら４点ほど質問いたします。まず第１番目に、



- 19 -

台風襲来後のイーフビーチの砂の飛散対策に

ついて。毎年夏場の台風襲来時にはイーフビ

ーチの砂の移動が激しく、また隣接するイー

フ商店街全域に飛散し特にイーフビーチ入

口、東家及び公共駐車場、アイランド側のビ

ーチ入口付近が砂の推積が顕著にみられる。

(1)台風の襲来の度に数日間にわたり重機

を投入し整備しているが１回に費やす費用は

いくらかかっているか。

(2)根本的な砂の飛散対策が必要だと思う

がその目処はついているか伺いたい。

次、２番目に、町有財産（施設等）の利活

用についてでございます。

(1)仲原家は修復完成後１年４カ月経過し

ているが利活用されている形跡が見られない

が活用実績を伺いたい。

(2)整備修復後、民間企業が借用使用して

いる仲里漁港真泊ターミナルの利用実態を伺

いたい。

次、３番目に、海洋深層水の利活用につい

て。海洋深層水温度差発電の実証実験終了後、

深層水の揚水増量施設の年次的な整備の目処

はついているか伺いたい。

前の仲原家の方から、これ３番目でござい

ます。

次に４番目、最後になります。泊フィッシ

ャリーナの現状について。泊フィッシャリー

ナはポンツーン（浮桟橋）及び台風時等（荒

天時）に船を陸揚げ保管するヤードが手狭に

なっている。管理者である町へ申請している

利用者間で利用する場所についてトラブルが

あると聞いている。現状を確認して船置場、

駐車場を増設する必要があると思うが、管理

者としての町の方針をお伺いしたい。以上で

ございます。よろしくお願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

１番棚原議員の質問にお答えします。１つ

目に、台風襲来後のイーフビーチの砂の飛散

対策についてであります。

(1)台風襲来後、砂の除去及び敷き均しに

関する費用については、砂の飛散状況によっ

て違いますが、作業は３日程度で、重機使用

料、作業員費など約30万円程度となっており

ます。

(2)飛散対策についてでありますが、即効

的な有効手段は確立しておりませんが、長期

的な視点にたった場合、防風林の植林及びグ

ンバイヒルガオなど飛散対策が有効かと思わ

れますので、その際には、隣接するホテルと

の調整も必要になります。

２点目の町有財産（施設等）の利活用につ

いての質問でありますが、(1)仲原家ついて

は真謝集落散策など観光利用、テレビ番組取

材などに活用されております。現在、常時活

用できるように空調やＩＴ機器などの内部設

備を整備する方向で国、県と調整中です。

(2)真泊ターミナルでは、マグネシウムを

活用した防災用ライトを製造しており26年度

は約７万個の出荷実績となっております。現

在、外装機能等の変更作業に伴い製造が中断

していると報告を受けています。

３点目の海洋深層水の利活用についての質

問でありますが、海洋温度差発電実証試験は

今後、実用化に向けて１MWの出力試験を目指

しています。この出力試験には日量10万トン

の深層水を必要としており、2020年開始を目

処としています。しかし揚水増量のための管
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工事だけでも約80億の費用がかかることか

ら、現在、補助メニューを含めどのような事

業を活用するのかを産学官連携の国際海洋資

源・エネルギー利活用推進コンソーシアムで

検討中です。

４点目の泊フィッシャリーナの現状につい

てでありますが、フィッシャリーナの駐艇場

には、普通船及び大型船の合計28隻陸揚げが

可能となっております。夏場のオンシーズン

にはフィッシャリーナの利用船が40隻を超え

る場合があり、台風の襲来時には駐艇場所が

足りず、車両走行帯や船揚場まで利用してい

る状況にあり、場所の取り合いがあったとの

報告を受けております。問題となっています

のが、故障船等の放置による駐艇場所の占拠

があげられますので、まずは放置船の所有者

に連絡を取り、隣接する町有地などへ移動を

促しているところであります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

ただいまの答弁につきまして再質問を行い

ます。まず、イーフビーチの砂の飛散対策で

ございます。ただいまの答弁で３日程度で30

万円ほどかかっているということでございま

すが、今年の台風９号襲来のときには約７日

かかっております。重機の台数も多く導入し

て、それから砂を運ぶダンプ等々、その機器

も多く投入しております。これからすると３

日で30万円ということでありますが、７日間

要して台風９号の時には砂の移動等を行って

いますので、これは70万円から100万円程度

１回でかかっているのではないかと思いま

す。

それから、飛散対策でございますが、防風

林の植林及びグンバイヒルガオなどを植えて

対策するということなんですが、先ほど説明

しました台風９号の作業のときに、字イーフ

の有志の方々が植林したモクマオウ、それか

らヒルガオもだいぶ広がっていました。それ

からアダンの木、これも植林して根がついて

るものまでその時に取り除いて、その後から

植林はしてあるんですが、アダンについては

ほぼ枯れるような状況にあります。地域と相

談しないで業者がやってしまったんじゃない

かと、区長の方も非常に嘆いております。こ

ういう対策については、飛散対策に一生懸命

になっている地域と連携してやっていただき

たいと思います。

それから、イーフビーチ、非常にきれいに

ビーチクリーナー等を入れて整備して非常に

きれいなビーチにはなっていますが、浜自体

が東屋から久米アイランド側の西側、それか

らイーフビーチの東側境界から東側の海岸を

見てみると、砂浜自体がイーフビーチホテル

の前面の半分しかございません。あれが元の

イーフビーチの状況で、このイーフビーチホ

テルの前面も上の方からホテルの壁から半分

ぐらいはもっと嵩上げといいますか、盛り上

げて植林、モクマオウを植えるとか、グンバ

イヒルガオ、それから一番効果的なのがモン

パの木ですね、ミーカガーギといいますか、

これは旧仲里村がトクジムの海岸に植林して

非常に成長しているのがございます。またこ

れは実がつくと自然に種が落ちて、自然にど

んどん広がっていく、そういう性質のもので

もありますので、ぜひ担当課で検討していた

だきたいと思います。

最後に、飛散の件で、これは昨年も奥武島
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の西海岸、イーフビーチの砂の問題で取り上

げまして、県の漁港漁場課、そこへも直接要

請にも行きました。その時に潮流の調査、海

流の調査、費用について県の担当課も前向き

に国と調整するということも述べております

ので、イーフビーチの海面から供給されて上

に上がる砂、これが毎年飛散して海面につい

ては裸足では歩けないような状況になってい

ますので、海底から砂が上の方に浜に供給さ

れないような対策を、これはやっぱり専門家

の調査を入れて対策をとらないといけないん

じゃないかと思いますが、これについて担当

課のご意見をお伺いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

お答えいたします。まず台風９号の砂除去

に関する費用でございます。こちらの方は作

業日数として８日間かかっております。投入

した重機ですが、パワーショベルの方が02タ

イプ、04タイプの２タイプございまして、こ

ちらの方と、あとホイールローダー、一般的

にタイヤシャボといわれるものなんですが、

こちらの方も大型と小型２タイプ使用してお

ります。そして砂の移動に関する４ｔトラッ

クを使用しておりまして、経費はトータルで

約75万円程度かかっております。この作業に

つきましては、台風９号の砂の飛散がホテル

まで飛んできておりまして、ホテルの方にだ

いぶ堆積しておりました。ホテルの方もその

砂の除去につきましては、ビーチ側の方に全

部降ろしていただいております。その降ろし

ていただいた砂をまた敷ならしを含めて作業

を行っております。

また、作業に際して、先ほど地域との連携

がなかったということですが、こちらの方は

地域の方とまず連絡すべきだったかと思いま

すが、その作業がかなり緊急性、相当な砂の

飛散があったということで大急ぎで取りかか

ったことで連携、連絡の方が行き届いてなか

ったと思います。こちらの方お詫び申し上げ

ます。

ホテルの前面の飛散対策でございますが、

台風の砂が飛散したあとに台風の状況につい

ての被害調査併せて、ホテルの関係者とも砂

の飛散対策について意見交換を行っておりま

す。ホテルの要望といたしましては、まずホ

テルからの景観の方がやっぱりホテルの一番

人気のポイントであるという中で、できれば

高木ではなくてグンバイヒルカオ等の植生を

希望しますというお話があります。モンパの

木、それから防風林につきましてはモクマオ

ウ等も検討しておりますが、なかなか成長ま

での期間を要するということで、まずはグン

バイヒルカオの植生を対応していきたいと考

えております。

面積につきましては、ホテルの前面の方に

なりますが、こちらの方がホテル両サイドに

あります、現存するグンバイヒルガオを直線

に結んだ面積と想定しておりまして、約8,20

0㎡、これがこの面積になるのかなと思って

おります。

海岸の保全、飛散によります海岸保全につ

きましては、商工観光課ではなくて県の管轄

になるかと思いますので、これは町の関係課

とも確認しながら今後の対策について取り組

んでいきたいと考えております。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員
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ただいまの説明の中で、ホテルと調整しな

がらやっているということなんですが、イー

フビーチにつきましては、前面のホテルのプ

ライベートビーチではございません。これは

町民が全体で使えるビーチということで、砂

の飛散についてもイーフビーチに直接テニス

コート、プールに飛散するのが非常に多いで

す。９号の時には何十センチもテニスコート

に積もって、重機を入れてビーチ側、外側に

出している状況でございます。その砂をまた

町の方で、先ほど説明がありましたように重

機を投入して横の方に避けて削ってしまった

と、こういうのが毎年大きい台風がくる度に

同じような作業をやっていますので、非常に

無駄な投資をして町の税金をつかってやって

いるんじゃないかと思っています。だからホ

テルの敷地内に入ったものを出したのであれ

ば、その高さ、ホテルの前面に積まれている

石の高さまでは残して、その上に植栽をしな

いと、下げたままで植栽してしまうと、台風

襲来時に大潮とかち合ってしまえば、そこま

で潮が上がってきますので、両サイドの現状

を十二分に確認して、ホテルからビーチへ降

りるには人が歩ける程度の通路があれば十分

かと思われますので、砂の飛散については、

ホテルの裏側のイーフ地区の商店街も３階の

屋上まで砂が積もる状況でありますので、そ

のへんホテルと調整して、その対策をすると

いうことで最後に記入されておりますけれど

も、ホテルだけじゃなくて字イーフの区長、

それから有志の方々と調整をして、ぜひやっ

ていただきたいと思います。これについて答

弁お願いします。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

植栽につきましては、あらゆる観点からそ

の飛散対策含めて検討しながら、またイーフ

地区の皆さま、それから関連する専門の方々

も含めまして植栽について今後進めていきた

いと思います。また海岸保全の部分の中では、

先ほども申し上げましたが、県もしくは町の

関係課含めて取り組んでいきたいと考えてお

ります。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

次に、町有財産の施設等の利活用について

でございます。まず１点目に、仲原家の活用

実績ですけれども、答弁の中ではテレビ番組

と取材などに活用されていると。今後空調や

ＩＴ機器などの内部設備を整備する方向で

国、県と調整中ということですが、仲原家に

ついては旧来の古民家の状態で修復して残す

と。そうして修復されたのが認められてとい

うか、テレビ番組等の取材が入ってるんじゃ

ないかと思います。これにつきまして、仲原

家の間取りからしても部屋が４つ程度区切り

されてございますが、そこに空調設備とかＩ

Ｔ関連の機器など整備する必要があるのかな

と、そういうものを整備して利活用される、

そういう状況にあるのかなというふうにちょ

っと矛盾するんじゃないかと思っております

が、これはぜひ必要なものでしょうか、お伺

いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

町長からも回答がありました施設の備品に

ついてですが、内部を常時活用したいという
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ことで、我々が事務局をしております海洋資

源コンソーシアムを含めて、大学の先生方が

一緒に活用したいということで検討しており

ましたが、やはり現在の状況では少し内部の

活用には少し難があるということで、ＩＴ機

器とか、空調関係を少し整備した方がいいと

いうことになりました。やはり今棚原議員か

らご指摘があったとおり、今の古民家の風情

を残したまま活用することが基本になりま

す。そういったＩＴ機器、超薄型のディスプ

レイとか、空調関係も目隠しをして木調にし

たり、そういった中の雰囲気を壊さずにやる

方向で検討しております。その中でＩＴ機器

の利用については、遠隔で講師の先生方に出

てもらうということも検討しており仲原先生

が成城大学に勤務して、創設メンバーとして

も係わっていたということもあり、大学の方

にもこういった遠隔機器ＩＴを使った遠隔教

育のかたちで何か活用できないかということ

を提案しているところでございます。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

ただいま室長から説明ございましたが、国

際海洋資源・エネルギー利活用推進コンソー

シアムで利用ということなんですが、これは

外国からも、国内からいろんな学者の先生方

がみえると思います。この仲原家を今の間取

りのまま会議に使うというのはちょっとどう

かなと。それよりはイーフの情報プラザ、あ

そこはほとんど設備も整っています。トイレ

も室内にございますし、非常に会議場として

はその情報プラザあたりを利活用した方がい

いんじゃないかなと思います。仲原家につい

てはいままでそんなにたくさん活用されてお

りませんが、この活用については再検討した

方がいいんじゃないかと思いますが、室長か

ら答弁お願いします。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

内外の学者含めていろいろ研修とか、確か

に情報プラザの方が適していると思うんです

が、仲原家については小規模な座卓の会議と

いいましょうか、小規模な会議で、そこで仲

原善忠先生という偉大な学者が、生まれた地

ということで、そのあたりの紹介も含めなが

ら活用も検討していきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

前にも活用方法について質問しましたが、

コンソーシアムで活用したいという答弁で、

今回も同じような答弁でございますが、町民

の方々は仲原家の側を通りながら、その管理

状況、１カ月前ほども草が結構伸びていまし

た。そういう管理もちゃんとされていないと、

活用されていないんじゃないかと、そう思っ

ている町民の方々がたくさんいらっしゃると

思います。今答弁にもありましたように活用

するんであれば管理もちゃんとやって、町民

の皆さんから使っているんだと認められるよ

うな管理活用をやってもらいたいと思いま

す。

次に、２番目、真泊ターミナルですが、こ

れも26年度は７万個の出荷実績となっていま

すと。これはマグネシウム電池です。現在は

外装機能等の変更作業に伴い製造が中断して

いると報告を受けていると答弁しています。

ターミナルビルにつきましても、だいぶ老朽
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化して防水から塗装、相当費用をかけて修復

して、このマグネシウム電池の組み立て等で

当初は20名から30名ぐらいの雇用効果がある

と説明を受けておりました。でもその後、現

場を見てみると３名から４名ぐらいしか働い

ていないと、実績が当初の説明と全然、その

実績になっていない状況でありました。これ

について、そこを借用している業者からは雇

用人数を増やすとか、将来的には久米島町の

雇用の増加に結びつけるような、そういう返

事がないかどうかお伺いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

今質問のありました将来的には20、30名と

いう話で当初説明会ではあったんですが、現

在のところ製造ラインを入れるために公庫に

融資を申し込んでいて、それが順調にいって

いないということを聞いています。その製造

ラインが整備されたあとには雇用を10名程度

を目処にして確保したいということを聞いて

おります。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

中断している、外装機能の変更等だと思う

んですが、これが完了して10名程度増やすと

いうことなんですが、やっぱり当初から説明

あったように20名、30名の雇用が生めるよう

な体制を業者の方にもお願いしてやってもら

いたいと思います。

深層水関連の雇用については今一番雇用が

多いのが、ウミブドウの養殖、それからポイ

ントビュールさんですか、については何十名

という規模で雇用されております。電池の組

み立てについても説明会を受けた時には非常

に久米島の雇用が増えると期待しておりまし

たので、ぜひその方も業者の方に要望しても

らいたいと思います。

次、海洋深層水の利活用についてでござい

ます。先ほど町長の答弁で、実用化に向けて

１MWの出力試験を目指していますと。これは

日量10万トンの深層水の揚水ということなん

ですが、１MWの出力を上げるには10万トンが

必要ということで、2020年開始を目処として

おりますとの答弁なんですが、現在行ってい

る温度差発電の実証実験、これは当初３年間

ということで県の予算も付いていると思いま

すけれども、答弁がございました平成20年を

目処にしているのであれば、この実証実験自

体が20年まで継続されるのか、県の予算も確

保できるのか、そのへんをお伺いしたいと思

います。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

現在、沖縄県で50KWの実証実験が行われて

います。この実験については今年度まで続く

んですが、その後国の委託で、これは佐賀大

学とＪＭＵという企業が共同で新たな機能試

験を行う予定にしています。これが平成28、

29年途中まで続くということを聞いていま

す。その既存の実験を行いつつ、次のステッ

プ、商業ベースに向けた次の実験１MWに持っ

ていくというロードマップを描いています。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

管工事で約80億円の費用がかかるという答

弁がございました。私も１回佐賀大学に見学
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にいきましたが、佐賀大学の規模のプラント

を整備するには150億円から200億円かかると

いう説明も当初ございました。80億円の費用

が揚水施設だけにかかって、それプラスメガ

ワットの発電を起こすには、そのプラントま

で必要だと思います。その150億、200億円か

けて、１MWのプラントをつくってやっても、

戸数にしてだいたい美崎地区の電力の需要し

かないということも聞いておりますが、それ

を導入するべきなのか、また別の再生可能エ

ネルギー、風力、太陽光も併せて検討してい

く必要があるんじゃないかなと。将来的に久

米島の電力を考える場合にそういうふうに思

いますが、この150億円から200億円かかる温

度差発電施設をぜひ導入しないといけないと

考えているのかお伺いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

確かに今説明のあったとおり取水管だけで

80億円、そして発電設備も合わせると150億

円近くかかるということを聞いております。

その中には更に複合利用のための各施設も入

っており150億円から200億円近くという数字

を出しておりますが、やはりメインとなるの

は、その温度差発電に使って後の深層水を更

に多段的に利用していって経済効果を出すと

いうことです。メインには久米島町の再生可

能エネルギーの海洋温度差発電をおきたい

と。更に他の再生可能エネルギー、太陽光と

か、風力とか、あと潮流発電とか、先月も日

曜日、夢の扉で潮流発電の特集をやっていた

んですが、ああいった発電装置も併せて、そ

のコンソーシアムの中でいろいろ議論してい

く予定なので、理想とする姿をつくっていき

たいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

最後に、泊フィッシャリーナの現状につい

てでございます。合計28隻の陸揚げが可能だ

と。それからオンシーズンには40隻を超える

場合があり、駐艇場所が足りないという答弁

がございました。駐艇場所が足りなくて現場

の方で利用者同士でトラブルが生じている

と、そういう報告を受けております。答弁の

中では故障船等の放置による駐艇場所の占拠

があげられます。放置船の所有者に連絡を取

り、隣接する町有地などへ移動を促していま

すと答弁がございます。

フィッシャリーナは夏場に行ってみると駐

艇場は全然足りません。船はおろしてあるん

ですが、台車を放置して、駐艇場が満配の状

態になります。またレンタカーとか、業者の

車とか、そういうものが駐車場に全然余裕が

ないと、置き場が足りないという状態になっ

ています。そういうことからしてフィッシャ

リーナの東側に、いま残土置き場として利用

されている用地、そこを整地しないと、その

ままでは使えません。あそこを整地して舗装

して駐艇場として、また駐車場も足りない状

況にありますので、その対策がとれないかど

うかお伺いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

お答えいたします。まず夏場に陸揚げする

際に場所が足りないという状況の中で、この

解消に向けて船の所有者といろいろと意見交

換を含めて話し合いを行っているところで
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す。先の15号台風の歳には職員のこちらの方

現場の方で待機して船の陸揚げの調整を整理

しながら実施したところです。こちらにつき

ましては15号台風のときの前回までの場所の

取り合いというのが緩和されたのかなという

ふうに思っておりますが、如何せんまだ隻数

に対して駐艇場所が少ないという状況にあり

ます。こちらの方につきましては、ご質問に

あった東側の方に町有地の残地がございま

す。町有地の面積につきましては、およそ1,

600㎡ほど残っておりまして、そこはまだ不

陸されてない土地となっておりますので、ま

ずこちらの方に整地をいたしまして使用して

いない船、それから故障している船等を移動

して、まずは駐艇場の方に船を陸揚げしても

らう計画としております。その中で整備とい

うのが商工観光課の中で、そういうメニュー

はございませんので、関連する課の方で、そ

ういう駐艇場を整備するメニューがないかど

うかも含めて連携しながら、確認をとりなが

ら整備の方については検討を含めていきたい

と考えております。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

現場の方では利用者同士がいがみあって喧

嘩になるような状況までになっていると。県

管理のフィッシャリーナではあるんですが、

県から町が委託を受けて管理して、また再度

民間の方へ委託しておりますので、その再委

託を受けている方は個人では調整できない

と。行政の方で町の方でやってもらわないと

収集つかない状態まできていると。そういう

ことを訴えてますので、ぜひ町が中に入って

そのへんトラブルを起こさないようにやって

いただきたいと思います。これにつきまして

は答弁の方はよろしいですので、以上で私の

質問を終わります。

（１番棚原哲也議員降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで１番棚原哲也議員の質問を終わりま

す。

午前中は終わりたいと思います。

休憩します。（午前 10時52分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午後 １時32分）

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員の発言を許します。

（仲村昌慧議員登壇）

○ 12番 仲村昌慧議員

こんにちは、12番仲村昌慧でございます。

通告書に従いまして質問します。

第１点目、ショウキズイセンの群落につい

てであります。ショウキズイセンの群落につ

いては、空港入口より長竹松に向けて、かな

り多くの花が咲き好評であります。群落の規

模拡大については、５年計画でショウキズイ

センの増殖に取り組んできておりますが、群

落づくりについてどう進めていくかお伺いし

ます。

次に観光施設の整備について、久米島観光

は平成30年度に観光入客数を12万人目標にし

ていますが、島内の観光施設は充分に整備さ

れているか疑問であります。例えば、比屋定

展望台のシーサーが数年前の台風で壊されて

いますが、いまだに修復されていない状況で

あります。既存の観光施設は充分に整備され

ているか伺いします。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。
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（大田治雄町長登壇）

○ 大田治雄町長

ただいまの12番仲村昌慧議員の質問にお答

えします。まず１点目のショウキズイセンの

群落について、ショウキズイセンは木陰の方

が生育がいいので空港入口から長竹松並木に

増殖をしている群落の規模拡大を図ります。

今後は、シンリ浜公園周辺、パークゴルフ場

周辺の群落づくりを検討していきたいと思っ

てます。球根につきましては、町の苗畑に植

えて増やしています。移植後に更に増殖の為

に球根づくりを行います。

続きまして、２点目の観光施設の整備につ

いてであります。観光施設の管理については

指定管理及び町の直接管理となっておりま

す。比屋定展望台は町管理となっており、シ

ーサー１体の毀損については、再設置に向け

制作した職人に見積りを依頼したところであ

りますが、製作者が既に引退しており、同じ

タイプの物が製作出来ないことから、一対は

違うタイプを設置するのか、あるいは一対を

制作して設置するのかを検討しているところ

であります。

その他の観光地の公衆トイレや草刈など清

掃や補修等については、適宜行うことにして

おります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

ショウキズイセンの群落について再質問し

ます。その前にショウキズイセンとは彼岸花

の中の黄色い花を咲かせるのがショウキズイ

センであります。旧具志川村では平成７年か

ら９年にかけて３万個の球根を植えて花の群

落を作りました。当初非常に綺麗に咲いて観

光客、それから島民からも好評でありました。

しかし、年月が経つにつれて花数が少なくな

ってきました。おそらくその原因は植えた場

所の土が硬いのと先ほど町長からも答弁にあ

りました木陰の中で育つ環境であるというこ

と直射日光が当たりすぎて花が咲かなくなっ

たのではないかと思われます。

そこで私は提案をしまして平成18年でした

か空港入口から長竹松並木の松の木陰の方に

植栽した方がいいのではないかということを

提案しまして、平成18年から前田端課長が環

境保全課のときに、そこに植えました。３、

４年経って非常に綺麗に咲いています。その

後も、このショウキズイセンの群落のもっと

規模は拡大してほしいということで、平成24

年にも提案しました。そこで歴代の環境保全

課の課長の佐久田課長も球根を配して、今進

めているところであります。歴代環境保全課

長には非常に敬意を表します。しかしながら

まだまだ群落づくりが不十分だなと思ってお

りますので、今後ともこの規模拡大について

はもうちょっと構想をたてて十分にどうする

かということを決めてやっていただきたいな

と思っています。ただこの答弁にあります私

はよくこれまで相談を受けますが、どこに植

えたいが、植えていいですかといったときに、

あちこちに植えるんじゃなくて一箇所に集中

して、その育つ環境を決めて集中してインパ

クトのあるショウキズイセンの群落、名所づ

くりをしてほしいなというふうに提案をして

きましたが、これは提案の中で、私はシンリ

浜の旧キャンプ場ですか、非常に良いところ

ではないかと将来そこにもしできればショウ

キズイセン祭りもできるのはないかと場所的
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にも思っておりますので、そこは僕は提案し

ました。しかし、この中でパークゴルフ周辺

にも植えたいと、それに対しては私は疑問だ

と思っています。さっき言いました直射日光

が当たると、またあちこちに植えるんじゃな

くて一箇所に集中して植えてほしいので、そ

こを考えて今後進めていただきたいなと思っ

ておりますが、町長その件についてどのよう

にお考えなのか、そしてショウキズイセンに

ついて、私は高里町長、そして平良町長にも

これまで２回質問してきました。大田町長は

ショウキズイセンについて、どのような認識

をもっているか、そこも含めてお伺いします。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ショウキズイセンについては、旧具志川村

時代から取り組んでいるのは事実でありま

す。合併してから、増殖については環境保全

課、担当課を中心に増殖しておりますが、今

のパークゴルフ場の計画については、これ担

当課の方としては、そこに沢山のお客さんが

集まるということでのもので、より多くの方

々に見学できるようなかたちでの提案だと思

っておりますが、思いとしては今おっしゃる

ように、長竹松並木一帯、そしてシンリ浜方

面これが砂地に適しているかどうかというの

は今後やってみないとわからないですが、極

力、集中的に箇所を絞ってやるべきかとは思

っております。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

ちょっと花の名称づくりについて、私の提

案をしたいと思います。まず沖縄県では１月

に「名護のさくら祭り」があります。それか

ら３月には「東村つつじ祭り」があります。

この東村のツツジ祭り、実は当時の村長が

乱獲されて無くなっていくツツジを山に返し

たいということで始めたのが、この東村の今

のつつじ祭りに繋がってきているということ

であります。それから非常に４月、５月にな

りますと伊江島のテッポウユリ、本当にこれ

迫力あって見事です。私も何回か見に行きま

したが、これも伊江島の方々が一生懸命取り

組んで今まで続いてきているものでありま

す。それから５月、６月に本部町にある饒平

名のお婆ちゃんがこつこつやってきたアジサ

イが非常に有名な観光地になりました。それ

から外国においてはオランダのチューリップ

畑これも有名です。そして北海道のヒマワリ

畑、実はこのヒマワリ畑は1979年に北海道の

農協の職員がヨーロッパを視察して帰りの飛

行機の上から見たヒマワリ畑の美しさに感動

して、それを帰ってきてから熱っぽく語った

ことから始まったと言われております。それ

から北海道にもう一つありますね、ラベンダ

ー畑これも有名です。宮崎県のコスモス畑、

それからナノハナ畑、そういったのが国内で

は非常に有名です。

この久米島のショウキズイセン実は彼岸花

が赤いのは埼玉県に300万個の球根が咲いて

非常に有名らしいです。黄色いショウキズイ

センが、これだけ群落があるというのはおそ

らく日本では久米島が一番多いだろうと言わ

れています。このショウキズイセンは今言っ

た国内、国外の花の名所に匹敵するぐらいの

名所になる可能性があるということを沖縄大

学の山門先生は以前から、このことを言って

いました。
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ぜひこの群落を進めてインパクトのある群

落づくりをしていただきたいなと、私はその

中で、あちこちから名所づくりの中で、よく

相談を受けるのはサクラの名所づくりの相談

が一番多いらしいです。しかしサクラは日本

あちこちにあります。他所にないものを、ぜ

ひ進めていただきたいなと久米島は他所にな

いこのショウキズイセン、非常に久米島の強

みであります。これを使った花の名所を作る

ことによって、県外から沢山の観光が増える

ものと思っています。

平成17年でしたか、だるま山に綺麗に咲い

ていたときに広島県から夫婦２人がわざわざ

これだけを見に来たと本当に久米島来て良か

ったなと感動して帰ったのを覚えておりま

す。非常にインパクトを与えるものと思って

おりますので、これをぜひ進めていただきた

いなと。

それから９月３日の「球美の日」に イー

フ情報プラザで講演をしていただいた折戸先

生の講演の中で久米島は観光支援が沢山ある

と非常に宝物がいっぱいあると、その中でい

ろんな宝物を紹介しておりましたが、先生の

方から久米島のショウキズイセンのことを紹

介されておりました。僕も非常にそのときに

今後非常に可能性があるなと思って期待して

おりますので、その中で空港からの入口、非

常に綺麗に咲いていたと感動したということ

を述べていました。

しかし年々入口の方が花の数が少なくなっ

ています。それはどうしてかなと思ったら、

やっぱし向こうは土が硬いのと雑草があまり

にも多く茂っていることだと思っております

ので、そこは予算かけて、入口の方は非常に

重要な場所だと思っておりますので、予算を

かけてもいいですから、そこをちゃんと整備

して非常にインパクとのある花の名所とし

て、そこを整備できないかどうか、そこを町

長お答え願いたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの箇所については担当課の方と十

分協議しながら今はえている物を取って新た

に耕起して、ほぐして植えるのか、このへん

はまた協議して進めていきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

先ほど町長からショウキズイセンは砂場に

適しているかどうかということで、今からこ

れもまた調査しなければいけないということ

でありましたが、実は、私もそこシンリ浜の

方、試験的に２カ年前に植えています。まだ

結果として自分の思うような結果が出ていな

いので、そこに植えるのは、ちょっと心配な

ところがありますが、あと暫くそこの結果を

見ながら。場所としては非常に良いところで

す。ただそこで育ってくれれば久米島の非常

に名所になる可能性があると思っております

ので、そこも含めて検討していただきたいな

と思っています。

それからですね、町長、平成16年でした僕

がこのことについて質問したときに、ちょう

ど11年前の９月議会この場で質問しました。

根路銘邦明先生が発表したがんに効くという

ことで紹介しましたら、たまたまそのときに

根路銘先生が久米島に来て、町長が当時、産

業振興課長だったときに案内したということ

でありました。私はそのときに非常に期待し



- 30 -

ておりました。もう10年経って産業として久

米島にもそういう可能性があるなと、島おこ

しの可能性があるなと期待しておりました

が、その後あまり進展がなく、今まで進んで

きましたが、実は、７月の下旬に、この職員

がきて久米島の栽培の状況を視察にきまし

た。産業振興課長と一緒になって、そのとき

にお話をしましたが、産業振興課の方から、

今後のこの栽培への可能性について、どのよ

うにお考えなのかお伺いします。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長仲村渠一男

ただいま仲村議員からお話があったとおり

７月28日に名護市にございます生物資源研究

所の方から研究員が調査に来ておりました。

その研究所のお話によりますと、従来からこ

の沖縄に自生しているこのショウキズイセン

そしてキョウチクトウの成分には高い抗がん

活性が認められるということなんですね。た

だこの２つの植物はいずれにしてもまた毒性

を持っていますので、その毒性を除く工程を

へてその成分を抽出してそれを抗がん剤に使

う研究がずっと長年行われてきております。

その研究結果の第２段の発表が９月中に行わ

れるということで、それに併せてその後の展

開を見据えて、その分布状況はどうかという

調査に来ておりました。そのショウキズイセ

ンから抗がん活性の成分を抽出して、この健

康食品あるいは生薬そして医薬品に使ってい

く、この段階を経ていくわけですが、いずれ

にせよすぐに日本国内で健康食品として販売

することはできません。これは薬事法の関係

があってできませんが、今、根路銘先生のと

ころは米国企業のＫＤＳＬ社という会社がご

ざいますが、そこと提携をして健康食品とし

て販売することができる外国を調査して、そ

こに向けて商品化をしていこうという計画で

今進めているようでございます。

商品化に向けた作業が進んでいきますと、

当然、何処かの農家と契約して栽培しなけれ

ばいけないということになりますが、そこは

久米島しかないと思っております。ただこれ

が農業のひとつの作物として地域資源とし

て、じゃあどういった、どのぐらいの収量が

でて、どのぐらいの単価であればひきあうの

かとうようなのはまだ未知数でございます。

芋が取れるようになるには２、３年ぐらいお

そらくかかるだろうと思いますし、あと生育

場所の特性これは日陰がいいだろうというこ

とと、そして自生しているところを見るとだ

いたい島尻マージの赤土の所か、国頭マージ

の所が多いようですので、そういった適性地

の部分とか、そういったことをこれからいろ

いろ情報収集をしながら、できれば地域資源

として活用して久米島町のひとつの産業とし

て育てていくことができればいいなと思って

おります。この根路銘先生の所ににおいても

やっぱりどこか地域を決めて地域で生産委託

をして作ってもらって、できれば製造ライン

をその地域に作りたいという意向をもってい

ますので、できる限りのことは提携をしてや

っていきたいと思っております。

それから環境保全課の方は景観作物として

苗の確保でございますが、産業振興課として

は将来の産業振興化に向けての苗の確保です

ね。今年度末ぐらいからでも畑を確保して取

り組んでいけたらと思っております。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。
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○ 12番 仲村昌慧議員

町長、実は先ほど伊江島のテッポウユリの

ことを話しましたが、実は伊江島にもう一つ

日本一のがあるんですね。平成16年に静岡県

で行われた浜名湖花博覧会において世界のハ

イビスカス展として出品されたハイビスカス

約200種類500株いただいて栽培して、それか

らそれに取り組み初めてきたんですね。しか

し４年間で平成20年の４年間で名実共に日本

一のハイビスカスの島として村内外にアピー

ルすることができたということであります。

やろうと思えば短期間でできるんですね。私

は、平成18年に提案しました長竹松並木に植

えましたわずか３、４年でこの長竹松並木が

今の状況にこの花の名所としてできるように

なりました。私はそれでもまだまだ不十分で

すので、本当に20万、30万個そして埼玉県に

ある将来300万個のショウキズイセンの群落

ができればいいなと思っております。

ほんとに、この基本計画の中にちゃんと位

置づけをしてこれをやっていただきたいなと

思っております。町長やろうと思えば花の場

合は数年でできると思いますので、ぜひそこ

もやっていただきたいな、再度、町長の答弁

をいただきたいなと思っております。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えしますが、株の増

殖についてはかなり期間を要するかと思いま

すが、この種は鹿児島の指宿市の方にもある

のを私確認しました。そこ等から導入できな

いかどうか、農家を通して、今おっしゃるよ

うに久米島の名所になるようなかたちで頑張

っていきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

さっき申し上げました、実は量、久米島沢

山あるんです。おそらく日本一じゃないかな

と自生地にも沢山あります。少し人間が手を

加えて自生地から取るということは非常に抵

抗あると思いますが、人間が手を加えて増や

すことも大事だと思っております。本当に他

所にない久米島、非常に宝を持っております。

これ非常に強みであります。ぜひこれやろう

と思えば早い時期にこれは実現可能だと思っ

ておりますので、ぜひこれを進めていただき

たいなと、種からも増やせますが、種から増

やした場合は相当年数がかかります。それも

平行して増やしてほしいなと思っておりま

す。ぜひ、インパクトのあるショウキズイセ

ンを作っていただきたいなと。

実は僕30年前にＵターンして帰ってきまし

た。友人に連れられて自生地のショウキズイ

センが咲いているところを見ました。非常に

感動しました。因みにこのショウキズイセン

の花言葉「決して忘れない」ということだそ

うです。インパクトのあるショウキズイセン

の群落を作って観光客に対して、島民に対し

て決して忘れない感動を与えてほしいと思っ

ております。ショウキズイセンについては、

これで終わります。

次に観光施設の整備についてであります。

比屋定の展望台のシーサーが台風で壊されて

から相当の長い年月が過ぎました。これまで

町民からも修復してほしいという要望もあり

ましたが、これまで未だにこれが直されてい

ない状況であります。いつ頃からこれ壊され

たかこれ確認できますか、担当課長、答えて
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ください。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

お答えします。比屋定展望台の整備につき

ましては平成15年に行われております。展望

台に向かって左側のシーサーの方になるかと

思いますが、落下したのが平成何年かという

のがちょっと確認取れていませんが５年、６

年ぐらい経ているかと思います。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

かなりの年月が経っても要望してもなかな

か手をつけようとしない。そして要望したら

予算がないとか理由を述べる。町民の方から

観光客からシーサーは２体あって一対じゃな

いですか、久米島のシーサーは１体ですが何

か意味があるんですか。という質問があった

そうであります。いや、これは台風で壊され

て今そういう状況にありますよということで

説明して、その後もそのままの状態でそれか

ら何年か経って、また同じ質問をされたそう

です。そして同じような回答をしたんですが、

なかなかそれがそのまま放置されている状況

であります。

私は町民からそういった細かいところにつ

いての要望があった場合に担当課の方に相談

しにいきます。しかし何回も相談しても解決

できない場合には回答がでない場合にはこの

ようにして一般質問にでも出して皆さんの考

えを質していくことにしております。今回も

その年月が経ってできなかったいろいろな理

由は述べているんですが、やろうと思えばで

きるんですよね本当は、質問してから今やっ

ているんですね。だから言われない前にやっ

てほしいなと、観光客に言われるのは非常に

おかしいですよという町民の指摘にもありま

したので、そこのところは早めにやってほし

いなと、先ほどの職員の対応についても町長

は村民から相談を受けたものに対しては、ち

ゃんと納得がいくように答えて対処してほし

いということを職員にも話しているというこ

とをお聞きしました。今後そういったことを

含めても早めに対応してほしいなと考えてま

す。町長そこのところ町長の方からお答えい

ただきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの件は先ほど申し上げたとおり制

作した方が島から離れていたという事情等も

ありますので、あとこの１体を除いて新たな

ものを一対としてやるか、このへん今年度中

にある程度方針を決めて早い時期に設置でき

るように検討したいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

まずそういう状況があって、ちょっとおか

しいなと思う場合には２体あってはじめて１

対ですので、それは暫くの間、修復できなけ

れば外してもらうか、そういう方法も考えら

れたらいいんじゃないかと思います。いずれ

にせよ観光客に対して非常に疑問を持たせる

ということは今後の観光にもまた影響してき

ますので、そこを気をつけていただきたいな

と思います。

それからもう１点、比屋定バンタにおいて

最近、駐車場の線が消えてますね。消えてい
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ることによって車がもう乱雑に止められたり

そういう見苦しい面がありますので、そこも

早めに線引きもしていただきたいなと思って

おります。

それとまたもう一点ありますが、当時、展

望台の方に望遠鏡があって、それは民間から

設置したものと思いますが、非常に望遠鏡が

あるということは好評でありました。行政と

しては設置はちょっと難しい面もあるかも知

れないんですが、民間でできるかどうか、そ

こも望遠鏡の設置も検討していただきたいな

と思っておりますが、いかがでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

それではまず望遠鏡の設置が可能かどうか

というところなんですが、確かに以前そこの

売店を管理している方が設置していたかと思

います。今現在ないということで、あと民間

の方ができるかどうかというところを含め

て、今の展望台を管理している方、もしくは

どなたか希望する方がいれば、それは柔軟に

対応して設置できるようなかたちで調整はし

ていけると思いますので、よろしくお願いい

たします。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

町民からこうした相談があった場合には速

めに対応してほしいなと思っております。そ

れから今苦言でありますが、ひとつ町長、町

民の対応について僕は非常に褒めたいことが

あります。実は今年、採用された職員だと思

いますが、非常に対応が笑顔で接してくれる

し、何時もネクタイを付けて、そして朝早く

出勤時間は人より早く来て、周囲のぞうきん

掛けをしたり、それでちゃんと掃除をしたり

仕事に備えてやって非常にあいさつもよくし

てくれるし、非常に感じが良くて、私は８月

の決算監査のときに、そのことを褒めました。

ぜひこの職員が初心を持って非常にやる気が

ありますので、実は職員の意識改革は課長ク

ラスみんな含めて、この職員に見習ってほし

いなと思っております。

この前の９月３日の折戸先生の講演の中で

久米島観光12万達成に向けて今頑張っている

ところでありますが、産業観光振興計画を策

定して４月からまた商工観光課が独立した本

気で観光振興していこうという姿勢が伺える

ということをおっしゃっておりました。ぜひ

この12万達成ができることを願って、私の一

般質問を終えたいと思います。ありがとうご

ざいました。

○ 議長 喜久里猛

これで仲村昌慧議員の一般質問を終わりま

す。

（仲村昌慧議員降壇）

次に５番宇江原総清議員の発言を許しま

す。

５番宇江原総清議員。

（宇江原総清議員登壇）

○ ５番 宇江原総清議員

５番宇江原総清です。私は３点質問をいた

します。第１点は鳥島射爆場の早期返還につ

いてであります。今年８月は、広島、長崎の

原子爆弾投下から70年を迎えました。被爆者

多数死亡又は長年原爆病で苦しむ中、アメリ

カと日本は被爆の実体を隠蔽偽装改ざんをし

てきたんです。８月12日にも、うるま市沖で

米軍のヘリが墜落しました。キャンプハンセ
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ンや沖国大でのヘリ墜落事故も詳細は、明ら

かにしないままであります。

特に、キャンプハンセンや沖国大墜落ヘリ

には、放射線物質のストロンチウム90が使わ

れていたと、搭載されたと言われております。

それでもアメリカ軍は「放射能汚染はない」

と発表されております。日本政府はアメリカ

の追随体質をもっています。鳥島射爆撃場に

劣化ウラン弾を打ち込んだ際にも、学者等が

高濃度の放射性物質を検出したとマスコミ発

表したのにかかわらず、アメリカ軍は「人体

及び環境への影響はない」と発表しておりま

す。そして、今なお、アメリカ軍は、鳥島射

爆撃場で実射訓練を続けているのが実態であ

ります。

町長に伺います。１つはアメリカ、日本政

府は、隠蔽、偽装、改ざんの体質だと思って

いるのか。

２つ目は鳥島射爆撃場を中心とした地域の

放射性物質検査を矢ケ崎克馬氏に調査依頼す

ることを考えていないか。

３つ目は、私は、町民の生命、身体、健康

のことですが及び財産の保護の責め、責務は、

町長にあると思うがどうでしょうか。

第２は、久米島一周線の謝名堂から泊間の

拡張工事についてあります。同道路は、10年

程前から道路拡張の抗打ちがなされ、2009年

８月31日に当時の町長が通り会立ち会いのも

と、私も一緒でしたが、86パーセントの地権

者の同意書を添付した陳情書を県土木建築部

長に手交しました。

町側は2014年９月４日に南部農林土木事務

所長に、同年10月24日に道路街路課長に事業

採択と早期着工を要望したとの事でありま

す。そこで町長に伺います。その着手時期と

道路の構造、例えばエコ道路になるのかとい

うことであります。

第３は、ふれあい公園の護岸改修、浦地川

の大田橋の拡張についてであります。ふれあ

い公園は何度か越波をして大きな被害を受け

ております。私は、その原因を同公園一帯の

コンクリート護岸の工法と大田橋のボトルネ

ック及び浦地川の狭隘にあると見ておりま

す。

又、浦地川のクメジマボタルやキクザトサ

ワヘビの固有種を国指定の天然記念物にする

ことや全国ホタル研究会久米島大会をめざす

ためにも、ふれあい公園の護岸改修、浦地川

の大田橋の拡張が必要であると考えておりま

す。加えて、久米島交番を移転させる。例え

ば、旧新生ホテル敷地を活用することも考え

ていいと思いますがどうでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

５番宇江原総清議員の質問にお答えしま

す。まず１点目の鳥島射爆撃場の早期返還に

ついて、１つ目に久米島町に対する日本政府

及び米国政府からの正式な報告や回答につい

ては、何も真実であるとして受け止めており

ますが、万が一、隠蔽、偽装、改ざんがあれ

ば、自治体として強く抗議してまいります。

２つ目に、毎年、日本分析センターに環境

調査を実施しております。調査内容は、大気

中の塵・土壌・海水・海産物のウラン分析と

空間放射線量の測定です。

昨年度の調査結果でも、いずれの項目から

も異常値は報告されておりません。また、町

独自でも、昨年５月に島の北側の海岸線を中
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心に、島内の空間放射線量の測定を行ってお

りますが、異常値は検出されておりませんで

した。ご質問の鳥島射爆撃場を中心とした地

域の放射性物質検査についてですが、ご存じ

のとおり鳥島射爆撃場への上陸をもとより、

島への一定距離以上の接近はできないことか

ら、調査は周辺海域に関するものとなると思

いますが、毎年の環境調査においても、海水

からの放射性物質は検出されていないことか

ら、現段階での周辺海域の更なる放射性物質

検査の必要性は少ないと考えております。今

後とも定期的に島内の空間放射線量測定を行

っていく予定であります。町の調査並びに毎

年の環境調査等で異常値が検出された場合に

は、専門機関に更なる調査を依頼したいと考

えております。

３点目の件ですが、当然、自治体の長とし

ては、住民の生命や財産を守る責務がありま

す。

質問の２番目、久米島一周線の謝名堂から

泊間の拡張工事についてであります。この道

路は、今年度に入っても、土木建築部長には

４月14日県庁で、土木整備統括監には７月15

日に町長室で直に要請しています。県として

は、「現在整備中の久米島一周線（イーフ線）

等の進捗状況をみながら検討していく。」旨

の回答がありました。今後もこの道路整備の

早期実現に向け、土木建築部へ要請行動を活

発にしていきたいと考えております。

次にふれあい公園の護岸の改修、浦路川大

田橋の拡張についてでありますが、ふれあい

公園の越波の原因がコンクリート護岸の工

法、大田橋のボトルネックが原因かは調査さ

れていないので特定ができませんが、平成23

年５月28日の台風２号や先日の８月24日台風

15号でも越波しましたので、護岸の改修や大

田橋の拡張等も踏まえて国や県に協力を求め

原因究明のため、調査をしたいと思えており

ます。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番宇江原総清議員

再質問をいたします。第１の鳥島射爆撃場

の件についてであります。町長、私が質問し

ているのは、広島、長崎への原爆投下、沖縄

県におけるヘリの墜落や鳥島射爆撃場におけ

る放射性物質等の問題に関して、アメリカは

歴史的に隠蔽、擬装、改ざんをしてきたんで

す。隠蔽、擬装、改ざんの国だと私は断言で

きます。具体的な事例を挙げますと、この原

爆投下当時、広島にいて、且つ軍医だった肥

田舜太郎氏は内部被爆の驚異、原爆から劣化

ウランまでの共著で、次のとおり証言をして

おります。1946年が開けて間もない頃、院長

から職員全員に対し広島、長崎の原爆被害は

アメリカ軍の機密であり、何人も被害の実際

について見たこと聞いたこと知ったことを話

したり書いたり絵にしたり写真に撮ったりし

てはならない、違反したものは厳罰に処すと

いう厚生大臣の通達があったので厳重に守る

ようにとの命令があったとしています。

また、次のことも述べております。1949年

広島にアメリカのＡＢＣＣ、これは原爆障害

調査委員会のことですが、これが開設された

被爆者を集めて被爆の診察、検査を行ったん

だけども治療は一切行っていないですよ。と

いうこと。そして死亡者は前進を解剖してほ

とんどの臓器をアメリカ本国へ送り研究資料

にするなど被爆者をアメリカのモルモットに
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されたとしていることや、アメリカのＡＢＣ

Ｃが原爆投下後２、３週間で死ぬべきものは

全て死んだと、喧伝をし放射能による長期に

わたる影響を完全に否定をしたことも語って

おります。

2004年に沖国大に墜落炎上したＨ60ブラッ

クホークの主回転翼にはストロンチウム90が

使われていると言われていました。しかしア

メリカ軍は、この時も放射能環境汚染を否定

しています。墜落時のテレビや新聞報道見た

ら、アメリカ兵等はガスや放射能の防御マス

クを着用し民間区域であるのにかかわらず警

察や消防が検証することさえ排除をいたしま

した。異様な光景であったわけです。

ストロンチウム90は体内に入るとカルシウ

ムと勘違いして骨の癌や白血病の原因になる

と言われています。このようなことからも日

本やアメリカ政府の隠蔽、擬装体質がわかり

ますが、町長に再び質問しますが、体感、感

触をもっているのかどうか伺います。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えしますが、この件

に関しては、私の認識不足もありますが、い

わゆるマスコミ等で報道されるもの、そして

現実の今久米島をこの鳥島射爆撃場のいろん

な汚染物質等の実態、これが皆さんが報道を

受けているものについては私どもは事実かと

いう思いで考えておりますが、ただいま久米

島の現実を見た場合に、特に放射線量におい

て測定値が全く出てこないというもの等と現

場の今のおっしゃるような状況と、ちょっと

ずれがありすぎるかなという思いでおりまし

て、専門的なものについては、また皆さんの

分析したいろんな資料を参考にしながら今後

に繋げていきたいと考えております。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番宇江原総清議員

久米島から全く放射線物質を検出されたこ

とはないんじゃないですよ。矢ヶ崎克馬先生

は新聞にマスコミに高濃度の放射線物質を鳥

島近辺から検出したと、こういう発表をして

いるわけです。そのことについて日本政府は

アメリカに何の反論もしておりません。その

ことを私は言っているんですよ。だからこう

いう疑問を持った学者先生方を調査委員の中

に入れて調査したらどうかということなんで

すよ。町長は、先ほど答弁にありますように

久米島町に対する日本政府及び米国政府から

の正式な報告や回答についてはいずれも真実

であると受け止めていると、こういうような

答弁としております。これこそが私に言わす

ればアメリカ追随そのものでありますよ。今

までの情報の積み重ね、あるいは放射線物質

とはなんぞやと、こういうことも総合的に勘

案しても、これは町長のこういう言い方はな

いであろうとこういうことです。

それから今から20年前の1995年12月と96年

１月の計３回、劣化ウラン弾1,520発を打ち

込んだアメリカ軍は劣化ウラン弾を謝って搭

載したとかアームストロング研究所の調査結

果で鳥島周辺への放射能汚染はないと、こう

いうふうに発表をしております。この件だけ

を見ても、まずアメリカ軍の隠蔽体質を読み

取ることができるわけです。まず計３回に渡

って劣化ウラン弾を打ち込んでいるのに劣化

ウラン弾とその通常兵器を間違って搭載する

ことはまずないです。放射能汚染については
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劣化ウラン弾に不発弾が多数残っていた場合

にもアメリカ軍は250キロの爆弾等の投下に

よって、その劣化ウラン弾等を誘爆をおこす

ということも十分考えられる。従って劣化ウ

ラン弾による放射能汚染はあると私は見てい

ます。

また実際に先ほど申しましたように琉大名

誉教授の当時、琉大教授でありますが矢ヶ崎

克馬氏は鳥島射爆撃場付近から高濃度の放射

線物質を検出したと、こういう発表をしてお

りますよ。そうであるならば日本政府、アメ

リカ軍はそれを否定する論拠を発表している

はずなんですよ。それもなされてない。そう

いうことであっても町長は日本やアメリカ政

府の正式は報告回答を真実というんですか。

再度伺います。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先ほども答弁しましたとおり、現時点での

環境調査については放射線物質が検出されて

いないのが、事実であります。前も申し上げ

ましたとおり久米島におけるある団体の皆さ

んの計測においても久米島においては現時点

で放射線量が全く数値内に入ってこないと沖

縄本島ではいくらかあるんだが、久米島は本

当に綺麗な島であるということをある団体の

代表の方が申し上げていました。それでもっ

て今島外からも久米島にいろんな保養に来た

りまた観光の皆さんも安心して来ているのも

事実でありますので、極端に私の口から久米

島こういう危険な状態にあるということは現

時点でも私の立場からは言えません。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番宇江原総清議員

この放射に関する詳しい研究者が言うには

一旦放射線は海水だったらそれに溶けて流れ

ていくと、半減していくと、そして常時そこ

の海水に留まるわけじゃないと、所々のホッ

トスポットに集まるであろうと、これは勿論、

放射線物質というのは、たばこの煙の20分の

１の微粒子だと言われております。しかしこ

れも一旦、撃ったらずっと流れてくるんじゃ

ないんですよ。風向きによっても違うとこう

いうことを認識しながら、ぜひ私が言いたい

のは日本やアメリカ政府の隠蔽等を明らかに

して放射性物質検査を公正公平にするために

は２点目の質問のとおり異なる意見をもった

矢ヶ崎克馬先生とかその他の専門家にも調査

依頼を求めるべきではないかとこういうふう

にしております。

なお、鳥島射爆撃場を中心とした地域での

放射線物質の調査に関して、私はこの我々の

島なんですよ。鳥島射爆撃場というのは、そ

れであるのに関わらず、ここは立ち入りでき

ませんよとか、刑特法に抵触しますよとか、

こういうことになったらおかしいなとこうい

う疑問をもっています。これについては答弁

は求めません。

そして私が言いたいのは町長はじめ、それ

から執行部の皆さんいわゆる日米地位協定な

どの行政協定というのは、そのほとんどが沖

縄県に適応されていると言っても過言ではあ

りません。その理由は国土のわずか0.6％の

沖縄県に74％の米軍基地があると、こういう

実態からしても沖縄県だけに適応されている

と言われても、しかたがないかなとこういう

のが我々沖縄における実態であります。

またドイツとかイタリア及び韓国における
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アメリカとの地位協定では環境条項等があっ

て自治体がきっちり立ち入って調査すること

も可能なんですよ。加えて日本では第１次裁

判権これがアメリカにあるということはいか

に沖縄県民が差別を受けているかと、こうい

うことなんですよ。本当に馬鹿にしていると

こういうことを我々考えないといかんです

よ。イタリアとか、ドイツ、あるいは韓国、

場合によってはイラク側も、こんな人権差別

をしたいわゆる行政協定、地位協定というの

はやっていないですよ。そういうところを勘

案すると久米島でも鳥島射爆撃場に今でも劣

化ウラン弾、場合によっては国連で禁止条項

となっている禁止規定されているナパーム弾

等が、これは確実に鳥島射爆撃場にも撃ち込

まれているんですよ。そういうことも許され

ていいのかと、こういうことで、私は沖縄県

民はアメリカにも日本国政府にも差別されて

いると、未だもって占領下にあるんですよ。

占領下ですよ。皆さん方もその条項をよく読

んでください。

そういうような状況からして、私は今、町

長が言われたようにアメリカや日本政府に対

して追随していくというものはいかがなもの

かとこういうことなんですよ。

それから３点目の町民の生命、身体、財産

に関することですが、町長は町民の生命財産

を守る責務があると言葉では言っていますけ

れども、全くもって私が聞くには軽々しい言

葉に聞こえています。この種の危機管理とい

うのは最悪の状態をして対応、対処すべきも

のであるということなんです。そういう意味

から、この今までの町長の答弁を聞くと全く

もって日本政府とかアメリカ政府の隷属です

よ。これは町長の責務である町民の生命、身

体、これは健康のことですが、財産の封戸を

これからはぜひ念頭において物事を見ていた

だきたいな判断をしていただきたいなと思っ

ております。私がなぜこういうようにいうか

と言いますと、久米島町は人口8,300人その

中に小児がんというのが５名おります。先だ

ってのテレビで放送で茨城県北茨城市そこは

人口44,000人近くですけれども、その中から

小児がんが３名発症しているということで喧

々諤々の論争になっているそうです。因みに

一般的に小児がんの発症というのは100万人

に１人から３人だと言われているんですよ。

このことからしてもいかに久米島町に小児が

んの発症が多いかということがわかります。

それに関して小児がんの件に関して町長どう

思われますか。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今議員がおっしゃる５名という数字が上が

ってきましたが、私の下にはその報告は今現

在受けておりません。これは追って確認をし

たいと思います。ただ、福祉関係と連携した

かたちの各健診等については、久米島町とし

ての他市町村とは別に劣っているとは感じて

おりません。やるべきものについては全てい

ろんな健診を奨励しておりますので、今の小

児ガンの５名という数値については、事実と

したら、私も今後この件については重要視し

て検討していきたいと思います。ただ、健診

については推進はしているんだが、なかなか

健診を受けない皆さんが結構多いというのも

事実でありますので、そのへん健診にもう少

し関心を向けた取り組みについて担当課と連

携してやっていきたいと思っています。
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○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

この資料に関しては、県が発行しているも

のに乗っかって、当町の福祉課から私は得た

資料であります。そして遺伝子検査、これで

もこれは発症とか、どういうふうに遺伝子が

引き継がれているかということも今は分かっ

てきているようです。

次に、第２の謝名堂から泊間の拡張工事に

関する質問ですが、県土木建築部への要請行

動を活発にしていくとの決意は評価いたしま

す。ただ、この区間の一周線というのは幹線

道路であり、生活道路であり、通学道路でも

あります。特に子どもやお年寄りが危険な道

路環境におかれているのが実態であります。

警察にも危険な道路実態を認識させて、町長

を先頭に通り会や警察共に早期改修工事の実

現を求めるべきではないかと思っています。

町としてはどう考えるか、また建設課長の意

見も求めたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの道路の件に関しては、私も新し

く県の職員が入れ替わった時点で、新しい職

員においても従来どおり要請しております。

限られた県も国の配分予算の中で、全国公平

に割り振りするのも一大仕事でありますの

で、私も今イーフ線とか仲泊の中央振興通り

とかいろいろ他の事業もやっておりますの

で、全てが久米島に集中できるわけでもない

し、優先順位を追って要望については継続し

てやっていきたいと思います。その他の補修

カ所もたくさんありますので、併せて今後に

ついても要請してまいりたいと思っておりま

す。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今町長の答弁にありましたが、執行部、上

の方々にはこういう状況であると要請はして

きたんですが、やっぱり現場サイド、道路街

路課という担当課に今年はそういうふうに攻

めていきたいと思います。ただ、前回の議会

でも答弁したとおり、平成12年の仮設計、い

わゆる宇江原議員がいう区有地されている、

そこの拡張は無理です、はっきり言って。そ

のへんをどういうふうにしていくかは今後の

協議だと思います。交通安全、歩道を大きく

するのかという今の事業メニューに則った整

備となると思います。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

課長が言われたとおり、10数年も前から区

有地を現在でも県が改修に手を付けないとい

うことは、私が聞いたことによれば、一部の

地権者が同意しないからであると聞きまし

た。これこそ県は上から目線なんです。私は

いじめだと思っております。場合によっては

町長、このことも含めて町長を先頭にして、

私も行かせるなら行きますけれども、抗議に

行くべきだと、こういうふうに考えているん

ですが、町長いかがでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

この件に関しては抗議というよりも、私は

もう少し要領よくいろんな角度から、いろん
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な手法で早めに取り組むような方法で考えて

いきたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

この道路というのはみんなが安心、安全、

快適に利用するのが基本ですよ、そのために

地域の多様な意見も聞く必要があるし、道路

というのは造らせばいいというものではあり

ません。今後の観光立島、立町としてもエコ

道路というのはぜひ必要なんです。そういう

ことからしても、そういったエコ道路を想定

して県に発案すべきだと私は考えています。

次に、第３のふれあい公園の護岸改修等に

関する再質問であります。私は台風日の８月

24日の午後にはふれあい公園に行きました。

その時でもふれあい公園と兼城港との潮位の

差がはっきりしました。ふれあい公園の海の

方が高くなって目視できるような状況であり

ました。また付近の民宿や商店では屋内も冠

水していたと。平成23年やそれ以前の越波で

も多大な損害を受けています。それでも町や

町民も含めてですけれども何も対処しようと

しない。

また、鳥島漁港の改修工事の際は、これも

僕は継ぎ接ぎの改修工事は駄目だと思ったん

ですが、やっぱりそういうような状況の中で

今回そこはより水位が、潮位が上がって、あ

わや写真館の近くまで押し寄せていると、こ

ういうようなことで潮が押し寄せたら出口が

小さいためにそのまま冠水のまま残ってまた

潮が押し寄せているのが漂流物等で分かりま

した。

この越波を漁師は、当時は小潮だったから

いいようなものの、大潮だったら大変だと言

っておりました。私はこの件で漁師も含めた

地域の方々と問題をよく話し合いボトムアッ

プして町のイメージを作成して、国や県に協

力を求めていくのが筋だと、こういうふうに

考えております。その際にはぜひ我々は宮城

県の松島等を議員で視察しました。その視察

結果にも書いてるとおり、松島、それから大

宜味村の塩屋海岸、真栄平当時の課長も行っ

て見ていますが、それに北谷の安良波海岸、

そういったところもぜひ参考にしていただき

たいと思います。

町長、自然を視察、観察したら、潮位の上

がり方、塩害の飛び方を抑止できると、こう

いうようなかたちの考え方、知恵が浮かんで

くると思いますけど、今いったようなことを

ぜひ参考にしていただきたいと思いますけ

ど、その海岸線の改修について町長のコメン

トをいただきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの兼城、そして埋め立て地一帯の

については、私もちょうどその台風の時は出

張中で、帰ってきてすぐ現場へ行きまして、

１日には南部土木所長に久米島の現状はこう

いうかたちで被害起きているということで電

話で申し上げたら、早速翌日には調査官４名

で来て、災害調査もやっております。

今後については、今のガラサー山の防波堤

をそのまま修復した方がいいのか、逆にそこ

を全部取って水流を流れを良くした方がいい

のか、そのへんもう少し専門的な分析をして

判断するべきかと思っております。これは検

討を、よく調査をしながらですね。

そして埋め立て地の排水溝から逆流してい
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るんですね、今、ヒューム管が２カ所、カル

バートボックスが１カ所の３カ所の受け口が

ありますが、それを１本化して、その仕切り

を付けた方がいいのか、このへんももう少し

専門的なコンサルの調査を入れて、今後その

排水を入ってきた水を強制的にポンプで排水

するような方法がとれないだろうかとか、い

ろんな分析をして今後に活かしていきたいと

思っております。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

今までこれはいいコンサルタントだなと思

っている業者も、何これと、僕に言わせれば。

自然を全く勉強しないで、結局はコンクリー

トで固めてしまう。こういうような事案を何

回も見てきました。そして私は皆さん方、失

敗を恐れるなということを言いたいと思いま

すが、私も先だっての８月31日に久米島学習

センター開所式に参加しました。その時にこ

れは通信でありますが、《田中てるみ》さん

のことを聞いた学生が書いてありますが、こ

う書いてあります。「批判から新たな発見を

し続けることでも自信に繋がるのではないか

と。田中さんは、人間にはやる人間とやらな

い人間がいると言っていた。何をやるにあた

って、例え失敗しても、そこから学べること

があるはず。迷ったらやる、これが一番大切

だと思う。この話を聞いて、自分もやる人間

でいたいと考えました。」これは私も含めて

みんなの肝に銘じたいなという言葉でありま

す。こういう通信がありましたので紹介して、

今後の行政、政治の参考にしていただきたい

と思っております。誰も最初から間違いはな

いということはあり得ません。そういうこと

を積み重ねながら成功にしていく過程を見つ

けて下さい。

（宇江原総清議員降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで５番宇江原総清議員の一般質問を終

わります。

次に、９番崎村正明議員の発言を許します。

休憩します。（午後 ２時44分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午後 ２時50分）

９番崎村正明議員の発言を許します。

（９番崎村正明議員登壇）

○ ９番 崎村正明議員

９番崎村正明でございます。３点ほど質問

いたします。１点目、儀間ダム建設に伴う改

修工事です。(1)儀間ダムから六本松まで、1

部改修工事は終了したようだが、維持管理は

どうなっているか伺いたい。

(2)山田橋から久米島電力前までの間は、

大雨が降るたびに川が氾濫しているため、拡

張工事やかさ上げ工事及び遊水池等の改修工

事が、是非必要だと思うが考えを伺いたい。

(3)下流側の吐口が堆積され水流が非常に

悪いため暫定的に浚渫工事はできないか。

(4)六本松から山田橋までの間の自然は残

すべきではないか。

次、２点目、儀間の農道土石流の原因は。

儀間からクリーンセンターや火葬場に行く手

前の道路側の間知側が大雨が降るたびに、今

にも崩壊しそうだが土石流で法面崩壊した原

因は何か。

３点目、農業用取水の設置は。字嘉手苅に

は、農業用取水施設がないため、農家の皆さ

んは渇水対策等に非常に困っています。取水

設備を設置する考えはないか。
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○ 議長 喜久里猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

９番崎村正明議員の質問にお答えします。

まず１点目、儀間ダム建設に伴う改修工事は

でありますが、(1)儀間ダムは、今年度完成

予定であります。竣工式典を来る11月19日に

実施予定です。質問にあります、六本松まで

一部改修工事は終了したとありますが、その

箇所は別事業の砂防ダム工事で平成８年度に

竣工していて、儀間ダム整備事業とは別事業

であります。維持管理は南部土木事務所で維

持管理を実施しています。

(2)(3)(4)について説明します。儀間川整

備事業の関連質問だと思われるので、一括し

て答弁します。儀間川整備事業については、

タイ原ダム建設中止に伴い、河川法に基づき

昨年度末に国へ申請した儀間川水系河川整備

変更計画が平成27年５月21日に認可されまし

た。県河川課によると「儀間川の改修計画に

ついては、現在進めている儀間ダムの治水効

果を検証し、緊急性等を考慮して事業採択に

向け検討していきたい。」と回答を頂いてお

ります。

２番目の儀間の農道土石流の原因は。につ

いてでありますが、儀間１号線の法面崩壊に

ついては、原因は、儀間ダム土取り場であっ

た造成面から雨水が１箇所に集中し流れたた

め、法面が崩れたのではないかと推測します。

その件に関しては、平成24年の集中豪雨で現

在の箇所から約100ｍ下側の法面崩壊し災害

工法で復旧した経緯もあります。ダム事務所

と協議中であります。今後の対応策として県

ダム事務所からは「現在は、造成面から雨水

や土砂が流れ出ないように築堤を施し既設排

水溝に接続したが、早急に法面工、排水工等

根本的な対策工事を行う予定である。」と報

告を受けております。

次の３点目の農業用水の設置はについてで

ありますが、嘉手苅地区については、基盤整

備の計画段階において、灌漑設備は必要ない

との地域の判断の元で設置されておりませ

ん。今後、本格的な灌漑設備を設置するには、

地域の合意がまず必要であり、また､合意が

できたとしても計画から実施までは相当な期

間が必要となります。当面は近くの椎名橋の

取水施設や椎名地区の土地改良区にある取水

栓を農家が利用しやすいような措置を取りた

いと考えています。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

再質問させていただきます。まず、儀間ダ

ム建設に伴う改修工事ですが、十分な答弁内

容になっておりませんので、１から４まであ

ります。１問ずつ答弁をお願いします。

まず①なんですが、もちろん主管は所有管

理は南部土木事務所ということは承知してお

りますが、この河川は今の状態、壊したまま

でいいのか。大雨の場合、例えば儀間ダムか

ら放流したときに水嵩が上がることから、ぜ

ひ維持管理が必要だと思いますが、再度伺い

たいと思います。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

この河川は先の台風15号には冠水はあまり

ありませんでした。去った集中豪雨のときは
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結構冠水がありました。山田橋から電力を抜

けての左側の畑は結構ありましたので、その

状況は一応写真とデータは南部土木には報告

しております。ダムからの放水はありません。

自然で流れていく余水吐となっています。た

だ、そのへんは整備は必要であろうというこ

とで、これはまた県の河川課の事業計画にな

っていますので、今湛水試験中であると、ダ

ムが、これが本当は去年で終わるべきだった

んですけど、目標値までいって一回また全部

減らして堤体を検査しないと国の国土交通省

からの完成したという許可が得られない限り

ずっと湛水状態、試験状態になるものですか

ら、これを終わらせてから、その調査に入り

たいということでした。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

ただいまの答弁ですと、現地事前調査とい

うか調査はやっているということで理解して

おりますが、この状況ですね、とりあえずは

今、例えば六本松の近辺の農地を持っている

方々とか、冠水したということをチラッと耳

に聞いております。そしてさらに答弁内容に

よる課長の山田橋付近の農家の方からも冠水

したという情報が入っています。ですがこの

原因が何であるかというのは現場を見て一目

瞭然に分かると思いますが、そのへんちょっ

と詳しく答弁お願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

私はまだ行ったことありません。崎村議員

からの質問で調べました砂防ダム、砂防堤３

カ所あります。この場所も含めて、いま協議

したいということで申し出はしています。従

来３回ほど浚渫はしているということを申し

上げたら、人事異動等で今いる担当者たちは

そういうことをやったというのは分からない

ということで、そのへん今後とも、去年の３

月には河口の方は、久米糖の方の水門のとこ

ろで魚が浮いている状態でしたので、これは

なんとか吐かさないといけないということ

で、河口の方は15ｍぐらい掘り下げて水が流

れるようにはしています。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

私が思うには、今指摘した箇所というのは、

例えば川幅だとか、それはハード面ですから

それはしょうがないとしましても、維持管理

ですね問題は。ここに中に《ジュウイグサ》

ですか、そういった草が結構生えているんで

すよ。それをある程度取り除けば、それぐら

いは防げるんじゃないかと考えているんです

が。要するに事業採択にいかないまでに維持

管理はできないかということです。私が言い

たいことは。例えば、今現在は道路管理維持

管理というのがありますよね、第３課でし

た？ 土木の。それと例えば河川もそれに適

用するのであれば単独工事として発注要請は

できないか。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

調べてみたら、一番近い整備で2008年、平

成20年なんですが、こういった感じで河川、

山田橋から河口のほうまでは浚渫しています

ので、こういった実績をもっていって南部土

木にそこの河川の浚渫をしてもらえないかと
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いうことで協議には入りたいと思います。

今のうちの管轄ではないものですから、２

級河川で、町の投入事業ではないと思ってい

ますので、これは県との協議になると思いま

す。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

実績というか経緯があるということは、そ

れだけできるということをそう感じているの

で、とにかく発注を、この工事自体で発注で

きる体制でやるのが町としてのアクションを

起こさない限り県も動かないと思うんです。

そのへんやる気の姿勢で取り組んでいけたら

いいと思います。

２番目でありますが、山田橋から電力前ま

でまでは結構大雨が降って、さっき冒頭に述

べたものと若干似ているんですが、これハー

ド面なので、例えば河川幅が結構小さいんで

す。更に管理道路側に関しては県道側との高

低差が１ｍぐらいあるんです。いかにも素人

が見てもこれは拡張工事と嵩上げ工事が必要

ということを私は述べたいと思いますが、そ

のへんちょっと詳しく。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

先ほど申し上げましたが２級河川、いわゆ

る県管轄の県管理の川です。川幅を２倍とい

うのはそこの水流で流域等々いろんな調査を

してみなければ今の断面で不足なのかちょっ

と出てこないと思いますので、ただ現状を見

るとやっぱり小さいのではないかという認識

は持っています。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

課長、これは町として要請をして下さいと

いう要望でございます。

更に３点目でありますが、今町が河口付近

ですが、砂が堆積して、昔から砂浜を見てい

る経験上から、そこに人工ビーチですか、《突

堤》というんですか、これは専門用語で、そ

れをつくったために潮の流れが変わり砂が堆

積していると思うが、町はどう判断していま

すか、そのへんちょっと。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

それについても調べましたら、平成15年に

漁協長、漁民から、以前はテトラポット、そ

の護岸の前にはテトラポットが置かれて、こ

のテトラポットによる消波ができてないとい

うことでなんとかできないかということで、

その突堤、今おっしゃったようなビーチタイ

プ。このビーチタイプの突堤というのは漁港

サイドに砂が流れてこないように、海流によ

ってそこから排除する目的で一応設置されて

ます。この平成15年に漁協長と儀間組合員か

ら同意をいただいて農林水産大臣に申請し

て、その突堤を平成16年、17年、18年でつく

ってあります。

ただ、それ以前に海流調査も実際はやって

います。やっていた会社に聞いてみると、や

っぱりアーラ側の突堤には突き出ている防波

堤側に砂が非常に溜まりすぎて、それが影響

して儀間川の河口の方に流れていってるんじ

ゃないかということでした。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。
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○ ９番 崎村正明議員

その件に関しても整備事業採択しない限り

できないという理解で私はしているんです

が、それ以前の問題で環境関係なんですよ私

が言いたいことは。例えば流れがスムーズに

いかなくして魚が死んだりとか臭いの関係も

あるんです。事業採択する前にあえて暫定的

に工事を、この件に関してはいいですから、

とにかく維持管理と同じような体制で、事前

に一工事として県に発注かけられないかとい

うことなんです。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

発注要望は出します。そこの河川の改修に

ついては。ただ予算化できるかできないかは

県の財政との絡みはありますけど、ここは川

の右側、我々からすると右岸側というんです

が、そこは漁業河川、要は農林水産省で、そ

の川からは国土河川、河川敷ですね、ちょっ

と難しいところがあって、ただ河口付近は町

の管理と国が管理、漁港の管理という三角地

点になっているわけです。そこはどうするか

はまた協議が必要ですが、河口の方は今年３

月でやったみたいに堆積すれば、これは非常

事態と思っていますので、そのへんはうちの

方で河口の浚渫はやっていきたいと思ってい

ます。これは予算との兼ね合いもありますの

で、そういうことでやっていきたいと思って

います。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

次に（4）六本松から山田橋の区間がサガ

リバナや川石などで豊かな自然が今現在残さ

れています。その区間を保全していただきた

いんですが、その考えはありますか。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

農水の溜め池ダムといわれていますが、溜

め池は全く農業用水で、儀間、比嘉は今河川

法の改正により取水、治水、環境、その３つ

のパターンでダム事業は実施しますので、も

ちろん環境調査、自然の保護というのが第一

テーマになってきますので、そのへんは事業

採択する以前にちょっと我々にもそういうコ

メントというのはくると思いますので、その

へんでしっかりとした対応をしたいと思いま

す。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

全く私も提案はいっしょで、課長、久米島

の自然を取り戻す必要性があると思います。

自然保護を第一優先にしていただきたいと思

います。その整備事業採択が早期に実現でき

るように国、県に要請してほしいと思います。

次の２点目の儀間１号線の法面崩壊で再質

問いたします。再度伺いますが、法面崩壊の

原因は何かお答え願います。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

24年の集中豪雨にも、さっき町長の答弁で

100ｍぐらい、昨日実際計ってみたら40ｍぐ

らい下、間知法面やられています。今回も３

月には全面的な種子吹付けはやられていまし

た。私も完了検査には行きましたが、それが

重なる雨で全部流されて、集中的に流されて
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しまったということがありまして、この件に

ついては金曜日にダム事務所の所長も現地を

見てこうだということで、31日に入札して、

土取場の造成の某久米島業者が受注していま

すので、その工事内に組み込んで実施される

ということをコメントいただいてますので、

法面が崩れるようなことはさせないような工

法で調整したいと思います。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

工事発注、受注というのは、これはもちろ

ん県サイドの発注ですから、金目に関しても

全てそこから出ているということですね。概

要をちょっとご説明、工事概要ですね。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

まだ図面等を見てませんので、どういう概

要なのかちょっと分かりかねないです。31日

に入札して契約を今週、たぶん今日だと思い

ますが、やって以降、送るということだった

ので、まだ見てません。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

ということは見てないということは、今法

面崩壊の箇所も県の予算で可能なのかも併せ

てぜひまた予算が増額できるのであれば、改

訂契約できるのであればそのへんもひっくる

めてやっていただきたいと思います。という

のは、復旧災害工事というのはあくまでも災

害で適用されるものであって、人為的ミスか

どうかは私は知りませんけれど、必然的に現

場を見たらそれぐらいに値するかということ

まで私は考えているんですが、どちらかの業

者でしたかね、そこをやった分に関してもそ

の理由で法面が崩壊したという情報も入って

いるので、要するに予算は町の予算なのか、

県の予算なのか、そこのことをもうちょっと

考えて工事も発注できたらいいかと私は思っ

ております。

続きまして３点目の農業用取水の設置につ

いて再質問いたします。答弁内容からすると、

地域の合意が相当な期間が必要とのことです

が、具体的な説明をお願いいたします。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

ただいまの再質問ですが、嘉手苅地区に本

格的なかんがい設備を設置するということに

なりますと、地域の同意、全ての同意を取り

付けて、その計画をつくって事業の認定を受

けるということですから、これはもう計画か

ら実施まで３年とか５年とかかかるだろうと

思っています。ここはまた建設課の所管にな

りますので、それはまた建設課長の方から答

弁をお願いしたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ご存じだと思うんですが、事業を芽出して

からだいたい採択まで３年、２カ年。２カ月

に１回事務所ヒヤリング、本庁ヒヤリング、

それをどんどん資料要求されていって、最終

的には同意が100％なのかということで事業

採択はされていくんですが、嘉手苅地区は過

去の経緯を調べてみますと、総工が60年前後、

土地改良当時に非常に保水力が強かったとい

うことで、当時の地権者の方々は畑かんはい
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いよというお話と、負担金が折り合いがつか

なかったという話を伺っています。

それだから反対ということではなくて、そ

の当時は、今の時点では畑かんは必要ないだ

ろうということでした。実際に水田計画、今

比嘉組の後ろ側の県道の向こう側は一帯とし

て水田計画もあったそうです。そこのために

病院から真っ直ぐ行ったら白瀬に降りる急な

昔の道がありますが、そこから取水して、今

「助六」の辺りまで配管はされているそうで

す。されているんですけれど、今それが生き

ているのかどうか、土地改良に確認させてい

ますので、事業としては一応３年ぐらいはか

かるということです。その代わり潰れ地等の

同意については100％近いものがなければ採

択は厳しいということです。ただ県は灌漑事

業は畑かん、水質については非常に今沖縄県

でやらなければいけないということで、久米

島町ではやらないといけないということで、

県営でもどんどん取り上げたいという意向を

示していますので、そういうのができたら我

々も事業に対しては推進していきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

この答弁内容のかん水設備はとりあえず畑

かんとスプリンクラーということで執行部の

方は理解しているんですが、私が述べたいこ

とは、取水設置箇所でございます。要は、取

水というのは消毒だとか、除草剤、いろんな

ものに当てはまると思うんです。嘉手苅に１

カ所もないです。そのことを私は強く訴えた

いです。畑かんもそうではあるんですけどね、

とりあえず私が言いたいことは取水場所の設

置をどこに考えるか、答弁お願いします。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

嘉手苅地区につきましては、当面、椎名橋

の上に干ばつ時の取水施設が設置されていま

す。常時使える状態、状態でスイッチを起こ

せばモーターが回って水が取れるようになっ

ております。ただ、この吸い込む位置が10ｔ

ダンプに積めるような高さの位置になってい

ますので、軽トラックに積み込むには不自由

でございますので、その施設を少し改修して、

例えば途中でＴＧを付けて、そこから軽トラ

ックに積めるような方法がとれないかどう

か、その施設を調査してみて、そこに設置し

たいと考えております。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

今の答弁でホッとしておりますが、とりあ

えず農家の皆さんの意見も拝聴しながらベタ

ーな場所を選定していただきたいと思いま

す。これで私の一般質問を終わります。

（崎村正明議員降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで９番崎村正明議員の一般質問を終わ

ります。

以上で一般質問は終了しました。本日はこ

れで散会します。

お疲れ様でした。

（散会 午後 ３時20分）
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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 喜久里猛

おはようございます。これより本日の会議

を開きます。本日の議事日程は予めお手元に

配布したとおりであります。

日程に入る前に宇江原総清議員からの訂正

発言がありますので発言を許します。

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

おはようございます。昨日の一般質問の中

の私の質問事項とその用紙の中で浦地川、大

田橋また大田橋のボトルネックとこういうよ

うな質問をしましたが、これは小港橋という

ことに訂正をさせていただきたいと思ってお

ります。たいへん申し訳なく思っております。

それとまた町長の答弁の方にも大田橋という

ことが２カ所ありますが、そういったところ

もぜひ勘案して訂正させて執行部の方もお願

いをしたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

ということは答弁の答弁でも大田橋となっ

ていたということですか。

それと訂正しましょうか。そこで直ぐ訂正

しましょう。

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまありました宇江原議員の質問の答

弁の中で小港橋を大田橋というふうに発言さ

れていたかと思いますが、その分においては

修正をしたいと思っております。よろしくお

願いします。

○ 議長 喜久里猛

それでは日程に入ります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 喜久里猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、６番安村達明議員、７番

喜久村等議員、を指名します。

日程第２ 平成27年度久米島町一般会計

補正予算（第２号）について

○ 議長 喜久里猛

日程第２、議案第26号、平成27年度久米島

町一般会計補正予算(第２号）についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

おはようございます。それでは議案第26号、

平成27年度久米島町一般会計補正予算（第２

号）の概要についてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開きください。平成27

年度久米島町一般会計予算の補正予算（第２

号）は、歳入歳出にそれぞ4億1千430万8千円

を追加し、総額79億5千719万5千円といたし

ます。

それでは歳入歳出の主な内容についてご説

明申し上げます。歳入につきましては、予算

書の６ページをお開き下さい。９款、地方交

付税において平成27年度普通交付税の算定結

果に基づき、1億4千247万2千円の増額となり

ます。また特別交付税では地域おこし企業人

交流プログラム事業に対する財政措置を見込

350万円を追加計上しております。

続いて12款、使用料及び手数料では旧久米

島中学校校舎を再活用して開設しました健康
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増進施設の使用料として72万円を計上してお

ります。

次に13款、国庫支出金では１項２目の民生

費、国庫負担金として児童手当交付金の追加

分として388万円を増額しております。また

２項１目の総務費、国庫補助金として情報通

信技術利活用事業補助金として749万6千円を

追加しております。３目衛生費国庫補助金で

は未熟児養育医療事業で30万円、育成医療事

業で25万円を増額しております。また３項２

目の民生費国庫委託金では国民年金システム

改修費用として国民年金事務費交付金を37万

5千円を追加計上をしております。

次に15款、７ページになりますが、県支出

金では全体で5千956万5千円を増額しており

ます。主なものとしましては、２項１目の沖

縄振興特別推進交付金で事業内容の見直しに

より263万6千円を減額し、同交付金の町支援

分の県補助金を115万3千円を増額しておりま

す。また３目衛生費県補助金の沖縄県海岸漂

着物地域対策推進事業費として478万8千円、

そして４目の農林水産費県補助金、青年就農

給付金として525万円、そして沖縄県特定地

域経営支援対策事業費補助金として4千601万

1千円、そしてまた肉用牛生産振興特別対策

事業補助金として715万2千円を追加計上して

おります。また３項５目の土木費県委託金で

は離島空港ちゅらゲートウェイ事業委託金を

257万円を減額しております。

次に18款、これは８ページになりますが、

繰入金では特定防衛施設周辺整備交付金事業

基金から繰入金を1千100万円を追加計上して

おります。

次に19款、繰越金では平成26年度からの繰

越金1億7千198万9千円を計上しております。

次に21款、町債では甘藷加工施設建設事業

に充当する合併特例債を2千万円の追加、そ

してまた球美の島緑化推進事業に充当する一

般補助施設整備事業債を910万円を減額、そ

して次に久米島町地域支援交流学習センター

整備事業に充当する合併特例債を580万円を

追加計上しております。

最後に臨時財政対策債の算定結果に基づい

て439万9千円を減額しております。

続いて歳出について説明申し上げます。こ

れ予算書の９ページからなりますが、まず２

款、総務費は2億3千859万1千円の追加計上と

なっております。主なものとしましてはこれ

は右側の説明の10番になりますが、基金運営

事業において財政調整基金積立金を8千599万

5千円、そしてまた庁舎等新改築基金積立金

を1億3千498万6千円を追加計上しておりま

す。その他マイナンバー制度導入事業に対応

するための経費を280万5千円を計上しており

ます。

そしてまたプロジェクト推進これは10ペー

ジになりますが、高速船導入推進事業ではニ

ーズ調査にかかる委託料として283万円を追

加計上しております。またＩＣＴ街づくり推

進事業これは11ページの方になりますが、総

務省の補助を受けて実施する高齢者買い物支

援プロジェクト事業にかかる経費769万6千円

を追加計上しております。また国際海洋資源

エネルギー利活用推進事業では地域おこし企

業人交流プログラム事業にかかる経費として

350万円を追加計上しております。

その他、沖縄振興特別推進交付事業では各

事業の見直しを行い不用額の減額や財源振り

替え、そして追加計上等を行っております。

主なものとしましてはこれ12ページからにな
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りますが、球美の島緑化推進事業において4

千580万円の減額、またスポーツコンベンシ

ョン施設機能強化事業として437万7千円の増

額。

次13ページになりますが、優良雌牛導入事

業では636万円の増額。

また14ページの下の方になりますが、久米

島町地域支援交流学習センター整備事業では

3千112万7千円の増額となっております。

続いて３款、これは18ページになりますが、

民生費では合計1千56万5千円の追加計上とな

っております。主なものとしましては、１目

社会福祉総務事業において久米島町地域福祉

計画策定にかかる事前アンケート業務委託と

して146万9千円、そして児童手当交付金事務

として補助費を311万円を追加計上しており

ます。 次に４款これは21ページの方になり

ますが、衛生費では合計966万2千円の増額と

なっております。主なものとしましては２目

予備費で職場と連携した久米島健康プロジェ

クト推進事業の経費として119万7千円を追加

計上しております。その他３目の環境衛生費

として、これは22ページの方になりますが、

環境衛生事業において実施する沖縄県海岸漂

着物地域対策推進事業費にかかる経費として

504万円を計上しております。また24ページ

の２目環境衛生費ではクリーン運営事業にお

いて修繕費138万円、そしてまたリサイクル

センター運営事業費では廃蛍光灯の処理費用

として56万3千円を追加計上しております。

続いて６款、これ25ページになりますが、

農林水産費では合計9千682万円の増額となっ

ております。主な内容は２目農業振興費の農

業振興事業においてサトウキビ病害虫防除に

かかる補助金を475万円、そして葉たばこ農

家台風被害補助金として10万4千円、そして

災害に強い栽培施設整備事業補助金として18

2万6千円、そして久米島農産物加工株式会社

これ仮称ではありますが、出資金として100

万円を計上しております。

また甘藷加工施設建設整備事業に必要な経

費として6千901万8千円を追加計上しており

ます。次に４目畜産事業費では繁殖雌牛共済

掛金助成金として320万円、そして肉用牛生

産振興特別対策事業補助金として715万2千

円、そして久米島町畜産環境対策事業補助金

として68万4千円を追加計上しております。

また、と畜場管理運営事業では食肉センター

整備に向けての概略設計委託費として60万9

千円を計上しております。次27ページになり

ますが、これ５目農地費では新規採択希望地

区調査業務委託として132万9千円を追加計上

しております。次に７目構造改善事業費では

青年就農給付金の追加分として525万円を追

加計上しております。

続きまして、31ページになりますが、７款

商工費では1千430万7千円を追加計上してお

ります。主な内容としましては２目商工費の

久米島紬支援事業では比屋定ユイマール館の

防水工事費用として176万1千円、そして３目

観光費ではバーデハウス久米島管理運営事業

において各機材の修繕費として141万円と工

事請負費972万円を追加計上しております。

続いて33ページの８目土木費では合計3千1

10万6千円を計上しております。主な内容と

しましては１目土木総務費の儀間ダム管理事

業において竣工祝賀会にかかる経費として78

万1千円また比嘉公民館建設事業において1千

232万8千円を追加計上しております。その他

２項１目道路維持費では町道の補修にかかる
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経費として118万8千円を追加計上しておりま

す。また２目道路新設改良費では仲泊地区排

水路改良事業費として工事請負費1千800万円

を計上しております。

37ページになりますが公園事業費では多目

的公園整備にかかる調査旅費及び概略設計委

託費として133万4千円を追加計上しておりま

す。

次に９款、消防費では合計125万6千円を計

上しております。主な内容は消防庁舎の修繕

にかかる経費として32万8千円、火災救急救

助隊体制強化事業で57万2千円を追加計上し

ています。

最後に10款、これ40ページからなりますが

40ページの教育費では、合計で1千200万1千

円を追加計上しております。主な内容は事務

局費の幼稚園・小学校・中学校統廃合事業の

おいて来年４月に実施予定の幼稚園統合に向

けて通園支援のためのマイクロバスの購入費

として611万6千円を追加計上しております。

その他小学校管理運営事業では、これ42ペー

ジからになりますが、各学校の車両、施設、

消防設備等の修繕料239万6千円、また中学校

管理運営事業これは44ページの方になると思

いますが、各中学校の施設消防設備等の修繕

費35万4千円を計上しております。その他に、

これ47ページの４目博物館費では博物館運営

事業において、これクーラー、浄化槽等の施

設修繕費として96万円、また49ページの２目

学校給食センター費では浄化槽、調理器具等

の修繕費101万7千円を計上しております。

以上が平成27年度久米島町一般会計補正予

算（第２号）の主な概要となっております。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

11ページ、この中に委託料として高齢者買

い物支援プロジェクト740万計上されており

ますが、これは新しい事業だと思うんですが、

この事業内容説明お願いします。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいまの質問、買い物支援関係なんです

が、これは平成25年に導入した地産地消シス

テムの横展開ということで、集落によっては

小さなお店が閉まって、高齢者の皆さんが買

い物にも困っているという現状が出てきてお

ります。そのあたりでそういったＩＣＴを使

って支援できないかという実験も兼ねた事業

になっておりますが、実際そのＩＴを使って

端末とかそういったものを使ってタブレット

端末とかを使ってこの地産地消システムの中

に地域の農産物とかいろんなものをデータベ

ース化しているんですが、そこから選んで購

入するんですが、宅配的にお年寄りなど買い

物弱者の家庭まで届けるというような内容に

なっております。今回、総務省にエントリー

して100％事業なんですが、認められており

ます。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。
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○ １番 棚原哲也議員

あと２点ほど質問いたします。25ページに

なります。この中の久米島の産物加工株式会

社への出資金100万円計上されております。

これについての内容説明とその下にありま

す。甘藷加工施設建設整備事業6千900万あま

り補正計上されておりますが、その中で工事

請負費については2千200万余りの減額それか

ら備品購入費で890万余り増額されておりま

す。

この内容と、次に31ページ、バーデハウス

久米島管理運営事業費1千100万余り、これに

ついてどういった修繕、補修なのか、そのへ

んの説明をお願いいたします。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

それでは６款１項２目農業振興費の中で投

資及び出資金、これは久米島農産物加工株式

会社出資金100万円、これは仮称ですが、そ

れを計上しています。これにつきましては現

在計画をしている甘藷加工施設これについて

は町が施設を造って民間に管理を委託すると

いうことで今進めております。この甘藷加工

施設を運営する会社といたしまして、おおよ

そ1千万円の出資金を準備してその運営会社

を立ち上げる方向で進めております。出資金

1千万円の内500万円は島外の食品加工会社こ

れは具体的な名称を申し上げますとオキコグ

ループになりますがそこが500万を出資いた

します。あと残り500の内100万円を町で出資

いたします。割合からすれば10％ということ

になります。あと残りを甘藷生産農家これは

主に出荷をしているグループの代表がいます

のでそれぞれのグループ全て出資をしていた

だくということになっております。それと商

工会関係者、主に会社で作って製品を販売す

るところです。といったようなかたちで残り

500万を地元で100万を町、残り400万円を甘

藷生産農家そして商工会関係者で出資をする

予定であります。

これにつきましては第１回目の設立準備委

員会を今10月２日に予定してまして、そこで

概ねのこの割合とかを最終的に決定していき

たいと考えております。それからその下の甘

藷加工施設建設整備事業6千901万8千円を補

正で計上いたしております。これにつきまし

ては補正第１号において1億3千44万円を計上

しておりましたが、これにつきましては県の

予算枠の関係があってこれだけしか確保でき

なかったということでございますが、その後

県との調整を経て今回6千901万8千円の増額

補正となっております。主な増額の要因でご

ざいますが、設計費においては４月以降の設

計単価の見直し改定に伴う部分でございま

す。あと建設につきましては、当初固定する

大きな設備については建設と一緒に計上して

おりましたが、今回その設備がほぼ内容が確

定いたしましたので、それぞれの金額をはじ

き出して建設工事と備品購入に分けて計上を

しております。主な増額はこの設備にかかる

分でございますが、ほぼ建築にかかる分と設

備にかかる分がほぼ同額になります。これに

ついて非常に職員の衛生管理の基準が厳しく

て、それなりの設備をしないとなかなか大手

食品メーカーが買い取ってくれる製品の基準

を満たすことができないということで設備に

かなりの金額がかかっております。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。
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○ 商工観光課長 新里剛

続きましてバーデハウス久米島管理運営事

業の工事請負費についてご説明いたします。

バーデハウスの内部にあります張りの補修と

なっておりまして、バーデプールの方にバー

デプール側から入り口、玄関の方向かったと

この上の梁の方が鉄筋の腐食によりますタイ

ルがありますが、タイルが浮いてしまってい

るというところの中で、そのタイル落下する

前にはぎ取って、その中の鉄筋腐食がかなり

進行しておりまして、こちらの方の補修工事

ということであります。補修に際しまして目

立った場所の補修、プラスその周辺にも同様

な腐食が進行してないか、そういうところを

昨年、調査いたしまして、その調査に基づい

て、今年度、今般の補正で補修工事を提案し

ておりますが、補修工事につきましては、鉄

筋の防制処理それからモルタルで復元それか

ら再度塩分が浸透しないように炭素繊維で表

面を捲いて、そちらの方でしかり手当をする

というかたちの補修となっております。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

ただいまの説明の中で甘藷加工施設整備事

業費この予算については確認できましたが、

この件につきましては６月の定例会で建設場

所について質問いたしましたら担当課長の答

弁では鳥島地区の漁民に対する説明会それか

ら生産農家に対するこの建設場所含めての説

明会をやるということでの答弁がございまし

た。昨日、確認しましたら、その説明会がも

たれていないと昨年１回だけ、この建設につ

いての説明をやった場合にはＪＡの支店長含

めて役員40名ほどの説明会が１回だけあった

とそういうふうに報告を受けていますが、こ

の説明会の必要性は十二分に必要だというそ

ういう考えがなかったのかどうかお伺いした

いと思います。

○ 議長 喜久里猛

休憩します。（午前 10時30分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午前 10時31分）

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

ただいまの棚原議員のご質問にお答えいた

します。まずこの事業の前提条件になるのが

地域の合意がひとつの前提条件になります。

この事業を進めるにあたって、平成27年の４

月８日に、これは久米島町役場において、こ

の攻めの農業の機械導入の説明会これは主に

甘藷農家が対象でございます。そのときに加

工施設について説明とアンケートを実施して

おります。このときの参加農家数が38名で、

その後アンケートの回収については38名のア

ンケートを回収いたしております。

そのアンケートの結果36名から回答をいた

だいておりますが、反対は１人いるあとは賛

成と無回答ということで91％の農家の皆さん

が賛成をしていただいているということであ

ります。その質問の中に甘藷の建設場所につ

いて、物産公社の隣になりますが、場所はそ

こでもあなたは出荷しますかという回答にも

約70％はそこに出荷するという回答をいただ

いております。それ以外の部分でも特に農家

から非常に期待している事項については、こ

れまで生産して作っても加工メーカーからス

トップかかって畑で廃棄をしたということが

これまで度々あったと、それが解消されると

いうことだけでも、非常に農家の皆さんの期
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待が大きいものがございます。これが４月８

日の説明会で農家38名が参加しております。

それから６月３日に出荷団体の代表者これ

２名でございますが、その出荷方法について

この調整をいたしております。

それから７月27日これ18時から20時まで、

これは甘藷加工、甘藷の産地協議会において

甘藷加工施設についての説明を行っておりま

す。これは６名ぐらいの各生産者の代表者に

なります。

そして平成27年の７月31日これは19時から

具志川村の農村環境改善センターにおいて甘

藷生産農家に対する加工施設の説明会を開催

しております。これは農家さん30名が出席い

たしております。そして８月６日につきまし

ては、役場において商工会に対する説明会を

行っております。これについては商工会の会

員６名が出席いたしておりますが、そこでも

説明をしております。これまで何回もこの合

意形成の経緯を経て今回の事業の合意形成に

至っているものだと思っております。それか

ら先ほどの鳥島の漁民に対する説明といもの

について今の段階では必要ないのではないか

と考えています。ここは甘藷加工施設にまず

芋を持ち込む段階において、これは洗って芋

を基本的に持ち込むということと、その流域

がカンジンダムの方向に流れていきますの

で、鳥島に流れるということはございません。

以上の鳥島の漁民に対する説明というのは

今の段階では必要ないかと思っております。

○ 議長 喜久里猛

棚原議員の本件に対する質疑は既に３回に

なりましたが、会議規則第55条但し書きの規

定によって特に発言を許します。

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

ただいま課長から説明会の回数とか集まっ

た人数とか報告はありましたが、６月の議会

で私が質問したのは鳥島の全面天然モズクが

生えている海域に赤土が流れるからというこ

とで、漁民が非常に不安を感じているとそう

いう質問をしたら、じゃあ漁民に対する説明

もやりましょうと、建設場所については町有

地が大原地区にあるそれから県有地もありま

しから大原地区の特に生産地である大原、北

原に近い場所がいんじゃないかと生産者の方

から声がありますからという説明をしたら両

方説明会をやるという答弁だったと思うんで

すが、これ議事録確認してみるとわかると思

いますが、昨日、両団体の長、確認したらそ

ういう打診が全然なかったという報告を受け

てますが、説明会をやるという答弁された覚

えないですか。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

正確には議事録等を見てみないと今この場

では何とも言えないんですが、ただこちらの

受け止め方としては、先ほど申し上げたとお

り、その甘藷加工施設を物産公社の隣に造る

ことによって、その造る場所から赤土が鳥島

漁港に流れていくということは、これはあり

得ないだろうと考えております。従って、そ

れについての説明は今のところ必要ないだろ

うと思っております。ただ先ほどおっしゃっ

たとおり芋の産地というのが、この大原、北

原地区に集中していますので、その加工施設

とは別に営農上、加工施設に持ち込む前に芋

を洗って農家は持ち込んできますので、その

芋を洗う場所によっては、それが排水溝に流
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れて海に流れていくことがあり得る可能性も

ございますので、そこはそこでまた甘藷加工

施設とは別に営農上の指導については、赤土

の流出防止の観点から甘藷生産農家に対して

指導はしていきたいと考えております。

○ 議長 喜久里猛

休憩します。（午前 10時36分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午前 10時38分）

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

６月議会の答弁につきましては再度私の答

弁の議事録内容を確認して訂正なりをしたい

と思っております。

○ 議長 喜久里猛

他に質疑ありませんか。

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

37ページ、委託料、多目的公園概略設計業

務委託、業務内容どういた概略設計するのか

お願いします。

○ 議長 喜久里猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

多目的公園整備事業なんですが、現在あり

ますパークゴルフ場、向こうは多目的公園と

いうことで整備をしてきました。今あるパー

クゴルフ場が一体的に旧久米島中学校の運動

場を含めて整備していこうということで計画

してます。中身的にはパークゴルフ場がシャ

ワー等がないもんですからシャワーを含めた

休憩ができ軽食が取れる施設、それと旧久米

島中学校のグランドにおきましてはパークゴ

ルフの練習ができるのと、あとフットサルと

か運動ができる多目的公園、それから地域の

子どもたちが集まって遊べるようなそういっ

た公園づくりを計画していこうと思っていま

す。

○ 議長 喜久里猛

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

以前にも利用者からパークゴルフ場の中間

の所にトイレがほしいですよというふうに、

うちの比嘉の老人クラブからありましたが、

そういった声は取り入れていますか。それと

今、各外運動施設、例えばホタルドームだと

か仲里球場それから久米島野球場等のトイレ

にウォシュレットが設置されていますね。最

近、沖縄本島のこういった運動場、ほとんど

ウォシュレットが設置されているんですよ。

そういったことも含めてできないかどうか、

これは外部設計でいきますと事業実施は来年

度ですか。

○ 議長 喜久里猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

事業実施につきましては、28年度に委託入

れてできれば29年度に工事の方は実施してい

きたいと思っております。今あります他の施

設のトイレにつきましては、洋式等は入って

いますが、ウォシュレットが入っていない部

分はありますんで、そのへんまた随時検討し

ていきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

例えば概略設計でいきますと、例えば利用

する方々に例えば久米島観光協会ですか、そ

の皆さんにも一応説明はするんですか、それ

ともお互い役場だけの中で設計をして進めて
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いくのか、それ利用者の意見も聞く場所があ

ればいいがなと思っているんですが。

○ 議長 喜久里猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

今、概略的に今年度、設計を入れる予定は

してます。これについては、また地域特に儀

間住民の方には説明をしていこうかなと思っ

ています。今ある利用者に関してもまたいろ

いろ要望を聞きながらやっていこうかなと思

っています。

○ 議長 喜久里猛

７番喜久村等議員。

○ ７番 喜久村等議員

25ページの補助金について災害に強い栽培

施設事業なんですが、これはどういったもの

なのか、説明とさっき棚原議員からあった下

の出資金についてＪＡはたぶん関連していな

いと思うけど、このＪＡに出している農家が

こういった組織に対して、どういうふうな会

合をしてもつか、それをお聞きしたいと思い

ます。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

25ページの災害に強い栽培施設整備事業こ

れにつきましてはＪＡが事業主体になって県

の一括交付金を使ってハウスを４棟導入いた

します。その農家負担の一部を町の方で負担

して農家の負担を軽減しようというものでご

ざいます。これについてはインゲンを主に作

っていくということで計画をしております。

どうしてもハウスの場合、野菜だけで採算

を出していくというのは非常に厳しい部分が

あってそとは償還期間８年という償還期間が

ございますので、その間で返していくにはあ

る程度町が助成をして農家の負担を軽減して

やっていかないといけないということで考え

ております。特に農業の中でも今野菜の生産

がどんどん落ち込んできておりまして、今7

千万円ぐらいまでもともと2億あったもの今7

千万円ぐらいまで落ち込んでいますので、何

とかこれでてこ入れをして施設園芸のてこ入

れをして野菜の生産の向上に繋げていきたい

と考えております。

それから下の甘藷加工施設の出資金でござ

いますが、これはＪＡに対しても一応お願い

はしております。ただＪＡとしては基本的に

は新たな出資はしないという方針をもってい

てＪＡとして出資をするのか、それともＪＡ

の中の芋生産部会がございますので、組合が

ございますので、その部会として出資をする

か今まだ決まっていない状況でございます。

いずれにせよどちらか側は出資をしてもらう

ような方向で進めていきたいと考えておりま

す。

○ 議長 喜久里猛

７番喜久村等議員。

○ ７番 喜久村等議員

災害に強い施設なんですが、これは着工は

やっているんですかそれともこれからという

ことですか。

あと２点目に組織について、これ出資しな

い農家はこの会社に納品できないというそう

いう話も聞こえますが、これは町民にとって

町が出資しているから町民は誰でもここに納

品できるようなそういう体制は考えてないで

すか。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。
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○ 産業振興課長 仲村渠一男

今ご質問があったとおり甘藷加工施設は全

ての芋生産農家が出荷できるような体制をと

っていきたいと考えております。基本的には

生産農家が100名余りいますので100名余りの

農家がばらばらに出荷、持って来ると、これ

調整できませんので、今ある出荷団体ごとに

数量を割り当てて入荷をするということで今

考えています。

そのへん現在の出荷団体に加入してない個

人の部分をどうするかということなんです

が、これ新たに受け皿として出荷団体新たに

１社新設いたします。そこをとおしてフリー

の個人については受け入れることができるよ

うなかたちで進めていきたいと思っておりま

す。

○ ７番喜久村等議員

災害に強いハウスの？

○ 産業振興課長 仲村渠一男

失礼しまいた。着工はこれからでございま

す。

○ 議長 喜久里猛

７番喜久村等議員。

○ ７番 喜久村等議員

これは早めに着工しないとインゲンのはも

う10月に播種するんですよ。12月出荷するた

めには、だからこれ早めにしないと農家も遅

れた分これ損しますので、ぜひ行政が先頭に

経って進めていただけると思います。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

できるだけ早めにできるように進めていき

たいと思っています。ただ事業者はあくまで

もＪＡさんなんで、こちらは側面からのサポ

ートになります。その４名の中の１人は今現

在、農振地区外に予定をしていて、その地区

編入の手続きを今やっているところですの

で、そういうところは若干遅れがでてくるか

と思いますができるだけ早めに進めていきた

いと思って思っております。

○ 議長 喜久里猛

他に質疑ありませんか。

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

14ページお願いしたいと思います。13ペー

ジの最後の方から優良雌牛導入事業、一括交

付金で優良雌牛の13ページの下から14ページ

にかけて産業振興課だと思いますが、636万

補正されていますが、この実績、これ前年度

から始まっていると思うんですが、島内から

何頭、県外から何頭入っているかという実績

お願いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

13ページの事業番号52番の優良雌牛導入事

業636万円を計上しております。これについ

ては当初予算で1千620万計上いたしておりま

すが、今現在49頭の導入を終えております。

49頭で補助金が1千589万6千円、１頭当たり

約32万5千円になっておりますが、これでほ

ぼ当初計上した分は使い切って残り30万ぐら

いの残となっております。その39頭の内、島

内が10頭あとは県外に39頭につきましては県

外となっております。この636万円の今回追

加の補正の分につきましても仮りに同じ金額

ぐらいだとしたら19頭から20頭ぐらいの計算

になります。あとは県外と県内の比率によっ

て、その頭数が若干の増減はあるかと思って
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おります。これである程度の母牛の減は食い

止めることができるんじゃないかと考えてお

ります。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

この質疑をしたのは、これは一括交付金使

って各市町村取り組んでいると思うんです

が、特に島内はいいんですが、県外に購入し

ていった場合に重なって各市町村入ってきま

すよね。高い時期があると、というのは早め

に予算措置して４月にできるんだったら４月

に執行できるようなかたちでやれば１頭から

10万円違う場合もあるそうです。話を聞いた

らその競りの開始期間によって、そうするこ

とによって導入する母牛も何頭か多くなるこ

ともあるし、また農家の負担も減るというこ

とも考えられますので、この交付金の予算措

置、そういうのを迅速にやっていただきたい

ということでその質問をしました。

○ 議長 喜久里猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

確かにおっしゃるとおりでございます。今

回、第１回目から６月実施となっております

が、できれば早着事業で４月もしくは５月の

早い内にやれば他市町村の競合がなくなると

思っておりますので、これまた次年度の課題

として、そのような方向でできるように努め

ていきたいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

この件はこれで終わりますが、次は31ペー

ジ、バーデハウスの件なんですが、先ほど棚

原議員からも質疑がありましたが、この内部

の張りの補修工事、今。私もけっこうバーデ

行くんですが、今プールサイドでサポート立

てて約２年になると思います。非常に見苦し

いし観光客の方からも何かなという話もあり

ます。またこういう状態で施設の保険も入れ

ないということで、たぶん今年、保険入って

いないと思うんですよ。この施設の保険、約

２年も経って予算措置されていることはいん

ですが、ちょっと遅れた理由そういことは迅

速に対応していただきたいなと思います。そ

れと工事にしてもけっこう手間暇かかると思

うんですよ。工事の時期はどうするのか閉館

して行うのか、そこらへんもお願いします。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

ただいまの質問にお答えいたします。まず

バーデプールのサイドの梁の劣化についてで

すか、約１年半ぐらい前に一部タイルが浮い

ているという状況がありまして、タイルが落

下する前に調査しようというところの中で当

初は浮いている場所を軽く補修すれば大丈夫

ではないかというところも含めてまず落下す

る危険性のあるタイルを起こしたところその

起こしたところの見える範囲でいくとかなり

鉄筋の腐食が進んでいるような状況が見受け

られました。それで全面的に何処まで腐食が

進んでいるのかというところをまず調査する

必要があるということと、現在タイルで張ら

れているわけですが、その復元するとき復旧

するときにまた同じような工法でタイルを貼

り付けるのかというところも一応検討しない

といけないというところの中で調査を入れた

ところであります。調査をしたところ今約５
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メートルぐらいあるかと思うんですが、どん

どん腐食の方が進行してた状況にあって目視

で大丈夫だったところも実は錆びの進行が進

んでいたというところがありましたので、そ

の復旧方法をどうするのか元どおりのタイル

にするのか、もしくはモルタルだけでやるの

かとか、そういったところを検討していたと

ころであります。再度補修しても同じように

鉄筋の錆び腐食が進行しないような方法がど

ういった必要があるのかとかそういった調査

をしないとなかなか見た目だけの判断では難

しいというところの中で26年度にバーデハウ

スの内部劣化調査業務ということで調査をし

ております。こちらの方がまず報告書が２月

に上がってきておりまして、その中の調査結

果に基づいて改修案をどうするのかというと

ころで検討したところでございます。先ほど

ご説明申し上げたとおり、まず再度腐食しな

いような工法とその危険性の除去も含めて勘

案したときにどういった工法を取るべきかと

いうところを検討した結果ちょっと遅くはな

っておりますが、９月の補正として対応して

いきたいというふうに考えています。工事の

予定なんですが、その入札等がこれからござ

いますが、開業前の時間でやるのかお客様が

いる間はやっぱり厳しいのかなというところ

がございまして、閉館後に実施しるのか、そ

の作業の効率それから工法によってそのへん

開業前、閉館後それから時間をどういう時間

帯でやるのかというとこも含めて工事実施す

る際に検討していきたいというふうに考えて

おります。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

別に休館しないで施工するということで認

識してよろしいですね。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

はい、休館はしないで早めに対処できるよ

うな工法で考えていきたいと思っておりま

す。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

40ページお願いします。40ページの10款、

教育費の中で説明の９番、幼稚園、小学校の

中学校統廃合事業について、先ほど副町長か

らの説明の中で通園支援としてマイクロバス

を購入費が611万6千円計上されています。来

年４月に仲里幼稚園それから清水幼稚園が開

園するというその準備だということでありま

すが、まず１点目、通園の区分がどのように

なっているかその区分について。

そしてそのマイクロバスの運転手の対応を

どう対応していくのか役場職員で対応するの

か臨時雇用として対応していくのか。

そしてその次に送迎の時間帯この３点をお

伺いします。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

仲村議員の質問にお答えします。通園区分

につきましては清水幼稚園の方に比屋定幼稚

園、大岳幼稚園が入ります。仲里幼稚園の方

に美崎幼稚園と久米島幼稚園が入って来ま

す。

運転手につきましては今後の準備委員会の

中で取り決めしたいと思ってます。ただ案と
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しましては学校の用務員との活用はできない

かとかそういういろんないくつかの考え方を

持っていますが、これまた今後、調整しなが

らやっていこうと思っています。

送迎についてはあくまで現在の幼稚園の時

間内で８時半までとそれと12時半でしたかそ

れまでの間で送迎をしたいと思います。送迎

場所につきましては久米島小学校、美崎小学

校、大岳小学校、比屋定小学校につきまして

は、本来の幼稚園のある所で待合いをするの

と地域によっては場所を決めて、そこで子ど

もたちを向かえるというようなかたちで、マ

イクロバスには介助といいますか要するに付

き添いで幼稚園の先生をつけてフォローして

送迎したいと思っております。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

私が今これどうして質問するかというと送

迎のために、この向かえる送るそのために運

転手を採用するとなれば、相当経費もかかっ

てくると思いますので、この幼稚園のヘルパ

ーを兼ねながら送迎もできるような方法も取

れるんじゃないかと思って、そこも検討して、

ただそれだけの採用となると相当経費がかか

りますので、経費のかからないようにするに

は効率的な採用の仕方はやってほしいなとい

うことで提案しております。そういった面も

含めて考えていただきたいと思いますが、幼

稚園のヘルパーこの評価の中でも実は教育委

員会に事務に関する評価の中で14ページなん

ですが大岳、仲里幼稚園にヘルパーを配置し

安全面の配慮を行っていると、その中で幼稚

園で支援を必要とする園児が増える可能性が

ある特に情緒的な園児が増える場合の人的対

応が難しいということも載っていますので、

ぜひそこも含めて考えていただきたいといか

がでしょうか。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

確かに今おっしゃられたようにヘルパー等

を時間を早くしてだしたりそういった時間調

整をしながらやることも検討しております。

それとは別なんですが、それと含めた預かり

保育の件もありますので、その件も含めて検

討しておりますので、詳しいことにつきまし

ては準備委員会の中で取り決めてまたご報告

させていただきたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

もし臨時雇用となる場合においては、町民

からよく苦情がでますので臨時雇用の契約期

間というのを３年最長年で５年になるのか

な、それをちゃんと守っていただくようにお

願いしたいと思います。いつも町民から苦情

がでるのが臨時雇用の期間が長すぎている人

がいるのではないかという苦情がありますの

でそこは気を付けていただきたいなと思いま

す。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

まず９ページの説明の中の18番マイナンバ

ー制度導入事業それから31ページの11節のバ

ーデハウスの管理運営事業に関するものにつ

いてですが、まずマイナンバー制度の導入。

これは法律が施行されてきていますから何と
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も言えませんが、ただ今後の問題として保秘

については十分に配所をしていただきたいと

こういうふうに思っております。理由はやや

ともすると人権に関わる問題もでてくるとこ

ういうふうに考えて危惧しております。特に

警察とか自衛隊そういったところからのやわ

やわとした対応で手法で資料の入手というの

も考えられるこういうふうに思っております

のでその保秘の問題について十分な対応がで

きるのかとこういうことの考えはどうかとい

うことなんです。

バーデハウスの件については、私はずっと

前からそこの造り方とそれから塩害の問題こ

れについてだいぶ追求してきました。皆さん

方が鉄筋が腐食して壁が剥がれる。じゃあ、

これを破棄替えましょうと。こういうような

対処療法しか考えていない、この原因ははっ

きりしてますよ。例えば機会の設置について

は海に向かっているということ、そしてここ

のコンクリ護岸夏の台風でも潮がだいぶ飛び

ます２月の荒れた天気にもそこまで十分到達

しますよ。それを検証して対応してもらいた

いなとこういうことですよ。いままでのただ

壁が剥がれたから剥離したから補修しますと

こういうことであれば建物自体崩壊します

よ。そういうことを考えたことはありますか。

根源療法としての対応は考えたことはありま

すかということです。

○ 議長 喜久里猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいまのワイナンバー導入事業に関して

お答えいたします。ご存じのとおり、もう10

月からワイナンバーの通知がされて運用が来

年の１月から開始されます。当然、国の制度

ですので厚労省、総務省からシステム改修等

に対する各種の補助が出ていますが、今回の

補助マイナンバー導入事業というのは補助対

象外となっています。セキュリティーシステ

ムの整備それから職員の研修等の費用となっ

ております。先ほど宇江原議員からも指摘が

ありましたが、今後、個人情報の取り扱いに

関しては非常に警戒というか、きちんとした

システムを作っていかなければいけません。

職員に対する研修はできますが、一番問題な

のはサイバー攻撃等によるシステムの情報漏

洩というかたちになります。今そういった個

人情報の保護のシステムについては非常に高

額なシステム改修購入等が必要となっていま

すが、全てが助成の対象となっていません。

特に行政の内部管理に関する利用費というも

のは各種事業の補助対象外となっています。

それについてこちら総務の方としても県の方

にも町村会も通じて要求はしていますが、今

後財政が厳しい小規模市町村と財政が豊かな

都市部とで情報セキュリティーのクオリティ

ーの格差が生じるのではないかという危惧は

しております。それについては町もできるだ

け自分たちの予算の範囲内でできるセキュリ

ティー対策をやっているという現状です。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

バーデハウスの管理についてお答えいたし

ます。まず塩害につきましてはご指摘のとお

り海岸の側ということで海水の飛散による故

障もトラブルもけっこうございます。その中

で現状としては抜本的な部分については現実

的な対処をしているのが現状であります。今

後どういったかたちで塩害についての対策を



- 65 -

取るかというところの中で進めていきたいと

思っておりますのが、まずこのバーデハウス

の12、3年経年しておりまして、かなり機器

についても老朽化含めて、そろそろ全面的な

改修をしないといけないのではないかという

状況にきております。そういった中で運営の

コストの軽減でありますとか、機器の塩害に

強い資材を使うとかそういったとことも含め

てリニューアルが必要かなという感じで今考

えているところであります。そういう中で海

岸からの塩害、そしてバーデハウスそのもの

が海洋深層水を利用した施設であるというと

ころで、内部においても塩分がかなり影響が

あるのではないかというふうに考えておりま

すので、全面的なリニューアルを考える際に

そういったところの施設の全面的な塩害に強

い対策を講じる必要があるかと考えておりま

す。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

マイナンバー制度については、これはもう

10月から施行が始まるわけですが、これは人

がやることなんです。ですからこ保秘の問題

については人の教育とそれからこれまでの官

権によるいろいろな調査、いろいろな名目が

あるんだが、そこのところは十分に勘案して

対応をしていただきたいとこういうふうに考

えております。

それからバーデハウス件については、これ

改修では手遅れだと僕は見ております。既に

海水は中の重要な部分の鉄骨の中の方に入り

込んでいるんじゃないかとこういうふうに見

ております。だからその根源たるものはコン

クリート護岸にあるよと、前々から言ってき

ています。いくら飛ぶのか見たことある？

台風時には行けないと思いますが、台風後に

なめたりしたらわかりますよ。そして冬の２

月、荒れた天気にはだいぶ飛びます。そうい

うようなこともよく検証しながら根源療法で

もって対応していただきたいとこういふうに

考えております。

それから12ページの19節球美の島緑化推進

事業これ4千500万円余り減額されています

が、これは理由は何なのかということなんで

すが。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今のご質問ですが、当初、今回3千500万予

算、６月補正で一応計上していただきました。

積算したら4千580万不足だったものですから

我々のちょっと考えが甘かったかなと思った

のは、２次要求で一括交付金、取れるという

ことで一応考えていて県の方からの査定では

切られたという予算追加配分できませんよと

いうことでの結果です。この中に一応、植栽

費とか入れてあったんですが、もう植栽は来

年になるということです。今回はその造成と

遊歩道の舗装等々です。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

10番饒平名智弘議員。

○ 10番 饒平名智弘議員

10ページの交付税一番最後で導入可能性調

査委託料というのはどういう内容か。

○ 議長 喜久里猛

仲村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 仲村幸雄

ただいまの高速船の導入可能性調査につい
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ては検討会を今立ち上げているんですが、そ

の中でもいろいろ議論しているんですが、今

後その導入の可能性に向けてはやはり町民の

ニーズ、そして観光客そして送り出すエージ

ェントそのあたりのニーズも把握しつつ、導

入を決定していこうということで調査を入れ

たいということです。現在、航空運賃も片道、

今5千100円ですよね。高速船の料金が果たし

て今の航空運賃に対してどうなのかというも

のも含めていろいろな側面から調査をしてい

きたいと考えてます。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

プロジェクトの方にもう一度お聞きしたい

と思いますが、11ページですが、ＩＣＴもっ

と具体的に説明してほしいんですけどね。

それから教育費の幼稚園の備品購入と先ほ

ど送迎いろいろやっていましたが、その方法

として皆さんが考えているのは先ほどいろい

ろ答弁ありましたが、例えばＩＣＴの高齢者

の買い物とかそういうのを書いてあるんです

が、そのＩＣＴの具体的にもっとお願いしま

す。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

先ほども質問ありましたが、より詳細に説

明をしていきたいと思います。平成25年度に

町の方で導入した地産地消システムの機能の

横展開で実際タブレット端末を使ってその端

末上から色々商品を注文して、それをまたセ

ンターの方でまとめて、これまではＮＰＯ法

人久米島が担っていたんですが、介護施設の

ほうでそこを担いたいということで申し出も

ありますので、そこと連携して実際注文を受

けたものを配達するというようなシステムに

なります。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

40ページの18節備品購入費で611万6千円こ

れは車両購入費でマイクロ２台です。その件

につきましては、先ほどご説明したとおり幼

稚園統廃合により清水幼稚園、仲里幼稚園の

対応の送迎バスであります。補正予算実際61

7万3千円ありますがほとんどが備品購入であ

との6万3千円についてはその他費用弁償との

組み替えでございます。

○ 議長 喜久里猛

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

まずＩＣＴの方ですが、これ端末機持たし

てお年寄りたちに使えるのかどうか、今まで

ＮＰＯ久米島がやっていましたね。あれも何

名かに持たせたらしいんだけどなかなか上手

く活用ができなかったようなんですよね。こ

れだけ予算があるんだったら私はかえって教

育委員会が予定しているマイクロバスを購入

して、例えば路線バスが１週線回っています

よね。それが路線バスは１週線はいんですが、

島尻だとか北原だとか大原だとかそういうと

ころは逆に集合場所を決めて何時から買い物

客あるいは病院だとかそれ決めて、誰かに委

託して12名乗りぐらいのそういうのがかえっ

て効率的じゃないかというように思うんです

よね。これは南城市でしたか、本土の僻地で

もやっていますよね。ふれあいバスみたいな

感じで無料で、電話があったら向かえに行く
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というような感じ、そんな感じの方がかえっ

ていんじゃないかなと思うんですが、それか

ら教育委員会の方のそのバス購入するんです

が、それもその地域の誰かに委託してやった

方が、私はもっと効率的にいんじゃないかと

思うんですがその点。

○ 議長 喜久里猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいま島袋議員から提案があったような

当初、移動販売車でお店の無い集落を巡回す

る。そういったシステムを国に事業申請して

いたんですが、そういった車両の購入はでき

ないということで、そこは削られた部分があ

ります。それができなければ地域の介護施設

とかと連携してそういった注文を受けた商品

を配達できないかと、そこでやはり、ＩＣＴ

活用という前提がありますので、そのあたり

含めて、そこからまず実験していきましょう

ということになっています。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

マイクロバスの運転手の雇用につきまして

は、そこにいればよろしんですが、地域の雇

用も含めながらまた現在使っている雇用され

ている学校関係そして幼稚園とそういう方々

の中で、また用務時間の間を使えないかとか

そのへんも含めながら準備委員会の方で検討

してみたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

これはＩＣＴの名のとおり電波を使っての

今からはこういう時代になりますよというこ

とですから、ぜひ進めてほしいんではあるん

ですが、その前にこのタブレットの使い方の

講習会とか老人会とかそういう会合を持って

これよっぽど研修というのか勉強会しないと

宝の持ち腐れみたいになると思うんで、ぜひ

研修なども頻繁にやってほしい。

それからバスの教育委員会とそれから商工

観光課のバスとかいろいろバスがたくさん出

てくるんですが、私は以前から言っているん

ですが、これ陸上交通のあり方をもっと案を

出して、もっと効率的にできる方法を考えな

いといけないと思うんですよ。あれこれ課、

毎にバス持ってやるよりは、それ町のバスを

どういうふうにして配置してやるかというよ

うな、豊見城市あたりは昔からやっているん

ですが、その地区、地区によって通学バスと

いうのがあるんですよ。今もやっていると思

います。例えば我那覇だったら我那覇のある

叔父さんがバスを持っていて、それを役場か

ら委託して朝と下校時運航している。我那覇

だけじゃなくて伊良波とか学校から遠い所な

どは地域の人に委託させているんですね。そ

れも含めて陸上交通これをみんな総合的にも

っとアイディアを出し合ってやっていただき

たいというふうに思います。

○ 議長 喜久里猛

６番安村達明議員。

○ ６番 安村達明議員

44ページのＡＥＤのリース料が1万8千円減

額されているんですが、そのことについて今

久米島の自動車学校の間で全国特定自動車教

習所協会という全国の組合に所属しているん

ですが、その中で、このＡＥＤという器具を

今度は全国の特定自動車学校の中で組み入れ

て、新たにまたこれを教習生にも指導したら
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どうかということの話が出てきて、今年の10

月に鹿児島で会議があるんですよ。そしたら

10月の後半にうちの会社の従業員も全員また

行って研修があるわけですが、そのときの研

修の中で、そのＡＥＤを各自自動車学校で組

み込んで、そこで教習の中で組み込んでやっ

たらどうかという話が今この話が出ているわ

けなんですが、この中で1万8千円削減したと

いうことは各学校にＡＥＤはもう全て配備し

たということなのか、そういうことなのかど

うかちょっと説明してもらえますか。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

安村議員の質問にお答えします。自動体外

式除細動器ＡＥＤといいますが、これにつき

ましては各学校に配備されております。配備

されたＡＥＤがリース切れで、また再契約や

った結果1万8千円の減となったということで

す。

○ 議長 喜久里猛

６番安村達明議員。

○ ６番 安村達明議員

38ページのこれは消防か９節の火災・救急

・救助等強化事業に57万2千円計上されてい

ますが、このことについて、去年の夏だった

と思うんですが、教習場で教習している最中

に、たまたま応急救護の終わった時点だった

んですよ。そしたらこの子たち那覇から来て

免許を講習しているときに真謝の方で人が倒

れていると、そこにはち合わせたもんだから

この子たち一生懸命習ったものを応急措置を

習ったものをこの人に接して、消防が来るま

できちっとした措置をして救急車に乗せて救

助することができたということで、こういう

話が教習所にきたもんですから、この子ども

たちはまた来てからどういうことかと聞いて

みたら喉にものを詰まらせたとかそういう状

態だったらしいです。それで私としては救急

車を呼んで搬送したわけですから、消防長の

方にも伝わっていて、そしたらこの子たちが

いる間に消防の方から激励とか何かお礼の言

葉が何かあるかなと思って僕は非常に期待し

ていたんですが、何もなくて、それを知って

いたのか知らなかったのか、それはどういう

状況だったのかとそういう２点を説明してく

ださい。

○ 議長 喜久里猛

上江洲勝志消防長。

○ 消防長 上江洲勝志

今の事案にお答えします。この事案につき

ましては字真謝でそういう事案がありまし

た。老人がお家で餅か何か食べて喉に詰まら

せたとそういう事案がありまして、一応救急

出動をしております。その対応された方は沖

縄本島から久米島に免許を取りに来たとそう

いう事案は一応聞いております。それで救急

事案、そういう措置事案ですのでこっちも情

報を確認して表彰対象であるのかなと一応い

ろいろ情報集めたんですが、そこまでいたら

ないということでありましたので、今回、表

彰対象から除外したというかたちでありま

す。また本人も４、５日後かな沖縄本島に帰

ったということですので連絡が取れなくて一

応うちの職員が会ってお礼は言っていると思

います。

○ 議長 喜久里猛

６番安村達明議員。

○ ６番 安村達明議員

その答弁はもう聞きましたので、もう一つ



- 69 -

別の問題なんですが、産業振興課に聞いてみ

ましょうね。ＥＶバスどうですか運航状況。

○ 議長 喜久里猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

はい、お答えいたします。ＥＶバスの運航

につきましては、球美中学校の中学通学にあ

わせて運航しています。朝と夕方下校時に運

航しておりまして通学に関する時間帯のみ運

航している状況であります。

○ 議長 喜久里猛

安村議員、今の質問ですが、何処から持っ

てきたんですか関連は、バスの件。

○ 議長 喜久里猛

６番安村達明議員。

○ ６番 安村達明議員

路線バス運営事業があるもんですから路線

バス事業の予算で4万1千円の旅費とか何とか

あるんですが、ただ一般からＥＶバスは本当

にただで貰って高く付いているんじゃないか

とそういう話がでているんですよ。それで僕

は今聞いたという状況なんですよ。この運営

状況はどうなんですか。運航じゃなくて運営

状況、修理したりこれ乗ってきてないじゃな

いですか。ここにも何度も故障したりして２、

３日向こうに止められたりとか、そういう話

があるもんだから、このバスは貰ってきて提

供して貰ったはずだけど運営状態、運航状態

はどういうかたちで今進んでいるかなという

ことなんです。それを聞きたかったわけです。

答弁しますか答弁ありますか。町長でもよろ

しいですか。

○ 議長 喜久里猛

今の安村議員の質問ですがどなたか答えら

れる方います？

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

お答えします。まず運営状況というご質問

ですが、確かにＥＶバスにつきましては、電

気系統コンピューターの基盤の不具合という

ことで過去２、３日停車したということがご

ざいます。こちらについては、先ほども申し

上げましたが、通学に利用している状況であ

りますので、今現在あるバスでは通学の対応

できない状況ですので、そういった意味では

しっかり通学に寄与しているバスということ

で重宝しているところでございます。ただし

故障につきましては電気系統の故障というこ

ともありまして、沖縄本島からその技術者を

久米島に派遣していただくというかたちにな

りますのでどうしてもタイミングによっては

２、３日停車する状況にはあります。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

14ページの２款１項説明の68です。久米島

町地域支援交流学習センター整備事業なんで

すが、この事業の説明と工事内容とあと人数

何名使用かと、どのようにいつから誰が管理

体制で運営するか。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

崎村議員の質問にお答えします。久米島町

地域支援交流学習センター整備事業というこ

とで、整備費の方から今回、若干の増額があ

りまして、当初、既存の建物を利用するとい

うようなかたちで見積してあったんですが、

自主的に設計に携わってみますと、その中で
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水回り壁天井と大幅な改善が必要ということ

での補正増となっております。旅費につきま

しては、これからの事務調整のための里親と

の調整設計、両施設の沖縄県内の見学それか

ら県教育長との事務調整そして備品等の製品

検査等での普通旅費を補正しております。

それから15ページの公有財産購入費と土地

購入費、家屋購入費がありますが、その分の

減につきましては、鑑定評価を参考にして額

を決めました。その結果、自主的に減になっ

たということです。

これからのタイムスケジュールになります

が、実際、土地購入までは終わっております。

いまから６月から９月で設計業務それから改

修工事が10月から２月、備品購入が１月から

３月の上旬で、そして寮則、管理規則等の整

備が現在始まっております。それが12月まで

には終了する予定です。条例等の整備、制定

等についても、現在、準備をしておりまして

12月までには終わらせる予定です。施設運営

管理についてなんですが、先ほどご質問があ

りましたが、その件につきましても５月の中

旬から現在進めているとことですが、最終的

には３月の上旬ぐらいに取りまとめることに

なります。その他、寮関係のホームページ等

への掲載についても12月の学校の県立高校の

試験要項の期間を間に合わせてやりたいと思

ってます。

あと生徒の受け入れにつきましては、３月

の初旬から中旬にかけて一応検討しておりま

す。４月１日からは完全な寮として活用でき

るようなかたちで進めております。

○ 議長 喜久里猛

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

すみません。ちょっと聞き忘れたかもしれ

ませんが、何名の収容なのか、それと今現在

里親で受け入れている生徒に関してはどうな

のか。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

まず今考えておりますのが、寮生につきま

しては１学年８名ということで24名、それか

ら学習センターそれに基づく子どもたちの寮

に基づく厨房、学習室と今事業の中で考えて

おります。

現在、里親制度を利用して久米島におられ

る生徒さんが14名おります。14名の内３名は

家族の移住ということで来ておりますが、そ

の方々につきましても次年度から希望で寮に

入りたいという方も聞いておりますので、そ

のへんも含めて調査をしながら12月までには

確定したいと思っています。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第26号、平成27年度久米島町

一般会計補正予算（第２号）についてを採決

します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第26号、平成

27年度久米島町一般会計補正予算（第２号）
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については原案のとおり可決されました。

日程第３ 平成27年度久米島町国民健康保

険特別会計補正予算(第１号）

について

○ 議長 喜久里猛

日程第３、議案第27号、平成27年度久米島

町国民健康保険特別会計補正予算(第１号）

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

それでは議案第27号、平成27年度久米島町

国民健康保険特別会計補正予算(第１号）の

概要についてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開きください、平成27

年度久米島町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、歳入歳出の予算額にそれぞれ

8千773万8千円を増額し、歳入歳出の総額を1

5億3千208万9千円と定めるものであります。

まず歳入歳出の計上概要としましては、こ

れ５ページになりますが、歳入では７款、前

期高齢者交付金において4千120万6千円の増。

そして12款、繰入金において一般会計繰入

金93万3千円の減。

そして13款、繰越金において前年度剰余金

の4千746万5千円を増額補正するものであり

ます。

続いて歳出においては、これ６ページにな

りますが、１款、総務費の一般管理にかかる

旅費を23万1千円の増。

そして次の７ページの２款、保険給付金の

一般被保険者療養給付金で1千501万8千円の

増。

そして８ページの３款になりますが、後期

高齢者支援金で1千845万5千円の増。

続いて、これ９ページの６款になりますが、

介護納付金で827万5千円の増。

そして10ページの７款、共同事業拠出金の

保険財政共同安定化事業拠出金で1千932万2

千円の増。

そして11ページの11款になりますが、諸支

出金の１目一般保険者保険税還付金で100万

円の増。そして２目退職被保険者等保険税還

付金で341万4千円の増。そして７目の療養給

付費等負担金、超過交付還付金で2千202万3

千円増となっております。

以上が、平成27年度久米島町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）の概要となりま

す。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第27号、平成27年度久米島町

国民健康保険特別会計補正予算(第１号）に

ついてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。
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（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第27号、平成

27年度久米島町国民健康保険特別会計補正予

算(第１号）については、原案のとおり可決

されました。

日程第４ 平成27年度久米島町後期高齢者

医療特別会計補正予算(第1号）

について

○ 議長 喜久里猛

日程第４、議案第28号、平成27年度久米島

町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号）

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第28号、平成27年度久米島町後期高齢

者医療特別会計補正予算(第１号）の概要に

ついてご説明申し上げます。

予算書を１枚目をお開きください。平成27

年度久米島町後期高齢者医療特別会計補正予

算(第１号）は歳入歳出予算の予算額にそれ

ぞれ209万7千円を増額し、歳入歳出の総額を

7千403万6千円と定めるものであります。

歳入歳出の計上概要としまして、これ予算

書の５ページになりますが、歳入では４款、

繰越金において前年度繰越金184万7千円の

増。

そしてまた５款諸収入１目の保険料還付金

において25万円の増額補正するものでありま

す。

続いて歳出については、これは６ページに

なりますが、１款、総務費における一般管理

費旅費で8万1千円の増。

そして７ページの３款諸支出金１目の保険

料還付金で25万円の増。

そして４款予備費で176万6千円を増額補正

するものであります。

以上が、平成27年度久米島町後期高齢者医

療特別会計補正予算(第１号）の概要となり

ます。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第28号、平成27年度久米島町

後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号）

についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第28号、平成

27年度久米島町後期高齢者医療特別会計補正

予算(第１号）については、原案のとおり可

決されました。

日程第５ 平成27年度久米島町水道事業会
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計補正予算（第１号）について

○ 議長 喜久里猛

日程第５号、議案第29号、平成27年度久米

島町水道事業会計補正予算（第１号）につい

てを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

それでは議案第29号、平成27年度久米島町

水道事業会計補正予算(第１号）の概要につ

いてご説明申し上げます。

予算書の１ページからいきます。第３条予

算収益的収入及び支出について、当初予算で

の執行を予定しておりましたが、水道事業経

営におきまして、予算第１項営業費用１目原

水及び浄水費で阿嘉浄水場の圧そうポンプ修

繕に費用を要するため113万1千円の増額。４

目総係費で賃金職員の時給改定に伴う賃金の

増額及び儀間ダム共同管理負担金の増額によ

り136万2千円の計249万3千円の補正予算を計

上しております。

また４条予算建設改良費の１目、水道施設

整備において、儀間ダム建設負担金178万9千

円の減額の補正予算を計上しております。４

条資本的収入額が資本的支出額に対し補足す

る額7千957万4千円は過年度分損益勘定利用

資金7千776万2千円、消費税資本的収支調整

額181万2千円で補てんしております。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第29号、平成27年度久米島町

水道事業会計補正予算(第１号）についてを

採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第29号、平成

27年度久米島町水道事業会計補正予算(第１

号）ついては、原案のとおり可決されました。

日程第６ 平成27年度久米島町下水道事業

特別会計補正予算(第１号）に

ついて

○ 議長 喜久里猛

日程第６、議案第30号、平成27年度久米島

町下水道事業特別会計補正予算(第１号）に

ついてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第30号、平成27年度久米島町下水道事

業特別会計補正予算(第１号）の概要につい

てご説明申し上げます。

予算書の１ページをお開きください。平成

27年度久米島町下水道事業特別会計補正予算
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(第１号）の概要は歳入歳出にそれぞれ1千51

0万3千円を増額し、総額3億5千306万8千円と

定めるものであります。

主な概要といたしまして、歳入としまして、

予算書の６ページをお開きください。４款、

１項繰越金で83万6千円の減額。

そして５款１項繰越金で1千593万9千円の

増額となっております。

次に歳出としましては、７ページの１目下

水道事業費の職員給与等で83万6千円の減額。

そして11節需用費の修繕料で機器及び設備修

繕のため572万9千円の増額。そして13節委託

料で空港真泊線コミュニティ道路これは新興

通りの新生橋工事架け替えに伴う工事であり

ます。下水道施設の移設工事設計業務のため

に100万円の増額。そして15節工事請負費で

空港真泊線コミュニティー道路下水道施設移

設工事のための960万円の増額です。

次に８ページ５目農業集落排水事業費の19

節、負担金補助金及び交付金の負担金で沖縄

県農業集落排水事業推進協議会の会費として

1万円の増額。

また９ページ、２款公債費の23節償還金利

子及び割引料で償還金利子40万円の減額とな

っております。

以上が、平成27年度久米島町下水道事業特

別会計補正予算(第１号）の概要となります。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第30号、平成27年度久米島町

下水道事業特別会計補正予算(第１号）につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第30号、平成

27年度久米島町下水道事業特別会計補正予算

(第１号）については、原案のとおり可決さ

れました。

○ 議長 喜久里猛

これで午前の部を終わります。

休憩します。（午前 11時55分）

日程第７ 久米島町個人情報保護条例の一

部を改正する条例について

○ 議長 喜久里猛

午後の部再開します。（午後 １時30分）

日程第７、議案第31号、久米島町個人情報

保護条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。本案について提案理由の説明を

求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

それでは議案第31号、久米島町個人情報保

護条例の一部改正について、上記議案を提出

する。
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平成27年９月7日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町個人情報保護条例の一部を改正に

ついて、久米島町個人情報保護条例の一部を

次のように改正する。

なお、大枠の中で、左が改正前で、右が改

正後となります。また、下線の引かれた箇所

が今回の改正内容となっております。後ろの

方になりますが、附則としまして、この条例

は行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行の日

から施行する。ただし、第９条の次に１条を

加える改正規定は番号法附則第１条第４号に

定める日から施行する。

提案理由でありますが、番号法が平成25年

５月31日に公布され、平成28年１月から「個

人番号」の利用が開始されます。番号制度導

入に伴うきめ細やかな社会保障給付や行政事

務及び手続きの簡素化負担軽減が実現でき、

これら業務の実施過程において、多くの「特

定個人情報」が利活用される。

一方、個人番号が不正に取り扱われると、

個人番号をキーに集約された特定個人情報が

不正に閲覧、漏洩されたりするなど、様々な

問題が懸念されるため、番号法では特定個人

情報を取り扱うものには、これまで以上に厳

格な情報管理保護措置を講じなければなりま

せん。

また、番号法第31条では地方公共団体が保

有する特定個人情報の適正な取扱いや開示、

訂正、停止等をするため、必要な措置を講じ

なければならない旨が規定されています。

このことから久米島町が保有する特定個人

情報についても必要な措置を講じるため、久

米島町個人情報保護条例を改正する必要があ

ります。これがこの条例案を提出する理由で

あります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

反対ですか、賛成ですか。

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

反対。

○ 議長 喜久里猛

賛成いませんね。

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

この個人情報保護法というのは、僕は制定

当初から非常に疑問を持っていました。そし

ていまどきですね、警察に情報を開示してく

れといっても、ほとんど真っ黒くなって返っ

てくるんです。言いたいのは、こういった行

政の組織を守るための情報です。こういうふ

うに僕は解釈しているんです。だから個人情

報保護法というは、これが原点となってすべ

ての情報が我々が必要なときに手に入らな

い、公開しない。これからは特定秘密保護法

も併せて大変なことになりますよというよう

な観点から、私は反対します。

○ 議長 喜久里猛

他に討論ありませんか。
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○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第31号、久米島町個人情報保

護条例の一部を改正する条例を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方

挙手願います。

（挙手多数）

挙手多数です。従って、議案第31号、久米

島町個人情報保護条例の一部を改正する条例

については原案のとおり可決されました。

日程第８ 久米島町手数料条例の一部を改

正する条例について

○ 議長 喜久里猛

日程第８、議案第32号、久米島町手数料条

例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第32号、久米島町手数料徴収条例の一

部を改正する条例。上記議案を提出する。

平成27年９月7日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町手数料徴収条例の一部を改正する

条例。

久米島町手数料徴収条例の一部を次のよう

に改正する。これも大枠の中で、左が改正前、

右が改正後となります。下線の引かれた箇所

が今回の改正内容となります。

附則としまして、この条例は行政手続きに

おける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の施行の日から施行する。

提案理由でありますが、行政手続きにおけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行に伴う個人番号カードの

再交付の手数料を新たに定める必要がある。

また、犯罪被害者等給付金の支給等に関する

法律の一部を改正する法律が、平成20年７月

１日に施行されたことに伴い、当該条文を改

正する必要がある。これがこの条例案を提出

する理由であります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第32号、久米島町手数料条例

の一部を改正する条例についてを採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成

の方、挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 喜久里猛

挙手多数です。従って議案第32号、久米島

町手数料条例の一部を改正する条例について

は原案のとおり可決されました。

日程第９ 久米島町健康福祉施設の設置及

び管理に関する条例の制定につ

いて

○ 議長 喜久里猛

日程第９、議案第33号、久米島町健康福祉
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施設の設置及び管理に関する条例の制定につ

いてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第33号、久米島町健康福祉施設の設置

及び管理に関する条例について。

上記議案を提出する。

平成27年９月7日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町健康福祉施設の設置及び管理に関

する条例。

条文の朗読は割愛して説明をしたいと思い

ます。

第１条に趣旨。第２条に名称及び位置。第

３条に利用許可。第４条に利用許可の制限。

第５条に利用許可の取消等。第６条に原状回

復。第７条に特別施設の制限。第８条に目的

外利用の禁止。第９条に利用料。第10条に利

用料の返還。第11条に損害賠償。第12条に入

場の禁止等。第13条に、その他を示しており

ます。

附則としまして、この条例は平成27年10月

１日から施行する。

提案理由でありますが、肥満を起因とする

糖尿病等の生活習慣病が増加し、65歳未満の

早世日本一となった沖縄県において、久米島

町は男性10位、女性20位となっています。保

健事業実施計画、（データヘルス計画）の目

指す「健康格差の縮小」を実現するためには、

予防改善が可能である生活習慣病を食生活改

善と運動習慣の定着により、減少させ、この

危機的状況を打破しなければなりません。旧

久米島中学校跡を町民の生活習慣病の予防改

善、健康づくりの拠点として、久米島町健康

福祉施設を設置し、その管理条例を定める必

要がある。これがこの条例案提出する理由で

あります。

なお、次ページの方に、第２条関係の施設

の名称及び位置等を示しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第33号、久米島町健康福祉施

設の設置及び管理に関する条例の制定につい

てを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第33号、久米

島町健康福祉施設の設置及び管理に関する条

例の制定については、原案のとおり可決され

ました。

日程第10 地方自治法第96条第２項の規定

による議会の議決すべき事件を

定める条例の制定について

○ 議長 喜久里猛

日程第10、議案第34号、地方自治法第96条
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第２項の規定による議会の議決すべき事件を

定める条例の制定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第34号、地方自治法第96条第２項の規

定による議会の議決に付すべき事件を定める

条例。上記議案を提出する。

平成27年９月7日提出

久米島町長 大田治雄

地方自治法第96条第２項の規定による議会

の議決に付すべき事件を定める条例。

第１条に趣旨。この条例は地方自治法第96

条第２項の規定に基づき、議会の議決すべき

事件を定める。第２条で議決事件の指定。議

会の議決すべき事件は次のとおりとする。

（１）、総合的かつ計画的な町行政の運営を

図るための基本構想の策定、変更または廃止

をすること、附則としまして、この条例は公

布の日から施行する。

提案理由でありますが、久米島町総合計画

基本構想を議会の議決すべき事件として定め

るため、条例を制定する必要がある。これが

この条例案を提出する理由であります。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第34号、地方自治法第96条第

２項の規定による議会の議決すべき事件を定

める条例の制定についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 喜久里猛

挙手多数です。従って、議案第34号、地方

自治法第96条第２項の規定による議会の議決

すべき事件を定める条例の制定については、

原案のとおり可決されました。

日程第11 物件移転補償契約について

○ 議長 喜久里猛

日程第11、議案第35号、物件移転補償契約

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第35号、物件移転補償契約について。

物件の買い取りについて、物件移転補償契

約を締結したいので地方自治法第96条第１項

第８号の規定により、議会の議決を求める。

１．物件の所在地 久米島町字仲泊1159番地

２．物件補償価格 24,611,840円

３．契約の相手方

住所 久米島町字北原１番地

商号 久米総合開発株式会社

氏名 代表取締役 安里美加子

平成27年９月7日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

沖縄振興公共投資交付金事業の物件移転補
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償契約については、久米島町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を得

る必要がある。これがこの議案を提出する理

由であります。

なお、次ページの方に物件移転補償仮契約

書の写しを添付しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

２枚目の物件移転補償仮契約書の方なんで

すが、この中に消費税相当額が入っておりま

せん。０、０で全部数字なっているんですが、

これは消費税については入らない部分なの

か、説明お願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

この契約書自体、国税事務所と打ち合わせ

して、法人の場合は消費税はかからないそう

です。また、次の36号ですけど、《 》

さんは個人なので消費税は入るということの

指導のもとでの契約書の作成です。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

島袋完英議員は同じですか。

他にありませんか。

○ 議長 喜久里猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第35号、物件移転補償契約に

ついてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方、挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第35号、物件

移転補償契約については、原案のとおり可決

されました。

日程第12 物件移転補償契約について

○ 議長 喜久里猛

日程第12、議案第36号、物件移転補償契約

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第36号、物件移転補償契約について。

物件の買い取りについて、物件移転補償契

約を締結したいので地方自治法第96条第１項

第８号の規定により、議会の議決を求める。

１．物件の所在地 久米島町字仲泊1160番地

２．物件補償価格 41,422,483円

３．契約の相手方

住所 那覇市金城×丁目×番地

氏名 《 》

平成27年９月7日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

沖縄振興公共投資交付金事業の物件移転補

償契約については、久米島町議会の議決に付
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すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を得

る必要がある。これがこの議案を提出する理

由であります。

なお、次ページの方に物件移転補償の仮契

約書の写しを添付してあります。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

これ２件目の件ですが、この件について、

先に建設課長にも要望したことがあるんです

が、といいますのは、どうしてこの物件まで

買ってやる必要があるのかということです

ね。後ろは駐車場あるし、今さっき議決され

ました建物、あれだけでいいんじゃないかと、

私はそういう話を、課長にやったんですよ、

前課長に、その課長もうなづいているようで

したので理解しているんだなと思ったんです

ね、といいますのは、まちをつくる、道路の

改良をしましょうというようなことを言いな

がら、そこから商売人を移転させるというこ

と自体、もうおかしなことじゃないかと、私

はそういう話をしたんです。そこは現に釣具

屋をやっていますよね、隣は空き家で民宿が

借りているんですけど、その隣がピザの店で

すね。ですからその店、店は残して真ん中の

建物だけとればそこに通路が出入りができる

通路ができるから、それだけでいいんじゃな

いかという話をしたんですよ。てっきり私は

そういうものになると思ったんですね、とこ

ろが前の道路駐車場の件も出てきた時に、結

局両方、なんで両方かける必要があったのか

なと思って非常に疑問に思うんですが、それ

について結局、補償物件等の表示、その説明

と、どうしてそこまでこの物件まで潰さない

といけないのかの説明をお願いします。

○ 議長 喜久里猛

休憩します｡（午後 １時54分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午後 １時55分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

その名称の方からですね、建物補償は１階、

２階の補償算定です。工作物についてはブロ

ック塀とか、その建物に付随する工作物、移

転雑費、これはこれの移転する場合の設計費

用、施工管理、法手続で、この建物消滅届け

という法務局への更地にしましたという移転

登記等の補償費用です。設計施工管理等々で

すね、執行ハウスというのは、今、補償移転

の場合、建て壊し個人がやるんですけど、執

行ハウスとか、かかった場合というので、セ

ットでこの補償額となっています。補償する

ということですね。

あと、なぜ、この物件までというのは調べ

てなくてわからないんですけど、私が来たと

きは事業執行されて設計入ってました。ここ

の場所というのは、今の新興通りと新興北通

りと県は呼んでいます。大田の交番のところ、

新興北通りと新興通りとセットで効果促進、

要は一方通行にするにあたり駐停車禁止と、

車の流れがスムーズ行うようにということ

で、効果促進という事業を導入して、ここに

駐車場をつくろうということで、県の方から
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提案されて、そこを選定して、選定したのは

新興通り会の皆さんが、その場所を選定した

と聞いております。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

ただいま島袋議員から質問がありましたの

と関連するんですが、建物補償費ですね、そ

こまでやる必要があったのかと、これが3千1

00万余り計上されております。それと先に議

決しました物件が2千万余り、1千100万ぐら

いの差があるんですが、建物自体がそれだけ

大きかったということなのか、見た目はさっ

きの物件が大きいんじゃないかなというふう

な感じもしたんですが。

それと今の案件には、さっきの案件には家

賃減収補償というのがありましたが、この今

の案件についてはその家賃減収補償とか、営

業補償とか、そういう類のものが出ておりま

せん。そのへんの違いはどういうことになっ

ているのか、担当課でわかれば説明お願いし

ます。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

去年の３月までに、鑑定入れさせて、鑑定

士から出てきた鑑定額を県の道路管理課に全

部出して、この算定で採用していいですかと

いうものをいただいて、この鑑定結果となっ

ていますけど。この金額の差額というのは築

何年、または面積、その中にどのくらいのも

のがつかえるものが再利用できるかというも

の、または加味されて、この今の安里さん、

久米島総合開発株式会社の物件は平屋、《

》さんのところはＲＣの２階建てという

ことで、この金額の差額になっています。い

まの久米島総合開発さんのところの家賃減収

補償というのは、隣りはいま民宿に貸してい

て、そこへの移転補償です。《 》さんのと

ころは、その移転雑費にその費用が全部入っ

ていて、その新興通りの中において代替地を

探したということで本人から申し出はありま

した。

○ 議長 喜久里猛

１番棚原哲也議員。

○ １番 棚原哲也議員

家賃の減収補償というのは、今の主に入っ

ている分だと思うんですが、通常は賃貸して、

そこから移転する場合には営業補償とか、そ

ういうかたちで賃貸している側にも補償が出

るんじゃないかなと思うんですが、この案件

についてそういうものがなくて、やちん減収

補償と貸し主に対する補償になっていると思

うんですが、その説明をお願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

まさにそうです。ここの民宿で借りている

国吉さんには移転補償は出ます。ただこの民

宿をやる前に、安里さんが、民宿になるよう

な増築をしたというものは家賃減収としてと

らえています。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。
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これから議案第36号、物件移転補償契約に

ついてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第36号、物件

移転補償契約については、原案のとおり可決

されました。

日程第13 平成26年久米島町教育委員会の事

務に関する点検・評価報告につい

て

○ 議長 喜久里猛

日程第13、報告第６号、平成26年久米島町

教育委員会の事務に関する点検・評価報告に

ついてを議題とします。

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

報告第６号、平成26年久米島町教育委員会

の事務に関する点検・評価報告について。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の第27条の規定に基づき、平成26年度におけ

る久米島町教育委員会の権限に属する事務の

管理及び執行の状況についての点検及び評価

の結果を報告する。

平成27年９月７日 久米島町教育委員会

町教育委員会では、子供たちが島に誇りを

心に夢をもち、個性豊かで創造性国際性に富

む活力ある人材を目指して、多くの取り組み

を実施しております。

そしてこれらが実行性のある取り組みにな

るように１ページの教育委員会委員５名の合

議制の下、教育振興に努めております。

今年度も久米島町教育委員会の活動状況及

び教育施策の実施状況についての点検評価を

行いましたので報告申し上げます。なお、外

部評価にあたりましては、２ページにありま

す教育委員会の事務、事業、行事等を把握さ

れておられる３名の学識経験者が点検評価を

行う予定でしたが、宮平厚子委員につきまし

ては、当日、体調不良でご欠席のため、吉原

昌司委員と赤嶺實委員の２名で評価となりま

した。

対象事業は久米島町教育委員会が策定し

た、平成26年度久米島町教育委員会事務事業

において、主要事業を主とし、各項目ごとに

点検・評価を行いました。内部評価、外部評

価は３ページにありますように、達成度によ

り、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価しており

ます。Ａは十分達成、Ｂは概ね達成、Ｃはや

や不十分、Ｄは不十分となっております。

本日の説明箇所につきましては、主に外部

評価委員の皆さんから、ご意見ご指摘のあっ

た項目について説明いたします。

まず、５ページをご覧ください。学習指導

の工夫・改善についてですが、一番上の学力

調査においては、小学校、中学校ともに全国

との差を縮めており成果も上がっておりま

す。しかし、やはり学力向上は、幼稚園、小

学校低学年の指導が最も大事であるので、そ

こをしっかりと丁寧に取り組んでほしいとの

ご意見がありました。

続きまして７ページをご覧ください。体力

向上、健康保持増進の２つ目、幼児児童生徒

健康診断についてですが、福祉課、公立病院、

女子栄養大学、各学校との連携がとれる体制

づくりはたいへん良いということであり、今

後とも継続して取り組んでほしいというご意
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見でした。

８ページの食育の推進においては、給食セ

ンターの栄養教諭が各学校からの要請によ

り、食育事業、給食指導を多くできたことは

素晴らしい、また、地産地消を目標に可能な

限り、地場産物の活用を実施しているが、さ

らに工夫開拓していく必要があるのではとの

要望がありました。

９ページをご覧ください。島外派遣補助に

ついてですが、中体連、中文連の各種大会に

述べ598名を派遣させることができ、生徒に

意欲と自信を持たせることができました。た

だ、宮古、八重山など、先島で大会があった

場合には、規定どおりの補助書きではなく、

補助の増額など、配慮すべきではとのご意見

がございました。

次に、12ページです。情報教育においては、

どの学校もデジタル教科書、大型テレビ、Ｉ

Ｔを活用した授業が実線できており、大いに

活用していただきたい。しかし、サイバー犯

罪対策の授業なども必要であり、その中でス

マホの使い方などについて、ぜひ、指導して

ほしいとの要望がございました。

同じページの環境教育についてです。ホタ

ル観察会は自然環境がよくなれば、クメジマ

ホタルも増えるということを子供たちにも大

人にも実感させられるので、たいへんよい取

り組みである。そういう意味で子供たちや保

護者が環境保全についての関心や、その必要

性を感じた学習会だと思うので、ホタル観察

会については、評価Ｂではなく、Ａが妥当だ

と考えるとのご意見でした。

また、次の13ページの一番上のリバーウォ

ッチングについては、生態観察や環境調査な

ど、子供たちに自然環境について学ばせる内

容はよいが、参加できていない学校も見られ

るので、すべての小学校が参加できるような

開催日程の工夫が必要であるとのご指摘を受

けました。

同じく、13ページの生徒指導についてです

が、生徒指導について専門的に相談指導がで

きる地元の人材確保が必要であるとのご意見

をいただきました。

15ページをご覧ください。一番上の児童・

生徒の交流については、中学生の佐賀市との

交流事業が男生徒の参加者が極端に少なく、

交流活動に支障がある。今後は男女のバラン

スがとれた募集推薦ができるよう、各中学校

には、工夫努力してほしいとのご意見がござ

いました。

同じページ、一番下のヤングフェスティバ

ルについては、約250名の幼児・児童・生徒

が参加し、幅広いジャンルで日頃の練習の成

果を披露できることは子供にとっても保護者

にとってもたいへん喜ばしいことであり、ま

た、素晴らしい行事である。課題である長時

間の開催についてはプログラムや出演時間の

見直しや工夫が求められるとのご意見でし

た。

17ページをご覧ください。下から２段目の

移動図書館ホタル号の巡回についてですが、

学校の図書室とは違った、読書環境として子

供たちも楽しみにしており、また、放課後の

居場所ともなっているので、今後もぜひ継続

してほしいとの要望がありました。

次の18ページを見てください。パークゴル

フの普及・振興についてはマナー講習などを

もう少し行ってほしい。スポーツ競技ではマ

ナーやモラルが大切である。パークゴルフ場

利用者の中には、まだまだマナーができてい
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ない町民も多く見られることから評価もＢで

はなく、Ｃが妥当だとの指摘を受けました。

19ページです。一番下の移動図書館につい

てですが、県立図書館と連携した移動図書館

はたいへんよい取り組みであるが、提供冊数

が少ない感じがする。リクエスト本などの町

民のニーズに十分応えられるよう、努めてほ

しいとの要望がございました。

最後になりますが、すべての項目について、

適切に評価されていて、また、課題への対応

も示されているところが今年度はとてもよか

った。今回の評価結果をいかし、実行性のあ

る取り組みをしてもらいたいとして、全項目

を通じての総括的な意見要望をいただきまし

た。以上で事務点検評価の報告を終わります。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

教育委員会の事務に関する点検評価につい

てでありますが、この評価実施日が７月28日

であります。これまで40日間経ちました。こ

の評価してその外部評価委員から意見が出さ

れています。その意見が出されたことに対し

て、教育委員会はその話し合いを今後どう対

応していくのか、その回答に対しての話し合

いはなされたかどうか、お伺いします。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

９月10日の教育委員会議において最終的に

報告があります。この中でいろんなご指摘を

受けたわけですけれども、これは平成26年度

の評価であるということを踏まえて、これを

次年度の平成27年度の事務点検評価に活用し

ていきたいということは、教育委員会の中で

確認をしております。

○ 議長 喜久里猛

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

この中で、意見の中で高校生を対象に行っ

ている町営塾、この講師を小中学生にも活用

できないかという意見が出ていますが、それ

に対してはどのようにお考えなのか。

もう１点、ホタル号、老朽化して次年度か

ら使えなくなると聞いています。今後も継続

してほしいという意見が出ていますが、次年

度もこれが継続できるかどうか、この２点に

ついてお伺いします。

○ 議長 喜久里猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

塾についてなんですが、いま学習支援セン

ターで、今年度高校の塾を開設いたしました

けど、これは高校生対象の塾です。この件に

関してできれば中学生、小学生にまでおろす

ことはできないかというような、そのような

ご意見がございました。それについては今年

度は既に高校生対象と決まっておりますの

で、次年度、そういうふうにおろすことがで

きないのか、あるいはまた、時間帯に重なる

部分があるというような課題もございました

けど、そこはまた今後検討してまいりたいと

思っています。

あと、２点目ですが、ホタル号についてな

んですが、ホタル号についてはかなり老朽化

をしております。屋根の方で雨漏りもするよ
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うところもありますが、これは自分たちで補

修してなんとかつかっているような状況では

ありますが、まったく使えないというような

状況ではないので、まだ、これは次年度はど

ういうふうにしていくかというのは今後の調

整に入っていきたいと思っています。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

休憩します｡（午後 ２時15分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午後 ２時16分）

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

先ほど一番最初に、報告の部分の中で地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第26条

の規定なんですが、先ほどは27条というふう

に説明したということですので、訂正をお願

いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これで報告第６号、平成26年久米島町教育

委員会の事務に関する点検・評価報告につい

ての審議を終わります。

日程第14 専決処分の報告について（平成

26年度港湾施設使用料延滞金の

支払い）

○ 議長 喜久里猛

日程第14、報告第７号、専決処分の報告に

ついて（平成26年度港湾施設使用料延滞金の

支払い）を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

報告第７号、専決処分の報告について、地

方自治法第180条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定

により報告する。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

次ページの方になりますが、専決第７号、

専決処分書、平成26年度港湾施設使用料延滞

金の支払いについて、地方自治法第180条第

１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について次のとおり専決処分する。

記

平成26年度港湾施設使用料延滞金を1万5千

217円とする。

理由

平成26年度港湾施設使用料の支払が遅れた

ため、沖縄県延滞金徴収条例第２条の規定に

基づき、施設使用料延滞金が発生し、額の確

定を行う必要が生じたが地方自治法第180条

の１項の規定により専決処分する。

平成27年６月26日 久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これで報告第７号、専決処分の報告につい

ての審議を終わります。
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日程第15 平成26年度決算に基づく健全化

判断比率及び資金不足比率の報

告について

○ 議長 喜久里猛

日程第15、報告第８号、平成26年度決算に

基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

報告第８号、平成26年度決算に基づく健全

化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て、平成26年度決算に基づき算定した健全化

判断比率及び資金不足比率について、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第22条第１項の規定により別紙のと

おり報告する。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

なお、次ページの方に健全化判断比率、そ

して資金不足比率、そして次のページに健全

化判断比率の状況、そして次のページに連結

実質赤字比率等の状況、そして次のページに

実質公債比率等の状況、そして次のページに

将来負担比率の状況等を添付しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これで報告第８号、平成26年度決算に基づ

く健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついての審議を終わります。

日程第16 専決処分の承認について（久米

島町営路線バス購入物品売買契

約の締結）

○ 議長 喜久里猛

日程第16、承認第５号、専決処分の承認に

ついて（久米島町営路線バス購入物品売買契

約の締結）を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

承認第５号、専決処分の承認について、地

方自治法第179条第１項の規定に基づき別紙

のとおり専決処分したので同条第３項の規定

により、これを報告し議会の承認を求める。

平成27年９月７日提出

久米島町長大田治雄

なお、次ページに専決第８号、専決処分書、

久米島町営路線バス購入物品売買契約の締結

については地方自治法第179条第１項の規定

により議会を招集する暇がないと認め、次の

とおり専決処分する。

平成27年８月５日 久米島町長 大田治雄

処分件名 久米島町営路線バス購入物品売

買契約の締結について

理由でありますが、町営路線バスは町民及

び久米島を訪れる観光客等の公共交通手段で

あるが、今回、更新する車両は購入後11年経

過しており、経年により故障が多発している。

また、急な修理の際には代替車がなく、やむ

を得ず町の小型自動車を代用していることか

ら、安定的な運行に支障を来している。老朽

した路線バスを更新することにより、安全で
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安定的な公共交通機関としての役割に寄与す

ることができる。また、東日本大震災の復興

に伴う、バスの需要が大幅に伸びていること

から、バスの製造納車までの工程が通常期間

の６～７ヵ月から、８～12ヵ月と大幅に時間

を要する状況となっている。今回の契約に際

しては、契約後、ただちに履行しなければ年

度内の納車に間もあわない状況にあることか

ら専決処分による契約を行いたい。

なお、次ページの方に物品売買契約書の写

しを添付しております。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから承認第５号、専決処分の承認につ

いて（久米島町営路線バス購入物品売買契約

の締結）についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、承認第５号、専決

処分の承認について（久米島町営路線バス購

入物品売買契約の締結）については、原案の

とおり可決されました。

日程第17 平成26年度久米島町一般会計歳

入・歳出決算認定について

○ 議長 喜久里猛

日程第17、認定第１号、平成26年度久米島

町一般会計歳入・歳出決算認定についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第１号、平成26年度久米島町一般会計

歳入・歳出決算概要についてご説明申し上げ

ます。

予算書の１ページをお開きください。平成

26年度久米島町一般会計決算は歳入において

84億4千819万1千円で対前年度と比較すると1

億7千246万8千円、2.1％の増。そして歳出で

は、82億5千268万1千円で、対前年度と比較

すると3億5千578万3千円、4.5％の増となり、

歳入歳出とも増額となりました。

また歳入歳出差引額は1億9千551万円で、

その内2千352万円が繰越明許となり差額の1

億7千199万円が実質収支額となり平成27年度

の繰越金となります。

財政指標から見ますと、実質収支比率が4.

2％と前年度と比べ3.5ポイント減少しまし

た。

主な要因としましては、扶助費及び補助費

等並びに積立金の増加によるものと考えま

す。

公債費負担比率につきましては19％となり

ました。対前年度と比較すると3.9ポイント

減少となります。これは平成25年度において

繰上償還を実施したことにより、平成25年度

数値が一時的に上昇したことによるものと考
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えます。

経常収支比率は87.9％で対前年度比0.3ポ

イント増となっております。増となった主な

要因としましては、人件費や補助費等の割合

が増加したことが影響しているものと考えら

れます。

主な財政指数については、前年度と比較す

ると数字は改善されてつつありますが、今後

は扶助費等の社会保障関連経費の自然増や、

各公共施設の老朽化の更新にかかる費用等将

来負担が増大することが予想されることから

引き続き適正な財政運営に努めていく必要が

あります。

それでは平成26年度決算にかかる歳入決算

から順に主な概要を申し上げます。

歳入構成から見ますと歳入決算額全体の4

1.6％を占める地方交付税が35億1千601万3千

円で対前年度比1億4千249万6千円の減となっ

ております。また、地方交付税の内訳としま

しては、普通交付税が対前年度比2億553万5

千円の減で30億8千575万6千円、一方、特別

交付税では、離島航路運航安定化支援事業な

ど、特別交付税に財政措置がされ、事業を展

開したことから対前年度比6千303万9千円の

増の4億3千25万7千円となっております。

続いて歳入決算額全体に占める割合が、24.

9％の県支出金では、対前年度比2億2千565万

2千円の増額で、21億2千488万4千円となって

おります。増額となった主な要因は沖縄振興

公共投資交付金が対前年度比5億1千990万6千

円の増額の7億7千86万4千円、そして沖縄振

興特別推進交付金が対前年度比1千473万5千

円の増額の5億759万8千円となったことが影

響しております。

次に、国庫支出金については、歳入決算額

全体に占める割合が7.6％となっており、対

前年度比4千418万3千円の減の6億4千808万2

千円となりました。これは国庫補助事業が、

沖縄振興公共投資交付金事業へと振り返られ

たことに伴う、国庫補助金の減などが影響し

ています。また、地方債については6億3千75

7万7千円で、歳入決算額全体に占める割合は

7.5％となっております。対前年度比では、2

千277万円の増額となっています。内訳とし

まして、過疎対策事業債が2億270万円、合併

特例債が1億2千480万円、辺地対策事業債が1

千780万円、一般補助施設等事業債が2千970

万円、緊急防災減債事業債が5千740万円、公

共事業等債が130万円、臨時財政対策費が2億

387万7千円となっております。その他、繰越

金が対前年度比1億2千139万6千円増の3億7千

882万5千円、諸収入は対前年度比800万5千円

の減の1億5千879万円となっております。

一方、久米島町の自主財源の柱となる地方

税については、構成比が7.6％で、6億4千499

万2千円となりました。対前年度と比較する

と決算額では1千314万円増加しましたが、歳

入全体にかかる構成比は依然として低い状況

にあります。歳入の大半を依存財源で占める

状況にあり、自主財源の確保が今後とも重要

な課題となっております。平成27年度も引き

続き徴収率の向上に努めてまいります。

続きまして、歳出決算額の概要を申し上げ

ます。性質別に見ますと義務的経費である人

件費が構成比21％となっており、前年度と比

較すると279万6千円の増額の17億3千982万5

千円となっております。

次に、公債費が9億2千663万3千円となって

おり、構成比は11％、対前年度比では2億2千

596万1千円の減額となっております。これは
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平成25年度において繰上償還を実施したこと

に伴い公債費が抑制されたことなどが要因と

なっております。今後も引き続き町債の発行

を抑制し、計画的な地方債の繰上償還を実施

していく必要があります。

また普通建設事業においては、19億5千518

万8千円となり、前年度と比較して2千730万9

千円の増額となっております。歳出全体に占

める割合は24％となっており、主立った事業

としましては、仲里中学校９号棟の改築事業

において、3億4千445万7千円、銭田橋整備事

業において、2億260万7千円、そして平成25

年度から繰越事業である漁村地域整備交付金

事業が1億3千850万2千円、同じく繰越事業の

山地水産業強化支援事業において1億3千824

万2千円、農業基盤整備促進事業では1億2千3

54万5千円をそれぞれ支出しております。

次に物件費は11億9千713万1千円で、前年

度と比較しますと1千233万2千円の増額とな

っており、構成比は15％となっております。

物件費の主な内容としましては臨時職員の賃

金や公共施設等の管理運営にかかる管理委託

費及び光熱費等となっております。

次に積立金についてですが、2億9千522万5

千円で前年度と比較して1億8千59万4千円の

増額となっております。

主な内容としましては、財政調整基金への

積立金が8千991万8千円の増額、そして庁舎

等新改築基金積立金が5千74万1千円の増額。

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積

立金が、4千200万円の増額となっております。

以上が、平成26年度久米島町一般会計の決

算概要となっております。

引き続き、国の動向や社会情勢を注視し、

持続可能な行財政運営の推進のため、全職員

が一致協力し、地方税や各種使用料等の徴収

率の向上による自主財政確保とさらなる歳出

削減等を図り、財政の健全化に向けて取り組

んでまいります。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案については、後日予定されております

決算審査特別委員会において細部にわたって

質疑ができますので、この場においては大綱

的な質疑に努めていただくよう、ご協力をお

願いいたします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。

お諮りします。本案については、議長を除

く13名の委員で構成する決算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決

定しました。

日程第18 平成26年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入・歳出決算

認定について
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○ 議長 喜久里猛

日程第18、認定第２号、平成26年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第２号、平成26年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入・歳出決算概要についてご

説明申し上げます。

決算書の１ページからになりますが、平成

26年度久米島町国民健康保険特別会計の決算

額は、歳入において13億2千693万2千円で前

年度と比較すると、2千83万円、2.0％の増。

歳出決算においては、12億7千946万7千円

で対前年度比12万3千円、0.07％の増となっ

ています。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた4

千746万6千円が翌年度、平成27年度への繰越

額となります。

まずはじめに、歳入の主な概要からご説明

申し上げます。決算書の５ページになります

が１款、国民健康保険税につきましては、調

定額2億865万円に対し、1億5千477万4千円の

収入があり、不納決算額として196万9千円で、

5千190万7千円の未収金となり、全体の徴収

率は74.18％であります。また、現年度分徴

収率は前年度の92.98％から0.82ポイント下

がり92.16％となりました。国保税の徴収は

依然として厳しい状況にありますので、徴収

率向上の取り組みが課題であります。また国

庫支出金や県支出金等などの歳入は、歳出の

療養費や保険事業等によって決定されます。

続きまして、歳出についてご説明申し上げ

ます。13ページからになりますが、２款、１

項１目一般被保険者療養給付費は28,951件で

5億7千980万1千円、対前年度2千290万1千円

の減。そして２目、退職被保険者等療養給付

金は1,305件で1千521万9千円、対前年度587

万1千円の減。そして３目、一般被保険者療

養費は251件で276万6千円、対前年度13万8千

円の増、そして４目、退職被保険者等療養費

は９件で15万円、対前年度7万6千円の増、５

目は国民健康保険団体連合会へのレセプト審

査手数料としての支出となっております。

次に14ページの２款２項１目、一般被保険

者高額療養費では1,254件で1億290万円、対

前年度600万3千円の増となっております。２

目退職者被保険者等高額療養費は14件で235

万8千円、対前年度95万8千円の減となってお

ります。また２款３項１目の出産育児一時金

は21件で879万円、対前年度比87万円の減と

なっております。２款４項１目の葬祭費は、

19件で28万5千円、対前年度比12万円の増と

なっております。

次に15ページになりますが、３款１項１目

の後期高齢者支援金は支払い基金への負担金

として、1億6千899万6千円、対前年度255万7

千円の増となっております。

また、16ページの下の方になりますが、６

款１項１目の介護保険納付金は、支払い基金

への負担金として9千593万5千円、対前年度3

75万4千円の増となっております。

17ページの７款、共同事業拠出金は国民健

康保険団体連合会への負担金として2億3千10

9万1千円、対前年度714万6千円の増となって

おります。

次に18ページから19ページになりますが８

款１項１目委託金及び２項１目委託金では集
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団検診、個別検診の委託料で受診率は速報値

でありますが48.6％。対前年度0.1％の増と

なっております。

以上が、平成26年度国民健康保険特別会計

の決算概要となっております。

平成26年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても、後日予定されております

決算審査特別委員会において細部にわたって

質疑ができますので、この場においては大綱

的な質疑に努めていただくようご協力をお願

いいたします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

日程第19 平成26年度久米島町後期高齢者

医療特別会計歳入・歳出決算認

定について

○ 議長 喜久里猛

日程第19、認定第３号、平成26年度久米島

町後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算認

定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第３号、平成26年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入・歳出決算概要について

ご説明申し上げます。

予算書の１ページと２ページになります

が、平成26年度久米島町後期高齢者医療特別

会計の決算概要について、歳入決算総額は7

千72万4千円。歳出決算額総額は6千887万7千

円となり184万8千円を翌年度への繰越金とい

たします。

それでは、歳入決算額から主な概要を申し

上げます。決算書の３ページをお開きくださ

い。１款、後期高齢者医療保険料で保険料徴

収については年金から天引されます特別徴収

が2千207万9千円、納付書払いとなる普通徴

収が1千万6千円、平成25年度から滞納繰越分

普通徴収が83万円で全体での現年度徴収率が

98.9％、滞納繰越分徴収率が75.18％であり

ます。

次に２款、手数料では督促手数料として48

4件の4万8千円となります。

また３款、一般会計繰入金では、事務費等

繰入金として、保険証及び納付書督促状等の

通信運搬費にかかる事務負担費として56万3

千円。保険基盤安定繰入金は、低所得者や後

期高齢者医療制度施行前に、被用者保険の被

扶養者であった者に対する保険料の軽減に対
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し、保険料軽減いたしました。平成26年度は

９割軽減者が563名、７割軽減者が233名、５

割軽減者が365名、２割軽減者が39名の合計1,

200人の軽減該当者があり3千591万2千円とな

ります。

次に４ページになりますが、４款繰越金で

は、前年度繰越金として12万4千円となって

おります。

また、５款の諸収入では、預金利息1千357

円となっております。

続きまして、歳出決算額の主な概要につい

て申し上げます。これは５ページからになり

ますが、１款、総務費では総務費管理費で後

期高齢者保険証や納付書、督促状発送にかか

る通信運搬費などの事務費が58万1千円とな

ります。

次に２款、後期高齢者医療広域連合納付金

では久米島町が徴収した保険料と一般会計か

ら繰入れされる保険基盤安定繰入金を広域へ

納付金として6千89万5千円となります。

次に、６ページになりますが、３款、諸支

出金では被保険者への過年度分保険料還付金

20万円になります。

以上が平成26年度久米島町後期高齢者医療

特別会計決算概要となります。

平成27年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても後日予定されております決

算審査特別委員会において細部にわたって質

疑ができますので、この場においては大綱的

な質疑に努めていただくようご協力をお願い

いたします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

日程第20 平成26年度久米島町水道事業会

計決算認定について

○ 議長 喜久里猛

日程第20、認定第４号、平成26年度久米島

町水道事業会計決算認定についてを議題とし

ます。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

認定第４号、平成26年度久米島町水道事業

決算概要についてご説明申し上げます。

平成26年度における久米島町水道事業の業

務状況について年度末給水栓数が3,839栓。

給水人口が8,140人に対して生活用水の供給

ミスをしてまいりました。

営業状況に関しましては、水道事業収益は
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2億4千261万8千円で、公益費用会計制度の改

正の影響により増となっております。また、

水道事業費は2億1千856万1千円となってお

り、当年度純利益は2千405万7千円でありま

す。

前年度からの繰越利益剰余金4千961万4千

円、当年度純利益2千405万7千円の計7千367

万1千円を利益剰余金として、翌年度へ繰り

越すこととしております。

一方、資本的収支では資本的収入額が資本

的支出額に不足する額5千257万8千円は、当

年度消費税及び地方消費税、資本的収支調整

額27万1千円、過年度損益勘定留保資金、5千

230万7千円で補填しました。

建設改良工事につきましては、儀間川総合

開発事業の儀間ダム建設費負担を国庫補助事

業にて実施しております。

平成26年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても後日予定されております決

算審査特別委員会において細部にわたって質

疑ができますので、この場においては大綱的

な質疑に努めていただくようご協力をお願い

いたします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

ご異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

日程第21 平成26年度久米島町下水道事業

特別会計決算認定について

○ 議長 喜久里猛

日程第21、認定第５号、平成26年度久米島

町下水道事業特別会計決算認定についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第５号、平成26年度久米島町下水道事

業特別会計決算概要についてご説明申し上げ

ます。

決算書の１ページと２ページをお開きくだ

さい。平成26年度久米島町下水道事業特別会

計決算は歳入につきましては、3億8千385万8

千円で対前年度比5千732万4千円、17.6％の

増で、歳出につきましては、3億1千528万2千

円で対前年度比297万4千円、0.9％の減。歳

入歳出の差引額6千857万6千円が繰越額とな

り翌年度へ繰り越すべき財源は、5千263万6

千円、実質収支額は1千594万円となります。

また、繰越明許費に基づき1億990万7千円が

翌年度繰越額となっております。

歳入決算を性質別に見ますと一般会計繰入
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金が54.4％、国庫支出金が22.4％、町債12.3

％、使用料及び手数料が8.7％、繰越金2.2％

の順となっております。

歳出につきましては、工事請負費と委託料

が大半を占めており、工事請負費としてイー

フ浄化センター水処理設備改築工事、イーフ

浄化センター汚泥処理設備改築工事の工事請

負費となっております。また、委託業務とし

て下水道儀間・嘉手苅・山城地区基本設計業

務委託、下水道銭田地区実施設計業務委託、

イーフ浄化センター水処理設備改築工事現場

技術業務、真謝地区下水道実施設計業務委託、

イーフ浄化センター汚泥処理設備改築工事現

場業務の業務委託となっております。以上が

平成26年度久米島町下水道事業特別会計の決

算概要となっております。

平成26年９月７日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても後日予定されております決

算審査特別委員会において細部にわたって質

疑ができますので、この場においては大綱的

な質疑に努めていただくようご協力をお願い

いたします。

これから質疑を行います。

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

３点ですね、５ページの排水設備改造等資

金貸付基金というのが1万3千763円と、５ペ

ージ下から２番目、なっていますが、これは

接続の場合に、町が設備する人に対する貸付

金と、こういう意味ですか。

○ 議長 喜久里猛

真栄平建正上下水道課長。

○ 上下水道課長 真栄平建正

貸付のためです。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

これこんなに少ない？ 借りてがいないと

いうことなんですかね。

○ 議長 喜久里猛

真栄平建正上下水道課長。

○ 上下水道課長 真栄平建正

基金の利子です。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

これについては貸付金の利息というような

ことでありますけれども、含めてそんなに少

ないのかということと、もう一つ、７ページ

の13節の委託料と15節の工事請負費、この件

については、これは接続費の意味ですかね、

ということであります。

○ 議長 喜久里猛

真栄平建正上下水道課長。

○ 上下水道課長 真栄平建正

お答えします。排水設備開場等資金貸付基

金の基金の利息ということです。貸付金の利

息ではないです。

そして次の下水道事業費の委託料につきま

しては、補助事業での工事でありまして貸付

に伴っての接続の工事ではありません。

15節も同様に工事の請負費、補助事業の執

行のための工事請負費となっています。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。
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○ ５番 宇江原総清議員

僕が知りたいのは接続の状況を各部落とも

どういうような接続率になっているのか、ど

れだけ進んでいるか、こういうことを聞きた

かったわけですが、その件について資料があ

れば、後日、ぜひ必要な議員については渡し

て理解を求める必要があるんではないかと、

こういうことなんです。

○ 議長 喜久里猛

真栄平建正上下水道課長。

○ 上下水道課長 真栄平建正

町全体の接続率については、集計はなされ

ているんですが、各字単位での集計について

は、現在、詳細については集計は出されてい

ないというような状況です。全体としてはご

ざいます。

○ 議長 喜久里猛

これは次の委員会に出せるかということで

す。

○ 上下水道課長 真栄平建正

決算委員会に提出したいと思います。

○ 議長 喜久里猛

ほかに質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

お諮りします。

本案については議長を除く13名の委員で構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

ご異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

○ 議長 喜久里猛

以上で全会計の決算認定の大綱的な質疑は

終了します。

お諮りします。

決算診査特別委員会委員長に建設経済委員

長の島袋完英委員、副委員長に総務文教民生

委員長の安村達明委員を選出したいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。従って、決算診査特

別委員会委員長に島袋完英委員、副委員長に

安村達明委員を選出することに決定しまし

た。

以上で本日の議事日程は全て終了しまし

た。

これで散会します。

お疲れ様でした。

（散会 午後 ２時27分）
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（午前 10時05分 開議）

○ 議長 喜久里猛

おはようございます。これより本日の会議

を開きます。本日の議事日程は予めお手元に

配布したとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 喜久里猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第127

条の規定によって、13番玉城安雄議員、１番

棚原哲也議員を指名します。

日程第２号 平成26年度久米島町一般会計

歳入・歳出決算認定について

日程第３号 平成26年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入・歳出決算

認定について

日程第４号 平成26年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入・歳出決

算認定について

日程第５号 平成26年度久米島町水道事業

会計決算認定について

日程第６号 平成26年度久米島町下水道事

業特別会計歳入・歳出決算認

定について

○ 議長 喜久里猛

認定第１号、平成26年度久米島町一般会計

歳入・歳出決算認定について。

認定第２号、平成26年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入・歳出決算認定について。

認定第３号、平成26年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入・歳出決算認定につい

て。

認定第４号、平成26年度久米島町水道事業

会計決算認定について。

認定第５号、平成26年度久米島町下水道事

業特別会計歳入・歳出決算認定について。を

一括議題とします。

本案の審査については、決算審査特別委員

会に付託してありましたので、決算審査特別

委会委員長の報告を求めます。

島袋完英決算審査特別委員長。

（島袋完英決算審査特別委員長登壇）

○ 決算審査特別委員長 島袋完英

おはようございます。決算審査特別委員会

委員長の島袋完英です。

ただいまから、決算審査特別委員会に付託

されました認定第１号、平成26年度久米島町

一般会計歳入・歳出決算認定について。認定

第２号、平成26年度久米島町国民健康保険特

別会計歳入・歳出決算認定について。認定第

３号、平成26年度久米島町後期高齢者医療特

別会計歳入・歳出決算認定について。認定第

４号、平成26年度久米島町水道事業会計決算

認定について。認定第５号、平成26年度久米

島町下水道事業特別会計歳入・歳出認定につ

いて。審査の経過と結果をご報告申し上げま

す。

決算審査特別委員会が9月８日の本会議で

設置され付託された決算認定５議案につい

て、９月９日、10日の２日間にわたり、執行

部から各担当課長、課長補佐、班長、主幹、

主査及び担当者の出席の元に厳正に審査を行

いました。

決算審査特別委員会における主な質疑とそ

れに対する答弁についてご報告いたします。

まず、一般会計歳入・歳出決算認定につい

て、主な概質疑答弁の概要を申し上げます。
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１、普通交付税が減少する中、特別交付税

が7千300万円増加した原因はなにか、との質

疑に対し、久米商船の赤字補填とフェリー琉

球の買取りに対する補助分が増額の要因で

す。との答弁でした。

２、町民税において、昨年度分の収納は良

いが、滞納繰越分については3千万円余り未

歳入がある。その対策は、との質疑に対し、

現年度分の徴収を強化することで滞納繰越の

圧縮につなげ、更に滞納分収納についても強

化します。との答弁でした。

３、軽自動車税に、現年度、過年度に滞納

がみられるが、現在の登録台数は何台か、と

の質疑に対し、全体で5,441台、軽自動車が

約4,000台、バイクが約1,400台となっていま

す。との答弁でした。

４、美しい棚田事業は、何処に委託してい

るのか、場所は何処なのかの質疑に対し、海

を守る会に委託し、事業内容として字仲地の

棚田に稲や田芋を植えています。荒蕪地解消

が周囲に拡がり効果を上げていることのこ

と、それから体験学習でも効果を上げていま

す。との回答でした。

５、ＦＭ久米島に対する補助金、276万8千

円の決算があるが、運営状況はどうなってい

るのか、の質疑に対し、収支状況は、良好だ

と報告を受けていて、補助金は平成26年度で

打ち切りました。との答弁でした。

６、泊フイシャリーナ使用料、滞納繰越64

万6千円上がっているが、いつ頃の滞納かど

のように収納させるか、という質疑に対し、

平成23年度までの滞納です。滞納者と面談の

上、強く説明し収納に努めたい。との答弁で

した。

７、農地管理事業で、旅費114万円、使用

料291万円上がっているが、その内容は、と

の質疑に対し、現年度採択、次年度以降採択、

また基盤整備、水質保全など、それぞれの事

業、個別にヒヤリングもあります。使用料に

ついてはＯＡ機器の使用料となっています。

との答弁でした。

８、土地改良事業に3千486万円、支出があ

るが両土地改良区の滞納は、いくらに上って

いるのか、との質疑に対し、最新の資料は、

手元にありませんが、未納金を減らす努力を

重ねてまいります。との答弁でした。

９、スクールカウンセラー配置事業の事業

内容は、との質疑に対し、町内の学校で１日

４時間、月12日間、学力面、友人関係や不登

校の悩みなどの相談に対応する事業です。と

の答弁でした。

10、英語指導員配置事業に211万円の決算

が上がっているが、何年生から指導している

か、との質疑に対し、３年生から６年生まで

指導を行っています。との答弁でした。

11、消防車両管理事業で107万7千円の決算

が上がっているが、その内容と消防車両の耐

用年数は、との質疑に対し、ほとんどが、車

検時修理費で、耐用年数は8年ですが、多く

の車両が14年から15年経過しています。との

答弁でした。

12、食の自立支援事業で何名の方に何食、

配食しているか、との質疑に対し、平成26年

度は98名の実績。との答弁でした。

13、総合福祉計画の進捗状況と社協との連

携は、との質疑に対し、高齢者福祉計画と障

害者福祉計画は、できあがっています。次年

度から社協とも連携していく考えです。との

答弁でした。

14、アルミ缶リサイクル売却方法は、との
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質疑に対し、アルミ缶については、出荷の時、

重量を計測し、納入時の伝票と照合し確認し

ています。との答弁でした。

次に、国民健康保険特別会計課定について、

主な質疑答弁をご報告いたします。

１、決算で4千747万円の黒字にもかかわら

ず、財政補填繰入金1千411万円の歳入がある。

滞納も６千万円あり、徴収を強化すべきであ

る。との指摘がありました。

２、国保運営協議会費3万8千円の不用額が

でている。運営協議会は、年１回以上は、開

催すべきではなかったか、との質疑に対し、

協議すべき事案がなかったので協議しません

でしたが、開催すべきだった。との答弁でし

た。

後期高齢者医療特別会計認定については、

質疑はありませんでした。

次に水道事業会計決算認定について主な質

疑答弁をご報告いたします。

１、儀間ダムの工事請負金の総額と負担期

間は、との質疑に対し、付帯工事がすべて、

できあがった後、決まります。との答弁でし

た。

次に下水道事業特別会計歳入・歳出決算に

ついて、質疑答弁をご報告いたします。

１、下水道の接続率が依然低い、接続工事

費の貸付制度を周知するとともに、地域の理

解を得るように努力すべきではないか、とい

う質疑に対し、広報マイク、ＦＭ放送などを

とおして、町民に周知をはかり接続率を高め

ていきたい。との答弁でした。

以上が認定第１号、認定第２号、認定第３

号、認定第４号、認定第５号の決算審査特別

委員会における質疑及び答弁の概要でありま

す。委員会において、たくさんの質疑が出ま

したが、多くの面で割愛させていただきまし

たことをご容赦願います。

全会計とも質疑終了後、討論に入りました

が、賛成、反対の討論はなく、討論を集結し、

続いて採決いたしました。

認定第１号、平成26年度久米島町一般会計

歳入・歳出決算認定について。

認定第２号、平成26年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入・歳出決算認定について。

認定第３号、平成26年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入・歳出決算認定について

認定第４号、平成26年度久米島町水道事業

会計決算認定について。

認定第５号、平成26年度久米島町下水道事

業特別会計歳入・歳出決算認定について。

原案に対し賛成の挙手を求めたところ、付

託を受けた全てにおいて、賛成に全員挙手で

した。よって決算認定については全会計とも

原案のとおり認定すべきものと決定されまた

した。

委員長報告で質疑、答弁、多くの面で割愛

させていただきましたことをご容赦願いま

す。以上をもちまして決算審査特別委員会委

員長の報告を終わります。ありがとうござい

ました。

（島袋完英決算審査特別委員長降壇）

○ 議長 喜久里猛

以上で委員長の報告を終わります。

委員長報告に対する質疑を省略したいと思

いますが、ご意義ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。従って、委員長に対

する質疑を省略します。

日程第２、認定第１号、平成26年度久米島
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町一般会計歳入・歳出決算認定について。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから認定第１号、平成26年度久米島町

一般会計歳入・歳出決算認定についてを採決

します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。本案は委員長報告のとおり認定すること

に賛成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 喜久里猛

日程第３、認定第２号、平成26年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定

について。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから認定第２号、平成26年度久米島町

国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定に

ついてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長、報告のとおり認定すること

に賛成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 喜久里猛

日程第４、認定第３号、平成26年度久米島

町後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算認

定について。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから認定第３号、平成26年度久米島町

後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算認定

を採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 喜久里猛

日程第５、認定第４号、平成26年度久米島

町水道事業会計決算認定について。これから

討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから認定第４号、平成26年度久米島町

水道事業会計決算認定についてを採決しま

す。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、本案は委員長報告
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のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 喜久里猛

日程第６、認定第５号、平成26年度久米島

町下水道事業特別会計歳入・歳出決算認定に

ついて。これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから認定第５号、平成26年度久米島町

下水道事業特別会計歳入・歳出決算認定につ

いてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

日程第７ 第２次久米島町総合計画基本構

想について

○ 議長 喜久里猛

日程第７、議案第37号、第２次久米島町総

合計画基本構想についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄副町長

おはようございます。それでは議案第37号、

第２次久米島町総合計画基本構想について。

上記議案を提出する。

平成27年９月25日提出

久米島町長 大田治雄

第２次久米島町総合計画基本構想につい

て。

第２次久米島町総合計画基本構想を別紙の

とおり作成したいので、久米島町議会の議決

に付すべき事件を定める条例、第２条第２号

の規定に基づき議会の議決を求める。

提案理由でありますが、総合的、且つ計画

的な行財政運営を図るため第２次久米島町総

合計画基本構想を作成したく本案を提案す

る。

これがこの条例案を提出する理由でありま

す。なお、次ページの方から総合計画の基本

構想を載せてあります。

そして４ページから17ページまでは計画策

定にあたって示してあります。そして19ペー

ジから23ページまでは基本構想についてを示

してあります。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

本計画については、賛成はいたしますが、

非常に総花式で消化不良を起こすんじゃない

かなと懸念をしております。そして、もっと

絞り込んで構想を練るべきだったと、こうい

うふうに思っておりますが、今回はその中身

について賛成はいたします。後にまたいろい

ろと推進しながら、実行しながら修正すべき

ものは、ぜひ思い切って修正をしてほしいと

こういうふうに意見を申し上げます。

○ 議長 喜久里猛

平田明企画財政課長。
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○ 企画財政課長 平田明

ただいまのご指摘なんですが、広範囲にい

ろいろ構想が広がっているということであり

ます。ただ広範囲にやらないといけない部分、

それから絞り込んでやる部分、いろいろ行政

運営の中でやらざるを得ないです。今回、構

想を諮問をしました。その後12月に向けて前

期の基本計画、施策をどういうふうに展開す

るかという部分で細かい事業メニュー等も提

示してきます。その部分に関しては12月の議

会の期間中に再度説明しながら、またその中

で修正できる部分は修正し、３月に向けて、

その全計画ということで公表していく予定で

すので、そのへんでご助言がございましたら

お願いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第37号、第２次久米島町総合

計画基本構想についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第37号、第２

次久米島町総合計画基本構想については、原

案のとおり可決されました。

日程第８ 議決内容の一部変更について

○ 議長 喜久里猛

日程第８、議案第38号、議決内容の一部変

更についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第38号、議決内容の一部変更について

平成27年第２回久米島町議会定例会で議案

第20号をもって議決された工事請負契約に係

る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「１億１千48万4千円」を「1億

1千653万9千560円」に変更する。

平成27年９月25日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、儀間漁港第２護岸

整備工事について断面変更による基礎工捨て

石の数量増及び既設、交換杭の処分収量増に

よる増額等に伴う契約金額を変更しようとす

るものであります。これがこの議案を提出す

る理由であります。

なお、次ページの方に改定契約書の写し、

そしてその後ろに平面図、その後ろの断面図

を添付しております。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。
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これから議案第38号、議決内容の一部変更

についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第38号、議決

内容の一部変更については可決されました。

日程第９ 平成27年度久米島縦断線道路改

良工事請負契約について

○ 議長 喜久里猛

日程第９、議案第39号、平成27年度久米島

横断道路改良工事請負契約についてを議題と

します。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第39号、平成27年度久米島縦断線道路

改良工事請負契約について、平成27年度久米

島縦断線工事について、次のように工事請負

契約を締結したいので地方自治法第96条第１

項第５号の規定により議会の議決を求

る。

記

１．契約の目的 平成27年度久米島縦断線道

路改良工事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契 約 金 額 53,460,000円

４．契約の相手方

沖縄県島尻郡久米島町字大田565番地

久米建設株式会社

代表取締役 宇禄弘

平成27年９月25日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

平成27年度久米島縦断線道路改良工事の請

負契約の締結については、久米島町議会の議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により議会

の議決を得る必要がある。これがこの議案を

提出理由であります。

なお、後ろの方に工事請負契約書の写し、

そして位置図、平面図を添付しております。

今回の入札につきましては、Ａクラスの７

業者を指名しまして株式会社久米建設会社が

請負比率99.56％で落札をしております。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

休憩します。 （午前 10時30分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。 （午前 10時37分）

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

関連しますが、久米島縦断線道路改良工事

これ進捗状況が遅いような気がするんです

が、完了は何年度の予定になっています？

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

確かに遅いです。途中、途中に今相続で非

常に難航しているのが、何件かありまして、

今随時説明しに行って、相続じゃない方は、

ある程度の方は、了解得られているんですが、

あと２年は事業工期なっていますが、県の方
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針で虫食い状態な整備ができないわけです

よ。どうしても関連づけて300ｍだったら300

ｍ全部、用地買収してからしか着工できない

という制度がありまして、それに向けて、今、

用地交渉頑張っているところです。

○ 議長 喜久里猛

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

これから総合計画、基本計画も町の方で作

られます。早めにそういった道路を完了させ

て、また新たな展開といいましょうかね。新

たな場所の工事施工それを進めていかない

と、ここだけに留めていきますと全体的に道

路工事が遅れているんじゃないかということ

を懸念していますので、そこらへんのところ

ぜひ鋭意努力して、早めに完了するようにお

願いいたします。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

３番平良義徳議員。

○ ３番 平良義徳議員

久米島縦断線に関しては、上阿嘉から病院

まで計画されていますよね。それでリサイク

ルセンターの近くまでは、一応終えて、そし

て飛び越えて、産業道路嘉手苅の土地改良地

区に入って25年度終わりまして、26年度も終

わりました。それからまた元の方に戻って、

この工事やりますよね。そういった用地交渉

の件もあると思いますが、そのへんご説明お

願いします。引き続き27年度もやれば病院と

の繋がりが一部できていましたよね。そのへ

ん。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

縦断線については本当にとびとびでやって

います。これも用地交渉の結果です。今回ク

リーンセンター、以前の終わり頃の方からや

るというのは地主が２名ということ数名の方

で一応了解は得られて、この距離となってい

ます。２工区も想定しています。その次が牛

代橋の方が橋梁にするのか、埋め土方式にす

るのかという、まだ県と協議中でして、その

埋め土方式で、そのカーブを真っ直ぐにする

という方針がもう了解得られましたので、そ

の方面で用地交渉して、そこは突っ切りたい

と思っています。病院線の方は病院に向かう

そのカーブがちょっと地主さんと交渉してい

るんですが、ちょっと家族会議で審議して決

定したいという旨の打診が昨日ありましたの

で、その病院までの間は来年には大丈夫かと

今のところそう考えてます。

○ 議長 喜久里猛

３番平良義徳議員。

○ ３番 平良義徳議員

今、課長のそういう話なんですが、この経

緯としては嘉手苅地区の方に最初25年度入っ

た経緯は、前盛本建設課長の方に提案出しま

して、こっち崩れかけてですね、途中で、災

害がきかないとこの道路もひび割れして危な

いという地域からの要望がありまして、一応

こちらの方、飛び越えてやった経緯があると

思います。

提案として嘉手苅地区で26年度終わったと

思いますが、このあと最後のところが段差が

あって、こっちだけはちょっと直してほしい

ということと、それから先ほども27年度は大

丈夫ということなんですが、用地交渉が問題

であるんであればやはりこれから27年度でき

るように向けて頑張っていただきたいと思い
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ます。これだけです。

○ 議長 喜久里猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第39号、平成27年度久米島縦

断道路改良工事請負契約についてを採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第39号、平成

27年度久米島縦断道路改良工事請負契約につ

いては原案のとおり可決されました。

日程第10 儀間漁港第２防波堤整備工事請

負契約について

○ 議長 喜久里猛

日程第10、議案第40号、儀間漁港第２防波

堤整備工事請負契約についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第40号、儀間漁港第２防波堤整備工事

請負契約について、儀間漁港第２防波堤整備

工事について、次のように工事請負契約を締

結したいので地方自治法第96条第１項第５号

の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的 儀間漁港第２防波堤整備工

事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約金額 68,580,000円

４．契約の相手方

久米島町字謝名堂100番地１

株式会社 宮城組

代表取締役 宮城正勝

平成27年９月25日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

儀間漁港第２防波堤整備工事の請負契約の

締結については、久米島町議会の議決に付す

べく契約及び財産の取得または処分に関する

条例第２条の規定により議会の議決を得る必

要がある。これがこの議案を提出理由であり

ます。

なお後ろの方に工事請負契約書の写し、そ

して平面図を添付しております。今回の入札

につきましては、これもＡクラスの７業者を

指名しまして株式会社宮城組さんが請負比率

99.4％で落札をしております。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

５番宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

議案第40条について意見を申し上げます。

意見というのは、賛成ではありますが、附帯

意見を申し上げたいとこういうふうに思って
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おります。これは議案第38号と同じようなこ

とですが、何回も前議会でも申し上げました

が、継ぎ接ぎ工事というのは、もう辞めてほ

しいとこういうことなんです。

理由を申し上げますと、鳥島漁港、これに

ついては高波が三角波ができるからというこ

とで出入口を狭くしたんですよね。その結果、

今回の台風のときに旧新生ホテルの近くの所

まで越波して潮位を上げてきました。これを

平面的に見ると兼城港とだいぶ差が出てい

る。だから鳥島漁港の改修工事についても意

見を申し上げましたが、全体的なものの中の

一部としてどうあるべきかということを工事

見直しというものはやらないと継ぎ接ぎ工事

では、これからの僕は高潮と豪雨というのが

バッティングした場合には、これたいへんな

ことになると思っております。儀間漁港もこ

れ28号、第38号も同じことが言えるわけです

が、パークゴルフ場も見てくださいよ。向こ

うで樹木が生きているのは桑だけで、家畜畑

です。みんな枯れました。また枯れかかって

います。塩害がどのようにして発生するのか

あるいは、これが基幹産業であるサトウキビ

にどう影響するか、皆さん方全く考えていな

い。感性が悪いのとロマンがない、執行部は。

こういうことを訴えて、その都度、その儀間

漁港については嘉手苅漁港も含めて全体的に

考える。そういうような発想を、ぜひ、持っ

ていただきたいと。もう継ぎ接ぎ工事では辞

めてほしいということを附帯を付けて申し上

げます。

○ 議長 喜久里猛

宇江原議員、これは回答は要求している

の？ 意見ですね。

○ ５番 宇江原総清議員

意見。賛成はします。

○ 議長 喜久里猛

他に質疑ありませんか。

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

何点か伺いたいと思います。議案40号です

が工事請負契約、平面図の添付だけで工事の

内容がちょっとわからないんで、この工事の

内容と、これ第１護岸から第２防波堤の改修

になると思いますが、今回の施行区域と完了

年度は何年度までか、お答えください。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

工事内容、議員の皆さんのとこにも平面図

いっていると思います。第２防波堤の赤いラ

インのこの事業は機能強化ではなくて、今あ

る現状の施設をそのまま作りなさいという国

の補助メニューなので下に鋼管杭を打ちま

す。この20ｍ40㎝の交換杭、これの製作をし

て、久米島まで搬入、それと海上施工ができ

ないので、この区域は、ちょっと黒ずんだの

があります。ここに仮設道と施行するための

仮設道路を埋め立てして、その仮設道路を造

るまでの工事です。

あと施工区域は色が塗られているところで

すね。完了年度というのは、事業の完了年度

です。事業の完了年度は今採択で５年となっ

ています。計画年数29年に終わる予定ではあ

ります。ただそれが早くなるか、遅くなるか

はその事業の進捗状況によって変わってきま

すので、今の計画では29年です。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員
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なぜ、この質問をしたかといいますと、今

回は鋼管杭の製作と仮設道路の設置というこ

とで5千800万円、聞いた話ではこれ終わった

ら次期工事が一括で出して、2億ぐらいの工

事になるという話を聞いているんですよ。こ

れ聞いた話ですが、本当のことかわかりませ

んが、もしそうであれば、各業者に受注機会

を多く与える度に半分に割ってやるとか、Ｊ

Ｖ方式でやるとかできないか、というのを聞

きたくて、この質疑をしました。お願いしま

す。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今、予算割り当ては確かにそのぐらい2億

ぐらい残っています。ただ施行については、

我々、町だけの判断ではできないもんですか

ら、それをどうにかして何工区に分けてとい

うのは町長いつも言っているように地場産業

育成ということにはなるんですが、現場の状

況も加味します。狭隘にならないか、要は代

船が２社に発注したら２社が、これ２台ずつ

必要なので４台、そこに入り乱れて、漁船が

構内に入りきれるかという、また想定して一

応、県の漁港漁場課と最終的には施行の判断

をいただいて発注したいと思います。

○ 議長 喜久里猛

13番玉城安雄議員。

○ 13番 玉城安雄議員

ぜひ、２億の大型工事を、一括じゃなくて

受注機会を与えるためにも分離分割、できる

ものについては、そのような発注をお願いし

て終わります。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第40号、儀間漁港第２防波堤

整備工事請負契約についてを採決します。本

案は原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第40号、儀間

漁港第２防波堤整備工事請負契約については

原案のとおり可決されました。

日程第11 教育委員会委員の任命について

○ 議長 喜久里猛

日程第11、同意第３、教育委員会委員の任

命についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

それでは同意第３号についてご説明申し上

げます。教育委員会委員の任命について。

下記の者を教育委員会の委員に任命したい

ので地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求

める。

記

住 所 久米島町字西銘×番地

氏 名 中島美幸

生年月日 昭和54年×月×日

平成27年９月25日提出
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久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、現教育委員の平良

弘光氏が平成27年８月31日付けで辞職した

ので、その後任を任命するため地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。次ページに略歴書、証明書、それぞれ添

付しております。ご審議よろしくお願いいた

します。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから同意第３号、教育委員会委員の任

命についてを採決します。本案は原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、同意第３号、教育

委員会委員の任命については原案のとおり可

決されました。

日程第12 久米島町議会会議規則の一部を

改正する規則について

○ 議長 喜久里猛

日程第12、発議第３号、久米島町議会会議

規則の一部を改正する規則についてを議題と

します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

発議第３号、久米島町議会会議規則の一部

を改正する規則について。

上記議案を地方自治法第112条及び会議規

則第14条の規定により提出する。

平成27年９月25日提出

提出者 久米島町議会議員 島袋完英

賛成者 久米島町議会議員 崎村正明

久米島町議会会議規則の一部を改正する規

則、久米島町議会会議規則（平成14年久米島

町議会会議規則第１号）の一部を次のように

改正する。資料の下線の引かれたところが改

正箇所です。

提案理由

議会における欠席届に対し、社会情勢を勘

案し、欠席届について新たな規定をするもの

である。

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから発議第３号、久米島町議会会議規

則の一部を改正する規則についてを採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）
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○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、発議第３号、久米

島町議会会議規則の一部を改正する規則につ

いては原案のとおり可決されました。

日程第13 久米島町議会傍聴規則の一部を

改正する規則について

○ 議長 喜久里猛

日程第13、発議第４号、久米島町議会傍聴

規則の一部を改正する規則についてを議題と

します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

９番崎村正明議員。

○ ９番 崎村正明議員

発議第４号、久米島町議会傍聴規則の一部

を改正する規則。

上記議案を地方自治法第112条及び会議規

則第14条の規定により提出する。

平成27年９月25日提出

提出者 久米島町議会議員 崎村 正明

賛成者 久米島町議会議員 饒平名智弘

久米島町議会傍聴規則の一部を改正する規

則、久米島町議会傍聴規則の一部を次のよう

に改正する。下線の引かれたところが改正箇

所であります。

提案理由

議会の傍聴席に持ち込むことを禁止するも

のに関して、社会情勢などを勘案し、「つえ」

については削除し、字句を訂正するものであ

る。

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから、発議第４号、久米島町議会傍聴

規則の一部を改正する規則についてを採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、発議第４号、久米

島町議会傍聴規則の一部を改正する規則につ

いては原案のとおり可決されました。

日程第14 閉会中の議員派遣について

○ 議長 喜久里猛

閉会中の議員派遣についてをお諮りしま

す。本件についてはお手元に配布のとおり沖

縄県町村議会議長会主催の町村議会議員研修

会へ閉会中の議員派遣をしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。よって、閉会中の議

員派遣については決定されました。

○ 議長 喜久里猛

以上で本日の議事日程は全て終了しまし

た。９月７日から開会しました本定例会は、

全議案を議員各位並びに執行部のご協力によ

り予定どおり無事終了することができまし

た。ここに感謝申し上げます。

これにて平成27年第４回久米島町議会定例

会を閉会します。

お疲れ様でした。

（閉会 午前11時03分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

久 米 島 町 議 会 議 長 喜久里 猛

署名議員（議席番号13番） 玉 城 安 雄

署名議員（議席番号１番） 桃 原 哲 也


